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【
一
】
尖
閣
の
東
の
中
外
界
は
琉
球
人
が
清
國
大
使
に
告
げ
た

始
出：

尖
閣
４
８
０
年
史
ブ
ロ
グ
平
成
二
十
七
年
七
月
十
八
日
投
稿

西
暦
千
六
百
八
十
三
年
の
册
封
琉
球
大
使
汪
楫
は
、
尖
閣
最
東
端
の
赤
嶼
（
大
正

島
）
附
近
で
船
員
か
ら
「
中
外
之
界
」
を
告
げ
ら
れ
た
。
船
中
の
琉
球
人
が
告
げ
た

言
葉
で
あ
る
こ
と
は
、
拙
著
『
尖
閣
反
駁
マ
ニ
ュ
ア
ル
百
題
』
な
ど
で
既
に
述
べ
て

あ
る
。
根
據
は
第
一
に
、
他
の
記
録
で
臺
灣
海
峽
以
東
の
水
先
案
内
人
は
琉
球
人
で

あ
る
こ
と
。
第
二
に
汪
楫
自
身
の
船
は
、
臺
灣
海
峽
で
一
度
は
チ
ャ
イ
ナ
人
の
主
張

す
る
針
路
を
採
用
し
た
が
、
誤
導
し
た
た
め
已
む
を
得
ず
琉
球
人
の
主
張
す
る
針
路

を
採
用
し
た
こ
と
。

さ
ら
に
考
へ
れ
ば
汪
楫
自
身
の
『
中
山
沿
革
志
』
に
次
の
語
が
有
る
。
曰
く
、

「
但
有
彼
國
嚮
導
、
便
可
按
期
出
洋
。」

（
た
だ
彼
の
國
の
嚮
導
あ
れ
ば
、
す
な
は
ち
期
に
按
じ
て
洋
に
出
づ
べ
し
）

と
。
汪
楫
は
出
航
前
に
禮
部
の
議
論
で
「
琉
球
か
ら
の
朝
貢
使
節
を
待
っ
て
出
航
せ

よ
」
と
意
見
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
年
度
は
朝
貢
使
節
が
來
て
ゐ
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
汪
楫
が
「
琉
球
の
水
先
案
内
人
だ
け
ゐ
れ
ば
出
航
で
き
る
」
と
主
張
し
た
の
が
こ

の
語
で
あ
る
。
勿
論
琉
球
の
水
先
案
内
人
無
く
し
て
は
出
航
で
き
な
い
。

チ
ャ
イ
ナ
船
が
西
か
ら
尖
閣
ま
で
來
て
そ
の
ま
ま
歸
國
し
た
記
録
は
歴
代
一
度
も

無
く
、
尖
閣
渡
航
記
録
は
全
て
琉
球
ま
で
渡
航
す
る
。
從
っ
て
チ
ャ
イ
ナ
人
が
尖
閣

を
知
れ
ば
必
ず
琉
球
を
知
り
、
琉
球
を
知
ら
な
け
れ
ば
必
然
と
し
て
尖
閣
も
知
ら
な

い
。
汪
楫
が
琉
球
の
水
先
案
内
人
を
必
要
と
し
た
の
は
琉
球
の
水
路
を
知
ら
な
い
が

ゆ
ゑ
で
あ
り
、
琉
球
を
知
ら
な
け
れ
ば
必
然
尖
閣
を
知
ら
な
い
。
さ
れ
ば
尖
閣
の
東

の
「
中
外
之
界
」
は
琉
球
人
が
告
げ
た
と
斷
定
で
き
る
。

琉
球
人
が
告
げ
た
の
だ
か
ら
、
中
外
の
「
中
」
は
首
里
を
指
す
可
能
性
が
極
め
て

高
い
。
そ
し
て
他
の
風
水
記
録
と
併
せ
て
觀
れ
ば
、
中
の
首
里
か
ら
外
の
尖
閣
ま
で

な
ら
べ
て
統
一
解
釋
で
き
る
こ
と
も
既
に
舊
著
で
述
べ
た
。

【
二
】
林
子
平
系
列
圖
、
尖
閣
は
臺
灣
と
別
の
色
、
ハ
ー
バ
ー
ド
藏

始
出：

尖
閣
４
８
０
年
史
ブ
ロ
グ
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
日

ハ
ー
バ
ー
ド
大
學
の
電
子
圖
像
庫
に
、「
Ｍ
ａ
ｐ

ｏ
ｆ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

Ｎ
ａ

ｋ
ａ
ｇ
ｏ
ｍ
ｅ

Ｍ
ａ
ｓ
ａ
ｔ
ｏ
ｍ
ｉ
」
と
題
す
る
地
圖
が
あ
り
、
尖
閣
及
び
チ
ャ

イ
ナ
沿
岸
も
含
ま
れ
る
。http://hcl.harvard.edu/libraries/m

aps/

林
子
平
『
三
國
通
覽
圖
説
』
を
模
寫
し
た
圖
で
あ
り
、
尖
閣
と
臺
灣
と
を
別
の
色

に
分
け
る
。
臺
灣
附
屬
島
嶼
説
を
否
定
し
て
ゐ
る
。
臺
灣
海
峽
の
東
沙
山
（
馬
祖
列

島
の
一
）
は
無
色
な
の
で
、
無
主
地
扱
ひ
と
な
ら
う
。
東
沙
山
は
尖
閣
航
路
の
西
側

の
入
り
口
と
し
て
歴
來
著
名
で
あ
る
。
東
沙
山
の
西
側
で
チ
ャ
イ
ナ
は
盡
き
て
を
り
、

東
方
の
尖
閣
は
隨
意
に
施
さ
れ
た
桃
色
だ
が
、
チ
ャ
イ
ナ
に
屬
し
な
い
。
原
圖
中
で

桃
色
に
塗
る
の
は
小
笠
原
・
尖
閣
・
チ
ャ
イ
ナ
・
シ
ベ
リ
ア
で
あ
る
。

單
に
東
沙
山
に
着
色
し
忘
れ
た
と
解
釋
す
る
の
は
通
じ
難
い
。
な
ぜ
な
ら
東
沙
山

と
尖
閣
と
の
中
間
に
別
の
色
の
臺
灣
島
を
隔
て
て
ゐ
る
た
め
、
製
圖
者
中
込
政
富
氏

は
大
陸
と
尖
閣
と
を
分
離
し
て
認
識
し
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
中
間
の
東
沙

山
が
無
色
と
な
っ
た
の
だ
ら
う
。
ま
た
、
他
の
林
子
平
圖
で
は
、
東
沙
を
臺
灣
色
に

塗
る
も
の
が
多
い
。
さ
れ
ば
中
込
氏
が
林
子
平
圖
を
模
す
る
際
に
、
尖
閣
の
桃
色
が

チ
ャ
イ
ナ
に
屬
す
る
こ
と
を
示
す
と
は
認
識
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
林
子
平
圖

に
對
す
る
ほ
ぼ
同
時
代
人
の
認
識
と
し
て
價
値
が
有
る
。

ハ
ー
バ
ー
ド
に
こ
の
圖
が
藏
せ
ら
れ
て
尖
閣
を
含
む
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
誰
に
も

論
じ
ら
れ
て
ゐ
な
い
や
う
だ
。
私
の
小
さ
な
發
見
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
か
。
林
子

平
『
三
國
通
覽
圖
説
』
の
模
寫
圖
は
各
地
に
多
數
有
る
の
で
、
逐
一
調
査
す
れ
ば
、

同
樣
の
彩
色
に
よ
り
、
尖
閣
の
桃
色
は
チ
ャ
イ
ナ
領
土
の
色
と
し
て
認
識
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ら
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
出
て
ゐ
る
も
の
、
出
て
ゐ
な

い
も
の
、
數
多
い
。

中
込
原
圖
の
朝
鮮
半
島
と
日
本
と
の
間
に
は「
竹
嶋
」「
鬱
陵
島
」が
畫
か
れ
、「
竹

嶋
」
に
附
記
し
て
曰
く
、

（
二
二
）
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「
此
の
嶋
よ
り
隱
州
を
望
む
。
又
朝
鮮
を
も
見
る
」

と
。
隱
州
（
隱
岐
）
を
望
み
得
る
の
は
今
の
竹
島
で
も
鬱
陵
島
で
も
な
い
の
で
、
こ

れ
は
ど
の
島
か
確
定
で
き
な
い
。
た
だ
江
戸
時
代
に
竹
島
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
の
は
今

の
鬱
陵
島
な
の
で
、
こ
の
圖
に
は
鬱
陵
島
が
二
つ
の
情
報
源
か
ら
重
複
記
載
さ
れ
て

ゐ
る
と
も
言
へ
る
。
要
す
る
に
地
理
認
識
の
不
確
か
な
地
圖
で
あ
る
。
ま
た「
竹
嶋
」

に
「
朝
鮮
の
持
ち
な
り
」
と
附
記
す
る
所
以
は
、
竹
島
は
即
ち
鬱
陵
島
だ
か
ら
朝
鮮

領
土
だ
と
認
識
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

原
圖
の
左
下
方
に
「
享
和
元
年
こ
れ
を
模
す
」
と
署
す
る
。
西
暦
千
八
百
一
年
に

當
る
。
そ
の
下
の
「
鏡
中
條
村
」
は
甲
斐
國
巨
摩
郡
の
村
名
で
あ
る
。
中
込
政
富
と

い
ふ
人
物
は
分
か
ら
な
い
。
巨
摩
に
は
中
込
と
い
ふ
氏
が
有
る
や
う
で
、
野
球
元
阪

神
タ
イ
ガ
ー
ス
中
込
伸
氏
、
南
ア
ル
プ
ス
市
前
市
長
中
込
博
文
氏
が
著
名
で
あ
る
。

鏡
中
條
村
に
は
江
戸
時
代
後
期
に
中
込
莊
右
衞
門
と
い
ふ
畫
家
が
ゐ
た
や
う
だ
が
、

族
中
の
人
乃
至
政
富
本
人
か
も
知
れ
な
い
。（
參
照：
松
田
美
沙
子
「
新
津
家
傳
來

肖
像
畫
に
つ
い
て
」、『
山
梨
縣
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
九
號
、
平
成
二
十
七
年
）

ハ
ー
バ
ー
ド
圖
像
目
録
に
は
、
本
圖
の
公
開
者
と
し
て
「
Ｋ
ａ
ｗ
ａ
ｃ
ｈ
ｉ
ｙ
ａ

Ｔ
ｅ
ｔ
ｓ
ｕ
ｇ
ｏ
ｒ
ｏ
」
と
著
す
る
が
、
原
圖
に
見
え
な
い
。
背
面
に
記
載
さ
れ
て

ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
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右：

中
込
政
富
日
本
圖
よ
り
尖
閣
附
近
。

（
二
四
）

純 心 人 文 研 究 第２３号 ２０１７

―３７９―



【
三
】
歐
洲
最
早
釣
魚
嶼
地
圖
’
設
色
與
琉
球
相
同

首
載
尖
閣
４
８
０
年
史
部
落
格
平
成
二
十
八
年
一
月
十
四
日

G
aubil

（
宋
君
榮
）
所
製
琉
球
圖
’
西
暦
千
七
百
五
十
一
年
從
北
京
寄
到
巴
黎
。

釣
魚
臺
地
理
訊
息
較
為
明
確
者
’
從
此
始
入
歐
洲
。
次
年
唐
維
爾
（d’A

nville

、
�

安
維
爾
）
刊
行
「
亞
細
亞
第
二
部
分
」
圖
（
原
題：

Second
partie

de
la

C
arte

d’A
sie

contenant
L

a
C

hine
et

Partie
de

la
Tartarie,

L’Inde
au

de
la

du
G

ange,
les

Isles

Sum
atra,Java,B

orneo,M
oluques,Philippines,etdu

Japon

）。
手
施
顔
色
’
雖
毎

幅
異
’
而
其
中
釣
魚
臺
、
琉
球
、
臺
灣
島
東
部
’
多
幅
同
色
。
福
建
及
臺
灣
島
中
清

國
領
土
與
此
異
色
。
其
後
拉
彼
魯
茲
（L

a
Perouse

）、
施
蒂
勒
（Stieler

）、
史
坦

福
（Stanford

）
等
’
相
繼
以
釣
魚
臺
歸
入
琉
球
’
成
一
傳
統
。
創
始
者
是
唐
維
爾
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
日
’
杭
州
西

印
社
舉
行
拍
賣
會
’
一
批
共
十
九
幅
地
圖

委
售
成
交
’
其
中
包
括
一
幅
西
元
千
七
百
五
十
二
年
唐
維
爾
製
圖
。
中
國
網
、
新
浪

網
、
軍
網
、
僑
報
網
、
今
日
玉
環
、
今
視
界
、
楓
網
等
新
聞
網
路
均
予
報
導
。
網
頁

可
清
晰
看
出
該
圖
手
彩
’
將
釣
魚
嶼
列
島
及
宮
古
八
重
山
諸
島
、
琉
球
主
島
、
臺
灣

島
東
岸
’
均
塗
成
黄
顔
色
’
與
其
他
傳
世
同
版
唐
維
爾
圖
同
例
。

中
國
網

photo.china.com
.cn
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二
六
）
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中
國
新
聞
網
（
引
自
新
華
網
）

w
w

w
.china.com

.cn
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新
浪
浙
江
網
（
引
自
視
野
網
）

zj.sina.com
.cn

（
二
八
）
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美
國
僑
報
網

epaper.uschinapress.com
:81

今
日
玉
環

w
w

w
.jryh.com

.cn

いしゐのぞむ・乙未丙申東方學雜録六首
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今
視
界
（
引
自
新
華
網
）

jinshijie.cn

楓
網
（
引
自
新
華
網
）

w
w

w
.laoren.com

（
三
〇
）
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西
班
牙
文
化
部
圖
像
庫
展
覽
該
圖
’
收
藏
號
為B

V
PB

20120060883

。
將
清
國
塗

為
粉
紅
色
’
釣
魚
嶼
列
島
及
琉
球
國
均
為
黄
顔
色
。

http://bvpb.m
cu.es
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法
蘭
西
國
家
圖
書
館
亦
藏
該
圖
’
塗
黄
尾
嶼
、
赤
尾
嶼
為
緑
色
。

收
藏
號：

ark:/12148/btv1b53083462m
http://gallica.bnf.fr

（
三
二
）
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巴
黎
Ｌ
ｏ
ｅ
ｂ
‐
Ｌ
ａ
ｒ
ｏ
ｃ
ｑ
ｕ
ｅ
骨
董
網
售
該
圖
’
將
彭
家
山
、
臺
灣
島
東
岸
、

釣
魚
嶼
列
島
、
琉
球
國
均
塗
成
灰
緑
。

w
w

w
.loeb-larocque.com

いしゐのぞむ・乙未丙申東方學雜録六首

―３７０―

（
三
三
）



林
氏
地
圖
網
’
收
藏
號２６０３００６

。
設
色
與
西
班
牙
文
化
圖
像
庫
相
同
。
塗
清
國
為

粉
紅
色
’
釣
魚
嶼
列
島
及
臺
灣
島
東
岸
、
琉
球
國
均
為
黄
顔
色
’
臺
灣
島
北
方
彭
佳

嶼
、
花
瓶
嶼
無
色
。

w
w

w
.davidrum

sey.com

（
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美
國
Ｇ
ｅ
ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｉ
ｃ
ｕ
ｓ
骨
董
網
有
該
圖
’
無
庫
存
’
只
存
電
子
圖
。
臺

灣
島
東
岸
、
釣
魚
嶼
、
黄
尾
嶼
、
赤
尾
嶼
為
黄
顔
色
。

w
w

w
.geographicus.com
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Franz Johann Joseph von Reilly「Karte von Asien」
第四幅 林氏地圖網 davidrumsey.com 收藏號１１１５１００７
從臺灣島到清國内地均塗黄顔色，而從琉球主島、
宮古、八重山及尖閣，到緑島、蘭嶼，均塗紅色。

唐
維
爾
以
下
’
凡
塗
顔
色
’
均
以
尖
閣
諸
島
為
琉
球
色
’
成
為
慣
例
。
西
元
千
七

百
九
十
四
年
’
英
國
山
姆
�
（Sam

uelD
unn

）
所
製
地
圖
也
屬
於
宋
君
榮
系
列
’

將
「
Ｔ
ｃ
ｈ
ｅ
‐
ｏ
ｅ
ｙ
‐
ｓ
ｕ
」（
赤
尾
嶼
）
塗
為
琉
球
的
土
黄
色
。
此
圖
標
題
是

「
日
本
諸
島
」’
圖
中
從
日
本
到
赤
尾
嶼
’
均
塗
相
同
土
黄
色
’
赤
尾
嶼
被
認
為
屬

於
日
本
。
黄
尾
嶼
、
釣
魚
嶼

均
無
色
’
是
無
主
地
。

山
姆
�
（Sam

uelD
unn

）

「
支
那
諸
省
及
日
本
諸
島
圖
」

（C
hina,

D
ivided

into
its

G
reat

Provinces,
and

the

Isles
of

Japan

）

西
元
一
千
七
百
九
十
四
年
製
。

http://digitallibrary.usc.edu

南
加
州
大
學
收
藏
號：

G
78101794.D

92

赤
尾
嶼
及
宮
古
八
重
山
為
土

黄
色
’
臺
灣
島
為
翠
緑
色
。

�
氏
圖
的
收
藏
者
南
加
州
大
學
’
專
門
蒐
集
一
些
將
日
本
海
寫
作「
高
麗
海
」、「
東

海
」
的
地
圖
。
其
實
歐
州
所
製
數
以
萬
計
的
多
幅
地
圖
中
’
寫
作
「
日
本
海
」
者
占

多
數
’
南
加
州
大
學
電
子
庫
一
概
不
收
。
該
圖
像
庫
因
此
而
惡
名
昭
彰
。
但
日
本
海

的
名
稱
和
釣
魚
臺
不
太
相
干
’
且
地
圖
原
作
者
�
氏
也
沒
有
特
殊
政
治
意
圖
。
本
稿

自
可
予
以
討
論
。

有
西
元
一
千
七
百
九
十
五
年
’
澳
地
利
人
�
利
氏
所
製
「
重
訂
唐
維
爾
氏
亞
細

亞
圖
」
第
四
幅
’
從
尖
閣
諸
島
及
八
重
山
’
到
臺
灣
東
南
方
緑
島
、
蘭
嶼
’
均
塗
紅

色
。
該
圖
的
分
色
法
’
率
先

示
範
給
此
後
的
地
理
認
知
’

成
為
西
元
十
九
世
紀
的
主
流
。

（
三
六
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【
四
】
キ
ッ
チ
ン
氏
の
尖
閣
圖
、
赤
尾
嶼
で
琉
球
色

始
出：

尖
閣
４
８
０
年
史
ブ
ロ
グ
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
五
日

平
成
二
十
六
年
の
拙
著
『
尖
閣
反
駁
マ
ニ
ュ
ア
ル
百
題
』
の
第
三
百
七
十
三
頁
及

び
彩
色
圖
十
一
で
は
、「
ダ
ン
ビ
ル
傳
授
ア
ジ
ア
及
び
島
嶼
圖
」
に
論
及
し
た
。
原

題：

「A
sia

and
its

Islands
according

to
d’A

nville

」。
ラ
ム
ゼ
ー
氏
電
子
圖
像
庫
、

番
號
２
３
１
０
０
５
３
。
西
暦
千
七
百
九
十
九
年
製
。
赤
尾
嶼
（
大
正
島
）
が
琉
球

國
及
び
日
本
各
藩
國
と
同
じ
く
赤
色
と
な
っ
て
ゐ
る
。

も
と
づ
い
た
原
作
は
西
暦
千
七
百
五
十
二
年
以
來
流
布
し
た
ダ
ン
ビ
ル
圖
だ
が
、

こ
の
西
暦
千
七
百
九
十
九
年
圖
そ
の
も
の
の
製
作
者
は
ト
マ
ス
・
キ
ッ
チ
ン
（T

ho-

m
as

K
itchin

）だ
と
ラ
ム
ゼ
ー
氏
が
註
し
、
圖
中
に
出
版
業
者
ロ
バ
ー
ト
・
ロ
ー
リ
ー

（R
obert

L
aurie

）
及
び
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ホ
イ
ッ
ト
ル
（Jam
es

W
hittle

）
の
署
名

が
あ
る
。
別
頁
の
南
北
と
合
成
す
べ
き
大
圖
の
中
央
部
分
で
あ
り
、
合
成
し
た
も
の

が
別
に
ラ
ム
ゼ
ー
圖
像
庫
番
號
２
３
１
０
０
５
５
と
し
て
出
て
ゐ
る
。
圖
册
の
標
題

頁
は
脱
落
し
て
ゐ
る
が
、
ラ
ム
ゼ
ー
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
キ
ッ
チ
ン
の
舊
作
に
も
と

づ
き
ロ
ー
リ
ー
と
ホ
イ
ッ
ト
ル
が
改
訂
刊
行
し
た
と
の
こ
と
だ
。
下
述
の
通
り
キ
ッ

チ
ン
氏
圖
册
は
舊
版
が
幾
つ
か
有
る
。

さ
て
そ
の
同
じ
標
題
「A

sia
and

its
islands

according
to

d’A
nville

」
の
同
じ
圖

を
、
同
じ
ロ
ー
リ
ー
、
ホ
イ
ッ
ト
ル
が
少
し
早
い
西
暦
千
七
百
九
十
四
年
に
刊
行
し

た
も
の
が
、
骨
董
店G

eographicus.com

に
出
て
ゐ
る
の
で
、
今
掲
載
す
る
。
西
暦

千
七
百
九
十
九
年
版
と
同
じ
く
赤
尾
嶼
（
大
正
島
）
が
日
本
本
土
及
び
琉
球
國
と
同

じ
赤
色
と
な
っ
て
ゐ
る
。
拙
著
『
尖
閣
反
駁
マ
ニ
ュ
ア
ル
百
題
』
で
は
ラ
ム
ゼ
ー
圖

像
庫
に
限
定
し
て
掲
載
し
た
の
で
、
こ
の
圖
は
收
め
な
か
っ
た
。
こ
の
前
後
の
年
代

で
同
類
の
分
色
は
珍
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
骨
董
店
サ
イ
ト
で
は
１
７
８
４
と
書
か

れ
て
ゐ
る
が
、
圖
の
左
上
に
は
西
暦
千
七
百
九
十
四
年
倫
敦
フ
リ
ー
ト
・
ス
ト
リ
ー

ト
五
十
三
番
地
刊
と
あ
る
。
キ
ッ
チ
ン
が
歿
し
た
の
が
西
暦
千
七
百
八
十
四
年
な
の

で
か
く
誤
標
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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さ
て
、
同
じ
圖
の
西
暦
千
七
百
八
十
七
年
版
が
ラ
ム
ゼ
ー
圖
像
庫
に
有
る
。
年
度

は
早
い
が
、
こ
ち
ら
は
琉
球
、
赤
尾
嶼
、
日
本
、
清
國
が
全
て
黄
色
な
の
が
殘
念
な

處
だ
。
同
じ
年
度
の
版
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
搜
せ
ば
、
西
暦
千
七
百
九
十
四
年
版

と
同
じ
く
赤
尾
嶼
及
び
琉
球
を
赤
色
に
塗
っ
た
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

圖
中
の
出
版
業
者
の
署
名
は
ロ
ー
リ
ー
と
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
で
な
く
、
ロ
バ
ー
ト
・

セ
イ
ヤ
ー
（R

obertSayer

）
と
な
っ
て
を
り
、
西
暦
千
七
百
九
十
年
の
圖
册
『A

generalatlas,describing
the

w
hole

universe

』（
通
用
全
世
界
圖
册
）
の
内
の
一
幅

で
あ
る
が
、
圖
册
の
標
題
頁
に
は
キ
ッ
チ
ン
が
作
者
と
し
て
署
名
し
、
セ
イ
ヤ
ー
が

出
版
業
者
と
し
て
署
名
す
る
。
出
版
地
は
ロ
ー
リ
ー
、
ホ
イ
ッ
ト
ル
と
同
じ
フ
リ
ー

ト
街
五
十
三
番
地
で
あ
る
。
書
誌
に
よ
れ
ば
、
セ
イ
ヤ
ー
の
歿
後
に
ロ
ー
リ
ー
が
業

務
を
引
き
繼
い
だ
と
の
こ
と
だ
。

キ
ッ
チ
ン
は
西
暦
千
七
百
八
十
四
年
に
歿
し
、
セ
イ
ヤ
ー
は
西
暦
千
七
百
九
十
四

年
に
歿
し
た
。
さ
れ
ば
キ
ッ
チ
ン
・
セ
イ
ヤ
ー
舊
版
は
琉
球
を
チ
ャ
イ
ナ
の
黄
に
塗

り
、
後
の
ロ
ー
リ
ー
・
ホ
イ
ッ
ト
ル
新
版
二
種
が
琉
球
を
日
本
の
赤
に
塗
り
換
へ
た

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
何
ら
か
の
認
識
の
進
展
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

門
外
漢
に
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
琉
球
が
チ
ャ
イ
ナ
内
か
ら
日
本
内
へ
、
認
識
が
正

さ
れ
て
行
く
趨
勢
に
は
合
致
す
る
。

製
圖
者
ト
ー
マ
ス
・
キ
ッ
チ
ン
（T
hom

as
K

itchin

）
は
、
書
誌
に
よ
れ
ば
英
國

の
版
畫
家
、
兼
地
圖
製
作
家
で
あ
り
、
英
國
海
軍
水
路
志
の
編
纂
事
業
に
も
參
劃
し

た
と
い
ふ
。

（
三
八
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【
五
】
千
百
張
無
下
文

且
看
�
最
早
地
圖

釣
魚
台
已
歸
琉
球

案
平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日
’
本
人
在
臺
北
市
濟
南
路
臺
大
校
友
會
館
開
一
場

記
者
會
’
公
布
本
篇
’
並
投
稿
於
關
鍵
評
論
網
。
該
網
編
輯
要
求
我
囘
答
若
干
疑
問
’

本
人
於
九
月
二
十
五
日
以
電
子
信
補
充
三
條
。
至
十
月
三
日
上
午
十
時
始
獲
登
載
該

網
’
但
原
文
已
遭
多
處
竄
改
。
該
網
保
留
刪
改
權
’
本
人
沒
有
異
議
’
但
本
人
也
有

批
判
權
。
今
將
九
月
十
八
日
原
文
及
二
十
五
日
補
充
之
語
’
重
録
於
此
’
原
封
不
動
’

一
字
不
改
。
末
附
關
鍵
評
論
網
竄
改
版
本
’
以
供
比
較
。

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

今
年
（
西
元
２
０
１
５
年
）
三
月
’
日
本
外
務
省
網
頁
正
式
上
傳
西
元１９６９

年

中
華
人
民
共
和
國
所
繪
尖
閣
群
島
地
圖
’
作
日
本
主
權
補
證
之
一
。
共
和
國
外
交
部

發
言
人
洪
磊
隨
即
揚
言：

「
可
以
找
出
一
百
張
、
甚
至
一
千
張
明
確
標
注
釣
魚
島
屬
於
中
國
的
地
圖
。」

此
説
一
出
’
在
日
本
惹
來
一
陣
嘲
笑
謾
罵
’
在
台
灣
則
各
説
各
的
’
其
中
似
有
藍
緑

分
色
。

我
研
究
釣
魚
台
史
已
四
年
’
知
道
千
百
張
都
會
是
什
麼
樣
的
圖
’
想
先
等
他
拿
出

來
’
展
開
一
場
地
圖
戰
。
等
了
半
年
’
共
和
國
方
面
遲
遲
沒
有
聲
音
。
不
得
已
’
這

裏
先
拿
出
兩
張
來
給
諸
位
看

（
圖
１
、
圖
２
）。

圖
１：

西
元１８８７

年

�
C
hina�

收
於�

S
tanford's

London
atlas

of
U
niversal

G
eography�

（
倫
敦
史
丹
福
氏
世
界
地
理
圖
冊
）。
澳
洲
國
家
圖
書
館
藏
’
收
藏
號M

A
P

R
a
186.P

art67°
http://nla.gov.au
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圖
２：

西
元１８６８

年

�
C
hina

K
orea

und
Japan�

（
支
那
圖
）’
收
於�

S
tielers

H
and
A
tlas�

（
施
蒂
勒
世
界
圖
冊
）’
今
録
自
い
し
ゐ
の
ぞ
む
著
《
尖
閣
反
駁
マ
ニ
ュ
ア

ル
百
題
》’
原
版
藏
東
京
大
學

這
兩
張
圖
在
釣
魚
台
西
側
各
劃
一
條
界
線
’
清
楚
顯
示
釣
魚
台
屬
於
琉
球
。
施
蒂

勒
西
元１８６８

年
地
圖
（
圖
２
）
是
首
印
’
其
後
毎
兩
三
年
就
重
刊
一
次
。
重
刊
版
本

在
網
路
流
傳
很
多
’
但
首
版
不
見
流
傳
’
首
版
的
界
線
是
我
首
次
論
及
的
’
今
年

（２０１５

年
）
６
月
’《
産
經
新
聞
》
曾
予
以
報
導
。１８６８

年
適
逢
明
治
維
新
’
日
本

人
直
到
西
元１８９５

年
才
把
釣
魚
台
編
入
國
土
’
歐
洲
人
早
在
明
治
維
新
時
就
先
劃
歸
。

這
是
為
什
麼
’
歐
洲
人
那
麼
願
意

倭
寇
的
忙
。
要
知
端
的
’
須
上
溯
歴
史
。
且
看

年
表：

【
西
暦
年
表
】

１７５０

年
以
前

釣
魚
台
和
宮
古
石
垣
群
島
無
法
分
辨
’
統
稱
「
黎
斯
馬
勾
斯
」

（R
eyes

M
agos

）。

１７５１

年

法
國
宋
君
榮
神
父
（G

aubil

）《
琉
球
録
》
從
北
京
寄
往
巴
黎
。
此

後
歐
洲
人
明
確
認
知
釣
魚
台
’
寫
作
「T

iao-yu-su

」（
釣
魚
嶼
）。

１７８７

年

法
國
航
海
家
拉
彼
魯
茲
（L

a
Pérouse

）
到
達
釣
魚
台
’
認
為
屬
於

琉
球
。

１７９７

年

拉
彼
魯
茲
游
記
印
行
’
有
附
録
地
圖
。

１８００

年

�
國
施
蒂
勒
（Stieler

）
繪
製C

hina

地
圖
’
採
用
拉
彼
魯
茲
訊
息
。

無
琉
球
專
欄
。

１８０４

年

施
蒂
勒
繪
製C

hina

地
圖
’
始
設
琉
球
專
欄
’
將
釣
魚
台
放
在
欄
中
’

與
琉
球
同
色
。

１８６８

年

明
治
維
新
’
施
蒂
勒
世
界
圖
冊
首
次
在
釣
魚
台
西
側
劃
一
條
界
線
。

１８８７

年

英
國
史
丹
福
氏
（Stanford

）
所
製
地
圖
在
釣
魚
台
西
側
劃
一
條
界

線
。

１８９５

年

日
本
政
府
將
釣
魚
台
編
入
國
土
。

年
表
中
的１７８７

年
’
法
國
航
海
家
拉
彼
魯
茲
遠
航
東
亞
’
留
下
一
本
著
名
的
游
記

《V
oyage

de
L

a
Pérouse

》（
拉
彼
魯
茲
航
海
録
）。
他
從
台
灣
島
南
端
沿
東
岸
向
北

航
行
’
進
入
琉
球
海
域
時
’
游
記
中
寫
下
一
句：

「
福
爾
摩
沙
之
東
所
有
島
嶼
的
首
府
是
大
琉
球
。」

（
四
〇
）
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數
日
後
到
達
釣
魚
台
’
測
繪
島
形
’
為
目
前
所
知
歐
洲
人
首
例
。
然
後
向
北
離
開
’

寫
下

一
句：

「
現
在
離
開
琉
球
群
島
。」

兩
句
話
千
鈞
之
重
’
首
次
將
釣
魚
台
明
確
歸
入
琉
球
國
管
轄
之
中
’
惜
未
廣
泛
引
起

釣
魚
台
專
家
的
注
意
。
然
而
這
決
不
是
不
經
意
的
輕
描
淡
寫
。
拉
彼
魯
茲
總
結
了
前

此
兩
百
年
歐
洲
人
在C

hina

東
海
航
行
的
經
驗
’
加
上
目
睹
之
談
’
才
得
有
此
。
本

稿
且
不
談
那
段
歴
史
’
專
談
拉
彼
魯
茲
以
後
産
生
的
回
響
。

西
元１８０４

年
、
�
國
製
圖
大
師
施
蒂
勒
（Stieler

）
的
地
圖
（
圖
３
）’
將
釣
魚

臺
劃
歸
琉
球
框
線
中
。
這
是
東
亞
地
圖
中
的
創
例
’
在
我
之
前
’
從
來
沒
有
人
發
現
。

昨
天
（９

月１７

日
）
我
在
東
京
的
自
民
黨
總
部
剛
向
傳
媒
公
布
這
一
最
新
事
實
’
内

外
反
應
會
如
何

’
目
前
尚
不
明
朗
。

看
了
此
圖
’
網
友
立
刻
會
質
疑
’
豈
不
是
因
框
線
為
方
形
’
無
法
將
釣
魚
台
排
除

在
外
麼
。
很
遺
憾
’
決
不
是
。
首
先
我
們
必
須
瞭
解
一
下
歐
洲
人
認
知
東
亞
海
域
的

過
程
。
西
元１６

世
紀
’
葡
萄
牙
人
最
早
進
入
東
亞
’
以
澳
門
為
基
地
。１７

世
紀
’
荷

蘭
人
開
闢
新
土
’
由
雅
加
達
轉
向
澎
湖
、
台
灣
。
西
班
牙
人
從
呂
宋
來
’
沿
台
灣
島

東
岸
北
上
’

據

籠
。
在
此
年
代
’
認
知
釣
魚
台
都
是
比
較
模
糊
的
’
多
數
和
宮

古
石
垣
群
島
混
在
一
起
。
到１８

世
紀
’
琉
球
早
已
在
日
本
海
禁
下
’
歐
洲
人
無
法
進

入
境
内
’
只
得
由
法
國
宋
君
榮
（G

aubil

）
神
父
把
漢
文
琉
球
志
譯
成
法
文
’
從
北

京
寄
到
巴
黎
’
其
中
首
次
包
含
明
確
的
釣
魚
台
地
理
訊
息
。
法
國
拉
彼
魯
茲
周
游
太

平
洋
’
在
琉
球
附
近
海
域
使
用
的
就
是
宋
君
榮
的
地
圖
。
�
國
人
一
直
沒
有
機
會
參

與
其
間
’
施
蒂
勒
只
得
根
據
法
國
人
提
供
的
訊
息
繪
製
地
圖
’
標
題
「C

harte

」
（
地

圖
）
就
是
法
文
’
不
是
�
文
的
「K

arte

」。

觀
此
史
勢
即
知
’
施
蒂
勒
繪
製
琉
球
專
框
時
’
必
然
要
使
用
宋
君
榮
及
拉
彼
魯
茲

的
報
告
。
宋
君
榮
的
地
圖
業
已
普
及５０

年
’
而
拉
彼
魯
茲
的
報
告
則
是
西
元１７９７

年

才
剛
刊
行
的
最
新
訊
息
。
西
元１８０４

年
施
蒂
勒
地
圖
中
’
有
八
個
迹
象
顯
示
該
圖
根

據
拉
彼
魯
茲
的
報
告
而
製
。
訊
息
來
源
決
定
了
施
蒂
勒
必
然
認
為
釣
魚
台
屬
於
琉
球
’

不
是
無
主
地
或
清
國
屬
地
。
現
在
把
八
個
迹
象
逐
一
剖
解
如
下
。

【
１
】

圖
中
顔
色
表
示
政
治
劃
分
’
釣
魚
台
塗
成
黄
顔
色
（
圖
４
）’
與
琉
球
相

同
。
台
灣
、
福
建
則
是
粉
紅
色
’
不
同
於
釣
魚
台
。
這
不
是
隨
意
的
’
因
琉
球
框
線

中
’
右
上
方
還
包
括
一
部

薩
摩
國
（
鹿
兒
島
）’
也
塗
成
粉
紅
色
’
表
示
不
屬
於

琉
球
。
依
同
樣
標
準
’
釣
魚
台
也
可
以
塗
粉
紅
色
’
來
表
示
它
屬
於
台
灣
、
福
建
。

或
者
不
塗
顔
色
’
表
示
它
是
無
主
地
。
施
蒂
勒
不
這
樣
做
’
他
的
訊
息
來
源
只
有
一

個：

「
福
爾
摩
沙
之
東
所
有
島
嶼
的
首
府
是
大
琉
球
。」
首
府
（capital

）
是
政
治

詞
彙
’
不
只
是
自
然
地
理
。

圖
３：

１
８
０
４

H
.F
.A
.S
tieler

（
施
蒂
勒
）

�
C
harte

von
C
hina�

（
支
那
圖
）

い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

いしゐのぞむ・乙未丙申東方學雜録六首

―３６２―
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一
）



圖
４：

１
８
０
４

H
.F
.A
.S
tieler

�
C
harte

von
C
hina�

’

琉
球
專
欄
’
い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

【
２
】

拉
彼
魯
茲
「
福
爾
摩
沙
之
東
所
有
島
嶼
的
首
府
是

大
琉
球
」
一
語
’
是
他
自
己
的
認
知
。
他
雖
然
參
考
了
宋
君

榮
的
敘
述
’
但
宋
君
榮
原
書
沒
有
此
句
。
説
明
施
蒂
勒
的
政

治
劃
分
來
自
拉
彼
魯
茲
’
不
來
自
別
人
。

（
四
二
）
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【
３
】

拉
彼
魯
茲
沿
台
灣
島
東
岸
北
上
’
到
達
琉
球
的
「
Ｋ
ｕ
ｍ
ｉ
」
島
’
認
為

是
琉
球
西
南
七
八
個
群
島
的
最
西
端
。
然
而
在
宋
君
榮
系
統
的
地
圖
中
’「
Ｋ
ｕ
ｍ

ｉ
」
島
（
即
日
文
「
古
見
」
山
）
位
於
與
那
國
島
的
東
邊
（
圖
５
上
）’
施
蒂
勒
卻

把
它
移
到
與
那
國
島
的
西
邊
（
圖
５
下
）。
訊
息
來
源
顯
然
是
拉
彼
魯
茲
。

圖
５：

〔
上
〕１７９４

d'A
nville

（
唐
維
爾
）�

T
he
E
m
pire

of
C
hina�

（
支
那
帝
邦
）’

宋
君
榮
系
統
’K

um
i

島
在
東
。

w
w
w
.davidrum

sey.com
no.2310070

〔
下
〕１８０４

S
tieler

（
施
蒂
勒
）�

C
harte

von
C
hina�

、
い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

K
um
i

島
在
西
。

【
４
】

拉
彼
魯
茲
到
達
釣
魚
台
時
説
’「
宋
君
榮
神
父
的
地
圖
中
’
釣
魚
台
太
南
’

今
將
緯
度
實
測
’
卻
宜
微
北
。」
現
在
看
宋
君
榮
系
統
的
地
圖
中
’
的
確
把
釣
魚
台

放
得
太
南
（
圖
６
上
）’
而
施
蒂
勒
則
比
較
靠
北
’
相
形
之
下
彭
佳
嶼
微
南
（
圖
６

下
）。
顯
然
根
據
拉
彼
魯
茲
的
報
告
而
校
正
過
。
看
得
出
他
對
釣
魚
台
十
分
執
著
’

不
輸
馬
英
九
、
石
原
慎
太
郎
。

圖
６：

〔
上
〕１７９４

d'A
nville

（
唐
維
爾
）�

T
he
E
m
pire
ofC
hina�

’
宋
君
榮
系
統
’

釣
魚
台
太
南
。

w
w
w
.davidrum

sey.com
no.2310070

〔
下
〕１８０４

S
tieler

（
施
蒂
勒
）�

C
harte

von
C
hina�

’
い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

釣
魚
台
微
北
。

いしゐのぞむ・乙未丙申東方學雜録六首
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【
５
】

宋
君
榮
系
統
的
地
圖
’
釣
魚
台
列
島
中
各
島
都
是
單
個
的
（
圖
６
上
）’

拉
彼
魯
茲
則
把
釣
魚
台
及
附
近
的
南
北
小
島
各
作
群
島
來
描
述
。
施
蒂
勒
也
把
釣
魚

台
及
南
北
小
島
各
繪
作
群
島
（
圖
６
下
）’
恪
守
拉
彼
魯
茲
的
實
地
紀
録
。

【
６
】

宋
君
榮
系
統
的
地
圖
’
把
台
灣
北
方
三
島
中
的
彭
佳
嶼
畫
得
靠
東
些
’
離

釣
魚
台
較
近
’
離
台
灣
島
較
遠
（
圖
６
上
）。
施
蒂
勒
依
此
也
把
彭
佳
嶼
畫
在
琉
球

框
線
中
（
圖
６
下
）’
並
且
根
據
「
福
爾
摩
沙
之
東
所
有
島
嶼
的
首
府
是
大
琉
球
」

一
語
’
塗
上
黄
顔
色
’
屬
於
琉
球
。
這
固
然
不
符
史
實
’
但
宋
君
榮
以
下
一
系
列
的

地
圖
中
’
彭
佳
嶼
都
靠
東
’
給
人
印
象
就
屬
於
琉
球
’
施
蒂
勒
不
過
是
遵
循
成
例
而

已
。
至
於
拉
彼
魯
茲
’
游
記
首
版
編
者
註
脚
説：

「
宋
君
榮
圖
中
’
釣
魚
台
、
南
北
小
島
、
彭
佳
嶼
三
者
互
相
等
距
’
唯
獨
彭
佳

嶼
未
為
拉
彼
魯
茲
所
目
睹
’
不
知
何
故
。」

施
蒂
勒
據
此
’
把
彭
佳
嶼
畫
得
西
面
些
’
距
離
釣
魚
台
較
遠
（
圖
６
下
）’
意
在
配

合
編
者
註
脚
。
雖
靠
西
’
而
未
越
出
琉
球
框
線
’
看
得
出
他
綜
合
了
宋
君
榮
和
拉
彼

魯
茲
的
敘
述
’
審
慎
釐
定
彭
佳
嶼
及
釣
魚
台
的
位
置
’
不
敢
粗
心
大
意
。

【
７
】

拉
彼
魯
茲
航
行
澎
湖
群
島
之
南
’
忽
逢
海
底
有
一
帶
暗
沙
’
即
現
今
所
稱

「
台
灣
堆
」’
以
好
漁
場
著
稱
。
拉
彼
魯
茲
游
記
説：

「
前
此
海
圖
都
沒
有
記
載
此

處
暗
沙
’
不
知
道
暗
沙
有
無
盡
頭
。」
他
大
概
沒
看
過
早
期
荷
蘭
人
繪
製
周
密
的
澎

湖
、
台
灣
地
圖
。
現
代
人
很
容
易
看
到
荷
蘭
人
科
伊
倫
第
二
（K

eulen
II

）
的
著
名

福
爾
摩
沙
地
圖
中
’
繪
載
台
灣
堆
很
大
（
圖
７
）。
拉
彼
魯
茲
所
繪
地
圖
中
’
暗
沙

形
状
迥
異
於
科
伊
倫
（
圖
８
上
）’
並
在
暗
沙
邊
註
云
「
暗
沙
不
知
盡
頭
」。
施
蒂
勒

繼
承
了
拉
彼
魯
茲
所
繪
形
状
及
所
加
註
文
（
圖
８
下
）’
務
期
克
肖
。
我
們
由
台
灣

堆
的
繪
法
’
知
道
釣
魚
台
亦
必
繪
製
嚴
謹
。

圖
７：

１７５３
Johannes

van
K
eulen

�

（
科
伊
倫
第
二
）

�
D
e
N
ieuw

e
G
roote

Ligtende
Z
ee-F

akkel�

（
海
炬
新
耀
）

w
w
w
.geheugenvannederland.nl

電
子
收
藏
號N

E
S
A
01:K

06-1350

。

（
四
四
）
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´

圖
８：

〔
上
〕１７９７

La
P
erouse

（
拉
彼
魯
茲
）

w
w
w
.davidrum

sey.com
no.3355043

�
C
arte
des
decouvertes,faites

en
1787

dans
les
m
ers
de
C
hine

etde
Tartarie�

（
西
暦１７８７

年
支
那
韃
靼
海
域
檢
探
圖
）’
澎
湖
及
台
灣
堆
。

〔
下
〕１８０４

S
tieler

（
施
蒂
勒
）�

C
harte

von
C
hina�

’
澎
湖
及
台
灣
堆
。

い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

【
８
】

拉
彼
魯
茲
的
報
告
中
’
琉
球
二
字
寫
作
「
Ｌ
ｉ
ｋ
ｅ
ｕ
」、「
Ｌ
ｉ
ｋ
ｅ
ｕ

ｙ
ｏ
」、「
Ｌ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
ｏ
」。
在
他
以
前
’
各
本
地
誌
只
有「
Ｌ
ｅ
ｋ
」、「
Ｌ
ｉ
ｑ
」

開
頭
的
寫
法
’
唯
獨
拉
彼
魯
茲
有
「
Ｌ
ｉ
ｋ
」
開
頭
。
施
蒂
勒
１
８
０
４
年
圖
的
標

題
有
「
Ｌ
ｉ
ｋ
ｅ
ｊ
ｏ
」
出
現
（
圖
９
）’
可
知
來
源
是
拉
彼
魯
茲
。

這
裏
還
須
注
意
’
琉
球
標
題
下
面
有
一
句
「
處
於
福
爾
摩
沙
和
日
本
之
間
」

（zw
ischen

Form
osa

und
Iapan

）。
地
圖
總
標
題
雖
是
「C

hina

」’
但

設
琉
球
專

欄
的
目
的
’
在
於
從
清
國
分
別
開
來
’
表
示
它
是
清
國
和
日
本
中
間
的
一
邦
’
不
是

清
國
領
土
。

圖
９：

１８０４
S
tieler

（
施
蒂
勒
）

�
C
harte

von
C
hina�

’

琉
球
欄
標
題
。
い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

いしゐのぞむ・乙未丙申東方學雜録六首
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以
上
八
個
迹
象
’
顯
示
施
蒂
勒
一
絲
不
苟
’
根
據
前
人
的
紀
録
判
定
釣
魚
台
屬
於

琉
球
。
施
蒂
勒
還
有
西
元１８１７

年
、１８２２

年
、１８２６

年
的
地
圖
’
均
皆
劃
分
如
此
。

直
至１８６８

年
’
施
蒂
勒
圖
冊
終
於
在
釣
魚
台
西
側
劃
一
條
界
線
（
圖
２
）。
其
後
史

丹
福
（
圖
１
）
等
數
家
所
製
地
圖
相
繼
倣
此
’
成
為
慣
例
。
可
我
們
不
能
忘
記
’
迄

此
年
代
為
止
’
釣
魚
台
還
是
無
主
地
’
尚
未
劃
歸
日
本
。
歐
洲
人
先
劃
歸
’
是
洞
察

幾
微

’
抑
或
與
倭
寇
朋
比
為
奸
。
個
中
因
果
’
説
來
話
長
。

最
後
提
醒
一
下
。
有
人
説
釣
魚
台
的
拉
丁
字
「T

iao-yu-su

」
是
清
國
官
話
’
顯

示
釣
魚
台
屬
於
清
國
。
這
種
説
法
完
全
錯
誤
。
清
國
官
話
還
用
在
琉
球
專
欄
中
的

「N
a-pa-kiang

」（
那
覇
港
）、「Tai-ping-shan

」（
太
平
山
’
即
宮
古
島
）
等
地
’

不
僅
釣
魚
台
而
已
。
要
講
拉
丁
字
的
細
節
’
字
數
太
多
了
’
等
下
次
有
機
會
再
講

。

【
補
充
】

本
稿
首
次
公
布
於
西
元２０１５

年９

月１８

日
’
在
正
式
刊
載
前
承
蒙
關
鍵
評
論
網
提

出
若
干
疑
問
’
茲
敬
答
。

問
１：

拉
彼
魯
茲
�
首
府
�
之
説
’
依
據
來
源
為
何
？
應
要
有
官
方
文
件
佐
證
。
參

考
的
可
信
度
？
能
否
有
更
多
佐
證
？

答
１：

這
是
拉
彼
魯
茲
的
個
人
見
解
’
首
見
於
西
元１７９７

年
刊
行
的《V

oyage
de

L
a

Pérouse

》（
拉
彼
魯
茲
航
海
録
）
中
。
拉
彼
魯
茲
為
什
麼
會
這
麼
認
為
’
雖
然
是
個

謎
’
但
在
鄙
著
《
尖
閣
反
駁
マ
ニ
ュ
ア
ル
百
題
》
之
中
已
作
探
討
’
有
意
者
可
購
覽
。

今
摘
要
如
下
。
西
元１６

世
紀
以
前
’
台
灣
島
（
小
琉
球
）
和
琉
球
國
（
大
琉
球
）
之

間
的
區
分
尚
不
明
朗
’
往
往
統
稱
琉
球
。
西
元１６２６

年
西
班
牙
人
開
闢
台
灣
島
東
岸

航
線
’
由
呂
宋
經
台
灣
島
東
岸
、
與
那
國
島
、
釣
魚
台
’
飛
渡
東
海
’
到
達
長
崎
’

途
中
不
經
過
明
國
領
土
。
進
入
清
國
以
後
’
清
國
方
志
及
歐
洲
人
地
誌
、
地
圖
多
數

正
確
記
載
台
灣
島
内
清
國
領
土
東
至
大
山
（
中
央
山
脈
）
為
止
。
西
元１７５１

年
宋
君

榮
神
父
的
《
琉
球
志
》
傳
到
歐
洲
’
其
後
刊
行
的
地
圖
往
往
把
台
灣
島
東
岸
及
琉
球

國
塗
成
一
色
’
可
能
代
表
了
一
種
誤
解：

除
清
國
台
灣
府
外
’
都
是
古
琉
球
之
地
’

屬
於
琉
球
國
’
包
括
台
灣
島
東
岸
在
内
。
西
元１７８７

年
拉
彼
魯
茲
也
經
過
台
灣
島
東

岸
’
到
達
琉
球
國
海
域
’
可
能
承
襲
了
這
種
誤
解
。
雖
是
誤
解
’
但
代
表
了
一
個
歴

史
的
原
因：

台
灣
島
東
岸
航
線
的
西
側
是
無
主
地
’
東
側
是
琉
球
國
’
清
國
不
參
與

其
間
。
在
此
時
空
環
境
下
’
很
容
易
誤
認
台
灣
島
東
岸
以
東
全
是
琉
球
國
領
土
。

問
２：

假
如
用
顔
色
作
為
主
權
的
區
分
’
那
麼
台
灣
、
福
建
、
薩
摩
國
（
鹿
兒
島
）

皆
為
粉
紅
色
’
浙
江
和
釣
魚
台
、
琉
球
都
為
黄
色
’
所
代
表
的
意
義
是
？

答
２：

西
元１８０４

年
施
蒂
勒
地
圖
中
的
顔
色
代
表
了
政
治
區
分
’
不
代
表
國
家
主
權

的
區
分
。
顔
色
數
目
有
限
’
多
有
重
複
。
浙
江
、
釣
魚
台
、
琉
球
同
色
’
不
代
表
琉

球
和
釣
魚
台
屬
於
浙
江
。
台
灣
、
福
建
、
薩
摩
國
同
色
’
不
代
表
薩
摩
國
屬
於
台
灣
、

福
建
。
但
琉
球
和
釣
魚
台
相
隣
而
同
色
同
框
’
可
推
測
為
相
同
政
治
區
分
。
同
理
’

琉
球
那
覇
主
島
和
太
平
山
（
宮
古
島
）
相
隣
而
同
色
同
框
’
亦
可
推
測
為
相
同
政
治

區
分
。
釣
魚
台
和
台
灣
、
福
建
不
同
框
、
不
同
色
’
可
推
測
為
不
同
的
政
治
區
分
。

這
是
施
蒂
勒
個
人
見
解
’
有
歴
史
意
義
’
沒
有
國
際
法
意
義
。

問
３：

拉
彼
魯
茲
「
福
爾
摩
沙
之
東
所
有
島
嶼
的
首
府
是
大
琉
球
」
一
語
’
是
他
自

己
的
認
知
。�
他
�
指
的
是
拉
彼
魯
茲
還
是
施
蒂
勒
？

答
３：

指
拉
彼
魯
茲
。
該
句
可
改
作：

拉
彼
魯
茲
「
福
爾
摩
沙
之
東
所
有
島
嶼
的
首

府
是
大
琉
球
」
一
語
’
是
拉
彼
魯
茲
自
己
的
認
知
。

（
四
六
）

純 心 人 文 研 究 第２３号 ２０１７

―３５７―



【
關
鍵
評
論
網
竄
改
版
本
】

http://w
w

w
.thenew

slens.com
/post/222650/

２００
年
前
�
國
製
圖
大
師
施
蒂
勒
的
地
圖：

釣
魚
臺
歸
劃
在
琉
球
框
線
内

２０１５
／
１０
／
０３
１０：００：００

發
表

讀
者
投
書

文：

い
し
ゐ
の
ぞ
む
（
長
崎
純
心
大
學
副
教
授
）

今
年３

月
’
日
本
外
務
省
網
頁
正
式
上
傳
西
元１９６９

年
中
華
人
民
共
和
國
所
繪
尖

閣
群
島
地
圖
’
作
日
本
主
權
補
證
之
一
。
中
國
外
交
部
發
言
人
洪
磊
隨
即
揚
言：

「
可
以
找
出
一
百
張
、
甚
至
一
千
張
明
確
標
注
釣
魚
島
屬
於
中
國
的
地
圖
。」

我
研
究
釣
魚
台
史
已
四
年
’
知
道
千
百
張
都
會
是
什
麼
樣
的
圖
。
等
了
半
年
’
中

國
方
面
遲
遲
沒
有
聲
音
’
這
裏
先
拿
出
兩
張
來
給
諸
位
看

。

圖１
：

西
元１８８７

年
’C

hina

’

收
於Stanford’s

L
ondon

atlas
of

U
niversalG

eography

（
倫
敦
史
丹
福
氏
世
界
地
理
圖
冊
）。

澳
洲
國
家
圖
書
館
藏
’

收
藏
號M

A
P

R
a

186.Part67

。

いしゐのぞむ・乙未丙申東方學雜録六首

―３５６―
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圖２
：

西
元１８６８

年
’

C
hina

K
orea

und
Japan

’

收
於Stielers

H
and

A
tlas

（
施
蒂
勒
世
界
圖
冊
）’
今
録
自

い
し
ゐ
の
ぞ
む
著
《
尖
閣
反
駁
マ

ニ
ュ
ア
ル
百
題
》’
原
版
藏
東
京

大
學
。

這
兩
張
圖
在
釣
魚
台
西
側
各
劃
一
條
界
線
’
清
楚
顯
示
釣
魚
台
屬
於
琉
球
。
圖２

是
施
蒂
勒
（Stieler

）１８６８

年
的
地
圖
’
是
首
版
’
其
後
毎
兩
三
年
就
重
刊
一
次
’

重
刊
版
本
是
較
多
人
所
知
’
首
版
則
較
少
流
傳
’
而
關
於
首
版
所
繪
界
線
是
我
首
度

提
出
’
今
年６

月
《
産
經
新
聞
》
也
曾
予
以
報
導
。

１８６８

年
適
逢
明
治
維
新
’
日
本
人
直
到１８９５

年
才
把
釣
魚
台
編
入
國
土
’
歐
洲
人

早
在
明
治
維
新
時
就
先
劃
歸
’
至
於
為
什
麼
’
須
上
溯
歴
史
、
看
年
表：

１７５０

年
之
前
’
釣
魚
台
和
宮
古
石
垣
群
島
無
法
分
辨
’
統
稱R

eyes
M

agos

。
１７５１

年
’
法
國
宋
君
榮
神
父
（G
aubil

）
從
北
京
寄
《
琉
球
録
》
往
巴
黎
。

此
後
歐
洲
人
明
確
認
識
釣
魚
台
’
寫
作
「T

iao-yu-su

」（
釣
魚
嶼
）。

１７８７

年
’
法
國
航
海
家
拉
彼
魯
茲
（L

a
Pérouse

）
到
達
釣
魚
台
’
認
為
屬
於
琉
球
。

１７９７

年
’
拉
彼
魯
茲
游
記
印
行
’
有
附
録
地
圖
。

１８００

年
’
�
國
施
蒂
勒
繪
製
中
國
地
圖
’
採
用
拉
彼
魯
茲
訊
息
。
無
琉
球
專
欄
。

１８０４

年
’
施
蒂
勒
繪
製
中
國
地
圖
’
始
設
琉
球
專
欄
’
將
釣
魚
台
與
琉
球
同
色
。

１８６８

年
’
明
治
維
新
’
施
蒂
勒
世
界
圖
冊
首
次
在
釣
魚
台
西
側
劃
一
條
界
線
。

１８８７

年
’
英
國
史
丹
福
氏
（Stanford

）
所
製
地
圖
在
釣
魚
台
西
側
劃
一
條
界
線
。

１８９５

年

日
本
政
府
將
釣
魚
台
編
入
國
土
。

年
表
中
的１７８７

年
’
法
國
航
海
家
拉
彼
魯
茲
遠
航
東
亞
’
留
下
一
本
著
名
的
游
記

《V
oyage

de
L

a
Pérouse

》（
拉
彼
魯
茲
航
海
録
）。
當
時
’
他
從
台
灣
島
南
端
沿
東

岸
向
北
航
行
’
進
入
琉
球
海
域
時
寫
下
一
句：

「
福
爾
摩
沙
之
東
所
有
島
嶼
的
首
府

是
大
琉
球
。」

數
日
後
到
達
釣
魚
台
’
測
繪
島
形
’
為
目
前
所
知
的
歐
洲
人
首
例
’
然
後
向
北
離

開
’
寫
下

一
句：

「
現
在
離
開
琉
球
群
島
。」

兩
句
話
千
鈞
之
重
’
是
將
釣
魚
台
明
確
歸
入
琉
球
國
管
轄
之
中
’
惜
未
廣
泛
引
起

釣
魚
台
專
家
注
意
。
此
為
拉
彼
魯
茲
總
結
了
前
此
兩
百
年
歐
洲
人
在
中
國
東
海
航
行

的
經
驗
’
加
上
目
睹
之
談
’
才
得
有
此
。

拉
彼
魯
茲
為
什
麼
會
這
麼
認
為
’
雖
然
是
個
謎
’
但
在
鄙
著
《
尖
閣
反
駁
マ
ニ
ュ

ア
ル
百
題
》
之
中
已
作
探
討
’
今
摘
要
如
下：

西
元１６

世
紀
以
前
’
台
灣
島
（
小
琉
球
）
和
琉
球
國
（
大
琉
球
）
之
間
的
區
分
尚

不
明
朗
’
往
往
統
稱
琉
球
。
西
元１６２６

年
西
班
牙
人
開
闢
台
灣
島
東
岸
航
線
’
由
呂

宋
經
台
灣
島
東
岸
、
與
那
國
島
、
釣
魚
台
’
飛
渡
東
海
’
到
達
長
崎
’
途
中
不
經
過

明
國
領
土
。

進
入
清
國
以
後
’
清
國
方
志
及
歐
洲
人
地
誌
、
地
圖
多
數
正
確
記
載
台
灣
島
内
清

國
領
土
東
至
大
山
（
中
央
山
脈
）
為
止
。
西
元１７５１

年
宋
君
榮
神
父
的
《
琉
球
志
》

傳
到
歐
洲
’
其
後
刊
行
的
地
圖
往
往
把
台
灣
島
東
岸
及
琉
球
國
塗
成
一
色
’
可
能
代

表
了
一
種
誤
解：

除
清
國
台
灣
府
外
’
都
是
古
琉
球
之
地
’
屬
於
琉
球
國
’
包
括
台

灣
島
東
岸
在
内
。
西
元１７８７

年
拉
彼
魯
茲
也
經
過
台
灣
島
東
岸
’
到
達
琉
球
國
海
域
’

可
能
承
襲
了
這
種
誤
解
。
雖
是
誤
解
’
但
代
表
了
一
個
歴
史
的
原
因：

台
灣
島
東
岸

航
線
的
西
側
是
無
主
地
’
東
側
是
琉
球
國
’
清
國
不
參
與
其
間
。
在
此
時
空
環
境
下
’

很
容
易
誤
認
台
灣
島
東
岸
以
東
全
是
琉
球
國
領
土
。

以
下
本
稿
將
要
專
談
拉
彼
魯
茲
以
後
産
生
的
迴
響
。

西
元１８０４
年
’
�
國
製
圖
大
師
施
蒂
勒
（Stieler

）
的
地
圖
（
圖３

）’
是
將
釣

魚
臺
劃
歸
琉
球
框
線
中
’
是
東
亞
地
圖
中
的
創
例
’
在
此
之
前
’
從
來
沒
有
人
發
現
。

（
四
八
）
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圖３
：

１８０４

’H
.F.A

.Stieler

（
施
蒂
勒
）’

C
harte

von
C

hina

’
い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

看
了
此
圖
’
讀
者
或
許
會
質
疑
’
是
否
是
因
框
線
為
方
形
’
無
法
將
釣
魚
台
排
除

在
外

？
很
遺
憾
’
決
不
是
。

首
先
我
們
必
須
瞭
解
一
下
歐
洲
人
認
知
東
亞
海
域
的
過
程
。
西
元１６

世
紀
’
葡
萄

牙
人
最
早
進
入
東
亞
’
以
澳
門
為
基
地
’１７

世
紀
’
荷
蘭
人
開
闢
新
土
’
由
雅
加
達

轉
向
澎
湖
、
台
灣
。
西
班
牙
人
則
從
呂
宋
來
’
沿
台
灣
島
東
岸
北
上
’

據

籠
。

在
此
年
代
’
認
知
釣
魚
台
都
是
比
較
模
糊
的
’
多
數
和
宮
古
石
垣
群
島
混
在
一
起
。

到１８

世
紀
’
琉
球
早
已
在
日
本
海
禁
下
’
歐
洲
人
無
法
進
入
境
内
’
當
時
是
由
法
國

宋
君
榮
（G

aubil

）
神
父
把
漢
文
《
琉
球
志
》
譯
成
法
文
’
從
北
京
寄
到
巴
黎
’
首

次
包
含
了
明
確
的
釣
魚
台
地
理
訊
息
。

而
當
法
國
拉
彼
魯
茲
周
游
太
平
洋
時
’
在
琉
球
附
近
海
域
使
用
的
就
是
宋
君
榮
的

地
圖
。
在
此
過
程
中
’
�
國
人
一
直
沒
機
會
參
與
’
施
蒂
勒
只
得
根
據
法
國
人
提
供

的
訊
息
繪
製
地
圖
’
標
題
「C

harte

」（
地
圖
’
例
如
圖３

）
就
是
法
文
’
不
是
�

文
的
「K

arte

」。

觀
此
史
勢
即
知
’
施
蒂
勒
繪
製
琉
球
專
框
時
’
必
然
是
使
用
宋
君
榮
及
拉
彼
魯
茲

的
報
告
。
宋
君
榮
的
地
圖
已
普
及５０

年
’
而
拉
彼
魯
茲
的
報
告
則
是１７９７

年
才
剛
刊

行
的
最
新
訊
息
。

而
在１８０４

年
施
蒂
勒
地
圖
中
’
有
八
個
跡
象
顯
示
該
圖
根
據
是
拉
彼
魯
茲
的
報
告

而
製
’
而
此
訊
息
來
源
因
而
決
定
施
蒂
勒
認
為
釣
魚
台
屬
琉
球
的
原
因
。
現
在
把
八

個
跡
象
逐
一
剖
解
如
下：

一
、
圖
中
顔
色
表
示
政
治
劃
分
’
釣
魚
台
塗
成
黄
顔
色
（
圖４

）’
與
琉
球
相
同
’

台
灣
、
福
建
則
是
粉
紅
色
’
不
同
於
釣
魚
台
。
這
不
是
隨
意
的
’
因
琉
球
框
線
中
’

右
上
方
還
包
括
一
部

薩
摩
國
（
鹿
兒
島
）’
也
塗
成
粉
紅
色
’
表
示
不
屬
於
琉
球
。

依
同
樣
標
準
’
釣
魚
台
也
可
以
塗
粉
紅
色
’
來
表
示
它
屬
於
台
灣
、
福
建
。
或
者
不

塗
顔
色
’
表
示
它
是
無
主
地
。
施
蒂
勒
的
訊
息
來
源
只
有
一
個：

「
福
爾
摩
沙
之
東

所
有
島
嶼
的
首
府
是
大
琉
球
。」
於
此
’
首
府
（capital

）
是
政
治
詞
彙
’
不
只
是

自
然
地
理
。

圖
４：

１８０４
H

.F.A
.Stieler

�
C

harte
von

C
hina�

’

琉
球
專
欄
’

い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

いしゐのぞむ・乙未丙申東方學雜録六首
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西
元１８０４

年
施
蒂
勒
地
圖
中
的
顔
色
代
表
了
政
治
區
分
’
不
代
表
國
家
主
權
的
區

分
’
琉
球
和
釣
魚
台
相
隣
而
同
色
同
框
’
推
測
為
相
同
政
治
區
分
’
這
是
施
蒂
勒
個

人
見
解
’
有
歴
史
意
義
’
沒
有
國
際
法
意
義
。１８０４

’H
.F.A

.Stieler

（
施
蒂
勒
）’

C
harte

von
C

hina

全
圖
。

二
、
拉
彼
魯
茲
「
福
爾
摩
沙
之
東
所
有
島
嶼
的
首
府
是
大
琉
球
」
一
語
’
是
拉
彼

魯
茲
自
己
的
認
知
。
他
雖
然
參
考
了
宋
君
榮
的
敘
述
’
但
宋
君
榮
原
書
沒
有
此
句
’

説
明
施
蒂
勒
的
政
治
劃
分
來
自
拉
彼
魯
茲
’
不
來
自
別
人
。

三
、
拉
彼
魯
茲
沿
台
灣
島
東
岸
北
上
’
到
達
琉
球
的
「K

um
i

」
島
’
認
為
是
琉

球
西
南
七
八
個
群
島
的
最
西
端
。
然
而
在
宋
君
榮
系
統
的
地
圖
中
’「K

um
i

」
島
（
即

日
文
「
古
見
」
山
）
位
於
與
那
國
島
的
東
邊
（
圖５

上
）’
施
蒂
勒
卻
把
它
移
到
與

那
國
島
的
西
邊
（
圖５

下
）。
訊
息
來
源
顯
然
是
拉
彼
魯
茲
。

圖５
：

（
上
）１７９４

’

d’A
nville

（
唐
維
爾
）

�
T

he
E

m
pire

of
C

hina�

（
支
那
帝
邦
）’

宋
君
榮
系
統
’

K
um

i

島
在
東
。

w
w

w
.davidrum

sey.com

no.2310070

（
下
）１８０４

’Stieler

（
施
蒂
勒
）

�
C

harte
von

C
hina�

’

い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

K
um

i

島
在
西
。

四
、
拉
彼
魯
茲
到
達
釣
魚
台
時
説
’「
宋
君
榮
神
父
的
地
圖
中
’
釣
魚
台
太
南
’

今
將
緯
度
實
測
’
卻
宜
微
北
。」
現
在
看
宋
君
榮
系
統
的
地
圖
中
’
的
確
把
釣
魚
台

放
得
太
南
（
圖６

上
）’
而
施
蒂
勒
則
比
較
靠
北
’
相
形
之
下
彭
佳
嶼
微
南
（
圖６

下
）’
顯
然
根
據
拉
彼
魯
茲
的
報
告
而
校
正
過
。

圖６
：

（
上
）１７９４

’d’A
nville

（
唐
維
爾
）

�
T

he
E

m
pire

of
C

hina�

’

宋
君
榮
系
統
’
釣
魚
台
太
南
。

w
w

w
.davidrum

sey.com

’no.２３１００７０

（
下
）１８０４

’Stieler

（
施
蒂
勒
）

�
C

harte
von

C
hina�

’
い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

釣
魚
台
微
北
。

五
、
宋
君
榮
系
統
的
地
圖
’
釣
魚
台
列
島
中
各
島
都
是
單
個
的
（
圖６

上
）’
拉

彼
魯
茲
則
把
釣
魚
台
及
附
近
的
南
北
小
島
各
作
群
島
來
描
述
。
施
蒂
勒
也
把
釣
魚
台

及
南
北
小
島
各
繪
作
群
島
（
圖６

下
）’
恪
守
拉
彼
魯
茲
的
實
地
紀
録
。

六
、
宋
君
榮
系
統
的
地
圖
’
是
把
台
灣
北
方
三
島
中
的
彭
佳
嶼
畫
得
靠
近
東
邊
一

些
’
離
釣
魚
台
較
近
’
離
台
灣
島
較
遠
（
圖６

上
）。
施
蒂
勒
依
此
也
把
彭
佳
嶼
畫

在
琉
球
框
線
中
（
圖６

下
）’
且
根
據
「
福
爾
摩
沙
之
東
所
有
島
嶼
的
首
府
是
大
琉

球
」
一
語
’
塗
上
黄
顔
色
’
屬
於
琉
球
。
這
固
然
不
符
史
實
’
但
宋
君
榮
以
下
一
系

列
的
地
圖
中
’
彭
佳
嶼
都
靠
東
’
給
人
印
象
就
屬
於
琉
球
’
施
蒂
勒
是
遵
循
成
例
。

至
於
拉
彼
魯
茲
’
遊
記
首
版
編
者
註
脚
説：

「
宋
君
榮
圖
中
’
釣
魚
台
、
南
北
小

島
、
彭
佳
嶼
三
者
互
相
等
距
’
唯
獨
彭
佳
嶼
未
為
拉
彼
魯
茲
所
目
睹
’
不
知
何
故
。」

施
蒂
勒
據
此
’
把
彭
佳
嶼
畫
得
西
面
些
’
距
離
釣
魚
台
較
遠
（
圖６

下
）’
意
在

配
合
編
者
註
脚
。
雖
靠
西
’
而
未
越
出
琉
球
框
線
’
看
得
出
他
綜
合
宋
君
榮
和
拉
彼

魯
茲
的
敘
述
’
審
慎
釐
定
彭
佳
嶼
及
釣
魚
台
的
位
置
’
不
敢
粗
心
大
意
。

七
、拉
彼
魯
茲
航
行
澎
湖
群
島
之
南
’
忽
逢
海
底
有
一
帶
暗
沙
’
即
現
今
所
稱「
台

（
五
〇
）

純 心 人 文 研 究 第２３号 ２０１７
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灣
堆
」’
以
好
漁
場
著
稱
。
拉
彼
魯
茲
遊
記
説：

「
前
此
海
圖
都
沒
有
記
載
此
處
暗

沙
’
不
知
道
暗
沙
有
無
盡
頭
。」
他
大
概
沒
看
過
早
期
荷
蘭
人
繪
製
周
密
的
澎
湖
、

台
灣
地
圖
。
現
代
人
很
容
易
看
到
荷
蘭
人
科
伊
倫
第
二
（K

eulen
�

）
的
著
名
福

爾
摩
沙
地
圖
中
’
便
有
繪
載
「
台
灣
堆
」
的
範
圍
（
圖７

）。

拉
彼
魯
茲
所
繪
地
圖
中
’
暗
沙
形
状
迥
異
於
科
伊
倫
（
圖８

上
）’
並
在
暗
沙
邊

註
云
「
暗
沙
不
知
盡
頭
」。
施
蒂
勒
繼
承
了
拉
彼
魯
茲
所
繪
形
状
及
所
加
註
文
（
圖

８

下
）’
務
期
克
肖
。
我
們
由
台
灣
堆
的
繪
法
’

知
道
釣
魚
台
亦
必
繪
製
嚴
謹
。

圖
７：

１７５３

’Johannes
van

K
eulen

�

（
科
伊
倫
二
世
）’�

D
e

N
ieuw

e
G

roote

L
igtende

Z
ee-Fakkel�

（
海
炬
新
耀
）

w
w

w
.geheugenvannederland.nl

’

電
子
收
藏
號N

E
SA０１

:Ｋ
０６

‐１３５０

。

圖
８：

（
上
）１７９７

’L
a

Pérouse

（
拉
彼
魯
茲
）’

w
w

w
.davidrum

sey.com

’

no.３３５５０４３

、

�
C

arte
des

decouvertes,

faites
en

1787
dans

les
m

ers

de
C

hine
etde

Tartarie�

（
西
暦１７８７

年
支
那
韃
靼
海
域
檢
探
圖
）’
澎
湖
及
台
灣
堆
。

（
下
）１８０４

’Stieler

（
施
蒂
勒
）�

C
harte

von
C

hina�

’
澎
湖
及
台
灣
堆
。

い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

八
、
拉
彼
魯
茲
的
報
告
中
’
琉
球
二
字
寫
作
「L

ikeu

」、「L
ikeuyo

」、「L
iqueo

」。

在
他
以
前
’
各
本
地
誌
只
有
「L

ek

」、「L
iq

」
開
頭
的
寫
法
’
唯
獨
拉
彼
魯
茲
有

「L
ik

」
開
頭
。
施
蒂
勒１８０４

年
圖
的
標
題
有
「L

ikejo

」
出
現
（
圖９

）’
可
知
來

源
是
拉
彼
魯
茲
。

這
裡
還
須
注
意
’
琉
球
標
題
下
有
一
句
「
處
於
福
爾
摩
沙
和
日
本
之
間
」

（zw
ischen

Form
osa

und
Iapan

）。
地
圖
總
標
題
雖
是
「C

hina

」’
但

設
琉
球
專

欄
的
目
的
’
表
示
它
是
清
國
和
日
本
中
間
的
一
邦
。

圖
９：

１８０４

’Stieler

（
施
蒂
勒
）’

�
C

harte
von

C
hina�

’
琉
球
欄
標
題
。

い
し
ゐ
の
ぞ
む
藏
。

以
上
八
個
迹
象
’
顯
示
施
蒂
勒
一
絲
不
苟
’
根
據
前
人
的
紀
録
判
定
釣
魚
台
屬
於

琉
球
。

施
蒂
勒
還
有
西
元１８１７

年
、１８２２

年
、１８２６

年
的
地
圖
’
均
皆
劃
分
如
此
。
直
至

１８６８
年
’
施
蒂
勒
圖
冊
終
於
在
釣
魚
台
西
側
劃
一
條
界
線
（
圖２

）。
其
後
史
丹
福

（
圖１
）
等
數
家
所
製
地
圖
相
繼
倣
此
’
成
為
慣
例
。

最
後
提
醒
一
下
。
有
人
説
釣
魚
台
的
拉
丁
字
「T

iao-yu-su

」
是
清
國
官
話
’
顯

示
釣
魚
台
屬
於
清
國
。
這
種
説
法
未
必
正
確
。
清
國
官
話
還
用
在
琉
球
專
欄
中
的

「N
a-pa-kiang

」（
那
覇
港
）、「Tai-ping-shan

」（
太
平
山
’
即
宮
古
島
）
等
地
’

不
僅
釣
魚
台
而
已
。

いしゐのぞむ・乙未丙申東方學雜録六首
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【
六
】
黄
山
書
社
『
東
傳
福
音
』
所
收
李
浩
然
撰
聖
母
傳
和
訓
全
文

【
標
題
】

聖
母
傳
。
天
主
降
生
千
八
百
八
十
七
年
、
江
南
主
教
倪
准
す
。

〔
倪
〕
倪
懷
綸
。
本
名V

alentin
G

arnier

。
西
暦
十
九
世
紀
末
、
イ
エ
ズ
ス
會
江
南

教
區
の
主
教
。

【
自
序
】

序
。
そ
れ
聖
母
を
敬
す
る
は
、
近
代
よ
り
始
ま
ら
ず
。
昔
、
天
神
、
主
の
降
孕
を
報

ず
る
に
、
聖
母
を
賀
し
て
ア
ヴ
ェ
と
曰
ふ
、
敬
の
詞
な
り
。
眞
主
耶

、
こ
れ
を
稱

し
て
母
と
爲
す
、
敬
の
意
な
り
。
聖
ヨ
セ
フ
親
炙
す
る
こ
と
數
十
年
、
晉
接
周
旋
し

て
、
時
に
欽
慕
深
し
。
宗
徒
、
母
事
す
る
こ
と
殷
勤
、
よ
く
忠
に
し
て
孝
を
盡
く
す
。

當
初
の
信
人
、
俯
懇
仰
瞻
し
、
膝
下
に
依
依
た
り
。
其
の
敬
、
尤
も
廣
遠
に
傳
は
る
。

是
れ
よ
り
厥
の
後
、
歴
代
の
教
皇
、
禮
期
を
定
め
、
恩
赦
を
頒
し
、
大
堂
を
建
て
、

聖
會
を
立
て
、
凡
そ
以
て
人
の
敬
心
を
激
す
べ
き
者
、
詔
を
頒
し
て
舉
行
せ
ざ
る
な

し
。
故
を
以
て
、
闔
教
、
風
を
同
じ
う
し
、
古
今
、
轍
を
一
に
す
。
天
主
を
敬
す
る

を
除
く
の
外
、
未
だ
聖
母
を
敬
ふ
こ
と
の
、
よ
く
心
力
を
竭
く
し
て
、
其
の
禮
、
他

に
一
等
を
加
ふ
る
が
如
き
有
ら
ず
。
此
れ
何
を
以
て
の
故
ぞ
。
神
人
の
上
、
聖
母
獨

り
尊
し
、
而
し
て
こ
れ
を
敬
ふ
に
加
禮
有
る
な
り
。
聖
母
、
權
は
神
聖
を
超
え
、
救

世
に
功
有
り
、
而
し
て
こ
れ
を
敬
ふ
こ
と
生
母
の
ご
と
き
な
り
。

聖
人
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
リ
ゴ
リ
等
謂
は
く
、
人
、
聖
寵
無
け
れ
ば
よ
く
升
天
せ
ず
、
而

し
て
聖
寵
必
ら
ず
聖
母
よ
り
下
る
こ
と
、
飲
食
の
必
ず
喉
頸
よ
り
入
る
が
如
し
。
是

れ
聖
母
を
敬
す
る
は
、
た
だ
に
理
の
宜
し
く
然
ら
し
む
る
所
に
し
て
、
責
の
當
に
然

ら
し
む
る
所
の
み
な
ら
ず
、
而
し
て
ま
た
勢
の
然
ら
し
め
ざ
る
を
得
ざ
る
所
な
り
。

〔
利
高
烈
〕A

lphonse
de

L
iguori

聖
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
デ
・
リ
ゴ
リ
。
教
會
博

士
。
西
暦
十
八
世
紀
イ
タ
リ
ア
。

〔
伯
爾
納
多
〕
聖
ベ
ル
ナ
ー
ル
。
教
會
博
士
。
西
暦
十
二
世
紀
フ
ラ
ン
ス
。

所
謂
敬
と
は
、
義
を
ふ
く
む
こ
と
頗
る
夥
し
。
禮
を
致
す
な
り
、
經
を
誦
す
る
な
り
、

功
を
獻
ぐ
る
な
り
、
默

す
る
な
り
、
孺
慕
す
る
な
り
、
仰
ぎ
法
（
の
っ
と
）
る
な

り
。
凡
そ
此
れ
皆
な
敬
の
事
に
し
て
、
其
の
根
は
能
く
識
（
し
）
る
に
始
ま
る
。
蓋

し
必
ず
聖
母
を
識
り
て
、
而
る
後
、
愛
心
起
り
、
恃
心
生
じ
、
禮
を
致
し
て
以
て
こ

れ
を
尊
び
、
經
を
誦
し
て
以
て
こ
れ
を
讚
へ
、
功
を
獻
じ
て
以
て
こ
れ
を
榮
に
す
。

默

し
て
以
て
其
の
佑
け
を
求
め
、
孺
慕
し
て
以
て
其
の
愛
に
報
い
、
仰
ぎ
法
り
以

て
其
の
�
に
肖
（
に
）
せ
る
。

是
れ
を
觀
れ
ば
則
ち
聖
母
、
識
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
聖
母
の
傳
、
ひ
さ
し
。

考
ふ
る
に
西
文
の
實
録
、
百
部
を
下
ら
ず
。
華
文
は
た
だ
高
氏
一
志
、
曾
て
一
編
を

著
は
す
の
み
。
今
年
夏
、
予
、
上
游
の
命
を
承
け
、
是
の
書
を
撰
述
す
。
事
の
確
實

に
し
て
疑
ひ
無
き
者
を
と
り
て
、
譯
し
て
正
文
と
爲
す
。
そ
の
學
士
の
議
論
に
出
で
、

頗
る
憑
信
す
る
に
堪
ふ
る
者
は
、
附
列
し
て
註
と
な
す
。
要
は
た
だ
略
ぼ
條
綱
を
舉

げ
、
一
を
掛
し
て
萬
を
漏
ら
す
の
み
。
而
し
て
文
詞
の
工
拙
は
更
に
未
だ
計
ら
ざ
る

な
り
。
光
緒
十
三
年
夏
、
耶

會
李

・
問
漁
氏
著
。

〔

〕
舵
の
同
字
異
體
。

〔
高
一
志
〕
漢
文
『
聖
母
行
實
』
の
著
者
。

【
圖
２
】

天
主
降
生
の
期
す
で
に
邇
し
、
預
め
貞
女
を
生
み
、
他
日
救
世
主
の
生
母
と
な
す
、

斯
の
女
、
乃
ち
マ
リ
ア
な
り
。
始
め
て
胎
す
る
や

無
く
、
寵
恩
を
滿
被
す
。
其
の

生
日
、
萬
世
人
民
の
慶
と
な
す
。

〔
生
日
〕
マ
リ
ア
の
誕
生
日
は
九
月
八
日
。

（
五
二
）
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【
圖
３
】

マ
リ
ア
年
三
歳
の
と
き
、
父
ヨ
ア
キ
ム
、
母
ア
ン
ナ
、
聖
堂
に
送
入
し
、
專
心
し
て

主
に
つ
か
へ
し
む
、
ま
た
以
て
む
す
め
を
生
ん
で
主
に
獻
ず
る
の
初
心
に
副
ふ
。

【
圖
４
】

マ
リ
ア
年
十
四
に
し
て
、
天
主
の
命
を
奉
じ
、
出
で
て
ヨ
セ
フ
に
字
し
、
終
身
各（
お

の
お
）
の
童
貞
を
守
る
。
日
後
、
懷
孕
し
て
耶

を
生
む
と
き
、
内
外
互
ひ
に
相
ひ

護
翼
せ
し
む
。

【
圖
５
】

天
神
ガ
ブ
リ
エ
ル
、
降
り
て
マ
リ
ア
を
賀
し
、
報
ず
る
に
聖
神
の
功
に
�
り
、
救
世

主
を
懷
妊
す
、
そ
の
國
に
限
界
無
き
を
以
て
す
。

【
圖
６
】

マ
リ
ア
、
天
神
の
報
せ
に
よ
り
、
表
姉
年
老
い
て
胎
荒
る
る
も
、
已
に
孕
む
こ
と
六

月
な
り
と
知
る
。
隨
ひ
即
ち
前
（
す
す
）
み
往
き
て
謁
賀
し
、
同
居
す
る
こ
と
約
三

月
に
し
て
歸
る
。

【
圖
７
】

聖
母
と
ヨ
セ
フ
と
王
令
を
奉
じ
故
郷
に
回
る
。
い
か
ん
ぞ
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
人
衆
（
お

ほ
）
く
、
假
寓
す
る
に
從
（
よ
）
る
無
し
、
爰
（
こ
こ
）
に
城
外
の
山
穴
に
宿
る
。

夜
半
に
至
り
聖
子
誕
生
し
、
天
神
樂
を
奏
で
、
牧
童
も
亦
た
報
せ
を
聞
い
て
來
朝
す
。

【
圖
８
】

耶

生
後
四
十
日
に
し
て
、
聖
母
と
ヨ
セ
フ
と
、
耶

を
と
り
て
恭
し
く
聖
堂
に
獻

じ
、
古
禮
に
遵
循
す
。
シ
メ
オ
ン
一
た
び
見
る
や
心
歡
び
、
聲
を
揚
げ
て
主
を
贊
へ
、

び
に
耶

受
難
の
事
を
以
て
、
預
め
聖
母
に
告
ぐ
。

【
圖
９
】

ヘ
ロ
デ
王
、
耶

を
害
せ
ん
と
謀
る
。
因
て
令
を
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
郡
に
下
し
、
盡
く
二

歳
以
下
の
孩
童
を
殺
さ
し
む
。
ヨ
セ
フ
、
天
神
の
報
を
得
て
、
星
夜
に
程
に
登
り
、

エ
ジ
プ
ト
國
に
避
く
。

【
圖
８
再
】

耶

、
十
二
齡
の
と
き
聖
殿
に
赴
く
。
禮
し
畢
り
、
告
げ
ず
し
て
獨
り
留
ま
る
。
聖

母
と
聖
ヨ
セ
フ
と

ね
く
訪
ぬ
る
も
踪
無
し
、
卒
に
聖
殿
に
、
高
士
と
經
旨
を
談
じ
、

衆
人
咸
（
み
）
な
其
の
智
慧
な
る
を
異
と
す
る
に
遇
ふ
。
繼
い
で
聖
母
・
聖
ヨ
セ
フ

と
と
も
に
家
中
に
歸
り
、
厥
の
命
に
順
（
し
た
が
）
ふ
こ
と
十
八
載
を
歴
（
へ
）
た

り
。

【
圖
１
０
】

耶

、
聖
殿
よ
り
家
に
回
る
や
、
年
日
に
長
じ
て
智
日
に
顯
は
る
。
業
を
托
し
工
を

作
し
、
躬
親
（
み
づ
か
）
ら
表
を
立
つ
。
世
の
過
ぎ
て
自
ら
尊
大
に
す
る
者
、
當
に

亦
た
こ
れ
を
見
て
差
慚
す
べ
し
。

〔
托
〕
扶
の
形
誤
か
。

【
圖
１
１
】

耶

の
親
串
新
た
に
婚
し
、
聖
母
と
と
も
に
讌
に
赴
く
。
席
間
、
酒
乏
し
、
聖
母
以

て
耶

に
告
ぐ
。
命
じ
て
水
を
六
�
に
注
が
し
む
れ
ば
、
頃
刻
に
し
て
變
じ
て
旨
酒

と
な
る
。

【
圖
１
３
４
】

耶

、
十
字
架
上
に
在
り
、
聖
母
と
若
望
と
と
も
に
架
下
に
立
つ
。
耶

、
ヨ
ハ
ネ

に
目
し
、
聖
母
に
つ
げ
て
曰
く
、「
婦
人
、
爾
ぢ
が
子
、
こ
こ
に
在
り
」
と
。
復
た

いしゐのぞむ・乙未丙申東方學雜録六首
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ヨ
ハ
ネ
に
つ
げ
て
曰
く
、「
汝
ぢ
が
母
こ
こ
に
在
り
」
と
。
こ
れ
よ
り
ヨ
ハ
ネ
、
聖

母
に
つ
か
ふ
る
こ
と
、
生
母
の
如
く
す
。

【
圖
１
３
】

耶

崩
じ
、
聖
ヨ
ハ
ネ
等
、
聖
屍
を
と
り
て
解
き
下
す
。
聖
母
、
懷
に
接
抱
し
、
悲

痛
に
た
へ
ず
。
諸
聖
女
み
な
爲
（
た
め
）
に
傷
懷
し
、
恭
し
く
殯

を
行
な
ふ
。

【
圖
１
４
】

耶

升
天
の
後
、
聖
母
、
宗
徒
等
計
一
百
二
十
人
を
率
ゐ
、
共
に
一
堂
に
聚
ま
り
、

天
主
に
祈
求
す
。
第
十
日
、
大
聲
、
風
の
如
き
、
天
よ
り
室
に
入
る
を
聞
く
。
旋（
つ
）

い
で
火
形
の
舌
に
似
た
る
、
衆
人
の
頂
に
懸
か
る
を
見
る
。
時
に
當
（
あ
た
）
り
聖

神
降
り
格
（
い
た
）
り
、
衆
心
に
充
滿
し
、
能
く
萬
國
の
方
言
を
言
ふ
、
旋
（
つ
）

い
で
即
ち
出
で
て
聖
教
を
傳
ふ
。

【
圖
１
５
】

聖
母
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
在
り
て
、
ヨ
ハ
ネ
に
依
る
こ
と
親
子
（
し
ん
し
）
の
如
し
。

平
日
聖
體
を
領
し
、
諸
徒
を
訓
じ
、
災
を
救
ひ
患
を
撫
し
、
�
澤
、
指
を
屈
す
る
に

た
へ
ず
。

【
圖
１
６
】

聖
母
年
七
十
二
、
�
備
は
り
功
全
く
、
理
と
し
て
當
に
報
い
を
獲
べ
し
。
天
主
乃
ち

預
め
終
期
を
示
し
、
大
靈
蹟
を
行
な
ふ
。
諸
宗
徒
を
し
て
空
中
に
高
舉
し
、
齊
し
く

聖
堂
に
來
ら
し
む
。
少
頃
に
し
て
耶

至
り
、
聖
母
の
魂
を
迎
へ
て
升
天
す
。

【
圖
１
７
】

聖
母
の
屍
、
墓
に
葬
ら
る
。
宗
徒
輪
守
し
、
天
樂
常
に
聞
こ
ゆ
。
第
三
日
早
き
に
、

聖
ト
マ
ス
至
る
、
衆
人
棺
を
啓
き
て
審
視
し
、
聖
身
早
く
も
已
に
升
天
す
と
知
る
。

【
圖
１
８
】

聖
母
升
天
し
、
天
主
立
て
て
以
て
天
地
の
母
皇
・
世
人
の
主
保
と
な
す
。
位
高
き
こ

と
九
品
、
福
を
獲
る
こ
と
萬
全
な
り
。
其
の
愛
を
吾
人
に
垂
る
る
こ
と
、
遠
く
世
間

の
慈
母
に
勝
る
。

〔
主
保
〕
媒
介
ラ
テ
ン
語
Ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
ｔ
ｒ
ｉ
ｘ
。
聖
母
神
學
で
は
聖
母
マ
リ
ア
を

惠
み
の
仲
介
者
と
す
る
。

【
圖
１
９
】

天
主
降
生
の
約
一
千
二
百
年
、
西
國
の
異
端
、
事
を
滋
し
、
人
の
信
�
を
敗
る
。
聖

ド
ミ
ン
ゴ
、
聖
母
の
諭
を
降
し
、

瑰
經
を
傳
へ
て
異
端
を
驅
（
く
）
し
陋
俗
を
革

（
あ
ら
た
）
む
る
の
妙
法
と
な
す
を
蒙
る
。
聖
人
、
命
の
如
く
遵
行
し
、
果
た
し
て

奇
驗
を
得
た
り
。
今
教
皇
レ
オ
第
十
三
、
頻
り
に
聖
旨
を
頒
か
ち
、
信
人
を
し
て
日
々

瑰
經
を
誦
し
、
虔
（
つ
つ
ま
）
し
く
聖
母
に
祈
り
、
佑
け
を
教
中
に
施
さ
し
む
。

〔

瑰
經
〕
ロ
ザ
リ
オ
。

【
末
頁
圖
】

天
主
降
生
の
一
千
二
百
五
十
年
、
聖
衣
會
士
、
聖
シ
モ
ン
・
ス
ト
ッ
ク
、
聖
母
に
求

む
、
一
の
會
友
を
保
護
し
、
罪
人
を
蔭
庇
す
る
の
據
を
賜
へ
と
。
聖
母
遂
に
降
現
し
、

手
に
聖
衣
を
持
ち
、
こ
れ
に
授
け
て
曰
く
、

「
是
れ
乃
ち
我
が
會
の
號
、
恩
を
邀
（
む
か
）
ふ
る
の
券
、
升
天
の
據
な
り
。
爾
ぢ

こ
れ
を
受
け
、
以
て
人
に
傳
へ
よ
。
凡
そ
終
り
に
至
る
ま
で
堅
信
し
、
身
に
此
の
衣

を
佩
び
る
は
、
地
獄
の
永
禍
を
脱
す
べ
し
。

〔
聖
衣
會
〕
カ
ル
メ
ル
修
道
會
。

〔
聖
シ
モ
ン
・
ス
ト
ッ
ク
〕
カ
ル
メ
ル
修
道
會
の
第
六
代
總
長
。

〔
聖
衣
〕
ス
カ
プ
ラ
リ
オ
。
修
道
用
の
袈
裟
。

〔
邀
恩
之
券
〕
免
罪
符
。

（
五
四
）
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【
正
文
】

聖
母
傳
。

耶

會
李

問
漁
氏
著
。

聖
母
は
、
造
物
主
の
降
生
せ
し
め
て
人
の
母
と
な
す
な
り
。
天
主
、
無
始
の
間
に
於

い
て
、
聖
子
の
降
生
を
定
め
、
即
ち
一
の
生
母
を
え
ら
べ
ば
、
則
ち
天
地
未
だ
有
ら

ざ
る
の
先
に
、
天
主
早
く
も
聖
母
を
え
ら
ぶ
な
り
。

〔
無
始
〕
佛
教
語
、
開
始
が
無
い
こ
と
。
即
ち
開
始
の
前
。

人
類
の
生
を
傳
へ
、
先
知
よ
よ
出
づ
る
に
お
よ
び
、
天
主
し
ば
し
ば
先
兆
を
顯
は
し
、

用
っ
て
聖
母
將
に
生
ぜ
ん
と
す
る
を
徴
す
。
古
經
一
部
、
頻
り
に
こ
れ
に
論
及
す
。

或
は
明
陳
直
指
し
、
或
は
喩
を
設
け
て
隱
言
す
。
創
世
記
、
預
め
其
の
魔
を
攻
む
る

を
報
じ
、
歌
詞
經
し
ば
し
ば
其
の
濳
�
を
讚
す
。

〔
傳
生
〕：

キ
リ
ス
ト
教
漢
語
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
か
ら
生
命
を
代
々
傳
へ
る
こ
と
。

イ
ス
ラ
ム
教
漢
語
を
襲
用
し
た
可
能
性
あ
り
。

〔
徴
〕：

示
す
、
證
す
。

〔
古
經
〕：

舊
約
聖
書
創
世
記
三
ー
十
五
。

〔
歌
詞
經
〕：

詩
篇
四
十
五
ー
十
三
。

イ
ザ
ヤ
謂
は
く
、
貞
女
、
子
を
生
み
、
名
づ
け
て
エ
マ
ヌ
エ
ル
と
稱
す
。

（
譯
し
て
言
は
く
、
天
主
、
我
人
と
偕
に
す
と
。）

此
れ
皆
な
天
主
、
預
め
聖
母
を
選
ぶ
の
實
據
な
り
。

〔
我
人
〕
吾
人
に
同
じ
。
我
々
。

〔
エ
マ
ヌ
エ
ル
〕
イ
ザ
ヤ
書
第
七
章
第
十
四
節
。

〔
エ
マ
ヌ
〕
我
々
と
と
も
に
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
。

〔
エ
ル
〕
天
主
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
。

聖
母
の
父
、
ジ
ョ
ア
キ
ム
と
名
の
り
、
母
は
ア
ン
ナ
な
り
。
ユ
ダ
ヤ
國
の
ナ
ザ
レ
郡

に
隷
す
。
二
人
み
な
正
教
を
奉
じ
、
功
修
に
密
な
り
。

〔
正
教
〕
正
し
い
宗
派
（
ユ
ダ
ヤ
教
）。

【
注
】

二
聖
人
、
家
貲
を
以
て
貧
戸
に
周
し
、
兼
ね
て
聖
堂
に
給
す
。
故
を
以
て
厚
く

惠
み
廣
く
施
す
を
、
遐
邇
み
な
企
仰
す
る
こ
と
深
し
。

【
正
文
】

た
だ
伉
儷
な
る
こ
と
多
年
、
絶
え
て
子
嗣
無
し
。
乃
ち
修
省
す
る
こ
と
勤
を
加
へ
、

主
の
胤
を
錫
ふ
を
祈
る
。
矢
願
す
、
子
を
得
て
後
、
送
り
て
聖
堂
に
獻
じ
、
天
主
に

奉
事
せ
ん
と
。

【
注
】

相
ひ
傳
ふ
、
一
天
神
降
下
し
、
預
め
報
ず
、
ジ
ョ
ア
キ
ム
年
内
に
む
す
め
を
生

む
、
宜
し
く
マ
リ
ア
と
名
づ
く
べ
し
と
。
學
士
ス
ア
レ
ス
曰
く
、「
古
聖
イ
サ

ク
・
ヨ
ハ
ネ
バ
プ
テ
ス
タ
等
、
み
な
未
だ
孕
ま
ざ
る
の
前
に
、
天
主
其
の
父
母

に
報
ず
。
豈
に
聖
母
、
天
主
の
母
た
る
に
、
反
っ
て
寂
然
と
し
て
報
無
き
や
」

と
。
然
れ
ば
則
ち
マ
リ
ア
の
聖
名
、
天
主
の
定
む
る
所
た
る
、
深
く
信
ず
べ
き

に
似
た
り
。

〔
保
弟
斯
大
〕
洗
礼
者
（
バ
プ
テ
ズ
マ
）
ヨ
ハ
ネ

〔
蘇
亞
賚
〕Francisco

Suarez

。

【
正
文
】

そ
の
後
ア
ン
ナ
果
た
し
て
孕
み
、
始
め
て
所
望
、
虚
に
非
ず
と
知
る
。
凡
そ
人
の
孕

を
受
く
る
や
、
過
惡
に
沾
染
す
、
所
謂
原
罪
是
れ
な
り
。
天
主
ひ
と
り
聖
母
を
寵
し
、

救
世
主
將
に
立
て
ん
と
す
る
の
功
を
視
て
、
其
の

に
染
ま
る
に
忍
び
ず
。
昔
原
祖
、

罪
を
獲
て
後
、
天
主
預
め
世
を
贖
す
る
を
許
し
、
言
は
く
一
女
及
び
子
有
り
、
魔
と
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讐
と
な
る
、
女
は
則
ち
邪
魔
の
首
を
踏
破
す
と
。
此
れ
聖
母
と
耶

と
を
言
ふ
な
り
。

聖
母
を
し
て
亦
た
原
罪
に
染
ま
ら
し
め
ば
、
必
ず
邪
魔
の
制
す
る
所
と
な
る
、
ま
た

い
づ
く
ん
ぞ
能
く
其
の
首
を
踏
破
せ
ん
や
。
古
へ
よ
り
聖
哲
の
論
、
萬
口
同
聲
な
り
、

故
に
教
皇
庇
護
第
九
、
聖
母
に
原
罪
無
き
を
定
め
て
、
信
�
の
道
理
と
な
す
。
こ
れ

を
信
ぜ
ざ
れ
ば
、
大
罪
を
う
。

〔
庇
護
第
九
〕
教
皇
ピ
ウ
ス
九
世
。
聖
母
傳
刊
行
前
の
教
皇
。
在
位
西
暦
千
八
百
四

十
六
年
か
ら
千
八
百
七
十
八
年
ま
で
。

【
注
】

按
ず
る
に
前
聖
の
意
は
、
聖
母
始
め
て
孕
む
や
、
寵
を
蒙
る
こ
と
繁
多
に
し
て
、

遠
く
天
神
・
聖
人
を
逾
ゆ
。
且
つ
終
身
過
ち
有
る
能
は
ず
し
て
、
明
悟
と
み
に

開
き
、
諸
�
全
て
備
は
る
。
將
來
私
慾
の
漸
、
踪
跡
も
全
て
無
し
。
母
胎
に
居

る
こ
と
九
た
び
月
を
閲
し
、
善
念
勃
發
し
、
主
を
愛
す
る
こ
と
虔
誠
な
り
。
古

今
最
大
の
聖
人
に
較
ぶ
る
に
、
こ
れ
を
過
ぐ
る
も
及
ば
ざ
る
な
し
。

【
正
文
】

聖
母
既
に
月
に
わ
た
る
や
、
ナ
ザ
レ
に
生
む
。
父
母
歡
欣
し
、
普
世
同
慶
す
。

【
注
】

超
性
學
士
謂
は
く
、「
聖
母
、

體
純
善
に
し
て
、
生
平
疾
病
無
し
」
と
。
聖

ト
マ
ス
謂
は
く
、「
聖
容
美
秀
に
し
て
、
都
麗
な
る
こ
と
無
雙
な
り
、
た
だ
こ

れ
を
望
め
ば
人
を
し
て
敬
を
起
こ
し
、
貞
靜
を
欣
慕
せ
し
む
る
こ
と
、
常
人
の

麗
の
、
人
の
好
色
を
引
く
が
ご
と
く
な
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
聖
魂
の
美
、
更
に

言
を
待
た
ず
。
け
だ
し
聖
母
、
天
主
に
特
寵
せ
ら
れ
、
其
の
靈
必
ず
聖
美
な
る

こ
と
絶
倫
に
し
て
、
妙
�
乃
ち
生
發
す
る
に
易
し
。

〔
超
性
學
士
〕Supernaturalist

。
超
自
然
主
義
の
神
學
者
。

【
正
文
】

若
干
日
を
閲
し
（
或
は
第
九
日
な
り
と
謂
ふ
）、
古
教
禮
を
行
な
ひ
、
名
を
マ
リ
ア

と
立
つ
。
ユ
ダ
ヤ
文
に
海
星
を
言
ひ
、
シ
リ
ア
文
に
母
后
を
言
ふ
。
聖
母
、
�
表
輝

き
を
生
じ
、
人
を
天
路
に
引
く
。
ま
た
天
地
の
母
后
と
な
し
、
權
、
神
聖
を
超
ゆ
。

マ
リ
ア
を
以
て
こ
れ
を
稱
す
る
は
、
名
實
相
ひ
符
す
と
謂
ふ
べ
し
。

〔
天
路
を
引
く
〕
海
の
星
が
航
路
の
し
る
べ
と
な
る
こ
と
に
喩
へ
る
。

生
後
八
十
日
、
ヨ
ア
キ
ム
・
ア
ン
ナ
、
む
す
め
を
聖
殿
に
獻
ず
。
す
で
に
し
て
禮
物

を
呈
獻
し
、
む
す
め
を
抱
き
て
家
に
歸
り
、
力
を
致
し
心
を
傾
け
、
善
く
撫
養
を
な

す
。
三
歳
に
周
き
に
、
攜
へ
て
エ
ル
サ
レ
ム
に
赴
き
、
天
主
に
獻
ず
。

【
注
】

司
教
、
マ
リ
ア
の
儀
容
端
肅
に
し
て
、
迥
か
に
凡
童
に
異
な
る
を
見
て
、
院
宇

の
中
に
を
ら
し
め
、
賢
姆
に
命
じ
て
善
く
訓
導
を
な
さ
し
む
。
マ
リ
ア
、
善
心

を
持
執
し
、
嬉
戲
を
痛
絶
す
。
或
は
密
か
に
聖
殿
に
登
り
、
天
主
を
朝
拜
す
。

或
は
自
ら
反
り
み
て
心
を
捫
し
、
嚴
し
く
意
念
を
察
す
。
或
は
聖
道
を
默
思
し
、

淵
微
を
洞
察
す
。
凡
そ
事
に
勤
懇
ま
す
ま
す
加
は
り
、
優
に
聖
域
に
い
た
る
。

女
侶
の
中
の
懿
行
風
す
べ
き
者
を
見
て
は
、
輒
ち
こ
れ
に
師
事
す
。
長
者
命
有

れ
ば
、
難
し
と
雖
も
辭
せ
ず
、
實
踐
善
行
し
、
餘
力
を
遺
さ
ず
。
賤
役
を
執
り

て
以
て
人
に
事
へ
、
女
工
を
な
し
て
以
て
祀
り
に
供
す
。
貞
を
守
り
て
終
身
字

せ
ざ
る
を
矢
願
す
。
古
來
未
だ
有
ら
ざ
る
の
眞
修
を
立
て
て
、
萬
世
童
貞
の
首

領
と
な
る
。
同
堂
の
女
伴
、
マ
リ
ア
の
大
�
群
に
軼
す
る
を
見
て
、
先
を
爭
っ

て
法
を
取
る
。

【
正
文
】

マ
リ
ア
年
十
一
（
ス
ア
レ
ス
集
に
見
ゆ
）、
父
母
壽
終
る
。
年
十
四
、
司
教
、
戚
屬

と
配
を
擇
ぶ
の
事
を
議
す
。
マ
リ
ア
議
婚
の
説
を
聞
き
、
苦
口
辭
し
て
曰
く
、
我
が

（
五
六
）
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父
母
、
我
れ
を
堂
に
獻
ず
、
も
と
終
身
主
に
事
ふ
る
が
た
め
な
り
。
吾
れ
二
親
の
意

を
承
け
、
誓
っ
て
清
貞
を
守
り
、
も
っ
て
主
�
に
酬
ゆ
。
婚
嫁
は
我
が
願
ひ
に
非
ざ

る
な
り
。
司
教
、
其
の
言
に
服
す
、
然
れ
ど
も
未
だ
敢
へ
て
決
せ
ず
、
マ
リ
ア
と
と

も
に

る
。
こ
れ
を
久
し
く
し
て
、
天
主
聖
旨
を
默
示
す
、
必
ら
ず
須
ら
く
擇
婚
す

べ
し
と
。

〔
ス
ア
レ
ス
集
〕
ス
ア
レ
ス
の
「O

pera
O

m
nia

」
で
あ
ら
う
。

マ
リ
ア
の
院
に
在
る
こ
と
十
一
年
、
後
に
主
旨
を
承
け
、
ヨ
セ
フ
に
于
歸
す
。
ダ
ヴ
ィ

デ
王
の
遠
孫
に
係
り
、
古
經
に
救
世
眞
主
、
ダ
ヴ
ィ
デ
の
族
に
生
ま
る
と
言
ふ
に
應

ず
。

（
當
時
ヨ
セ
フ
約
強
仕
の
年
に
在
る
。
幼
き
よ
り
精
修
し
、
習
俗
に
染
ま
ら
ず
。）

成
婚
後
、
兩
人
童
貞
を
守
る
を
誓
ひ
、
死
に
至
る
ま
で
他
志
無
し
。
功
修
に
奮
勉
し
、

日
に
�
に
進
む
。
世
上
の
人
た
り
と
雖
も
、
直
ち
に
天
神
も
た
だ
な
ら
ざ
る
な
り
。

【
注
】

聖
ト
マ
ス
云
く
、
マ
リ
ア
の
ヨ
セ
フ
に
配
す
る
は
、
至
當
と
謂
ふ
べ
し
と
。
其

の
故
は
聖
子
の
た
め
に
す
る
者
四
、
聖
母
の
た
め
に
す
る
者
三
、
世
人
の
た
め

に
す
る
者
五
。
何
を
か
聖
子
の
た
め
に
す
る
者
四
と
謂
ふ
。
曰
く
、
イ
エ
ス
を

し
て
鞠
父
無
か
り
せ
ば
、
外
教
の
人
、
將
に
疑
ひ
て
以
て
私
生
子
と
な
す
、
一

な
り
。
ユ
ダ
ヤ
國
の
例
、
男
譜
を
立
て
て
女
譜
を
立
て
ず
、
男
女
則
ち
同
宗
相

配
す
。
ヨ
セ
フ
有
り
て
配
と
な
り
て
其
の
譜
を
詳
記
す
る
よ
り
、
す
な
は
ち
聖

母
と
耶

と
の
譜
を
知
る
、
二
な
り
。
聖
母
、
婚
後
に
子
を
生
み
、
邪
魔
、
其

の
人
道
に
從
ふ
を
疑
ひ
、
介
す
る
の
意
を
な
さ
ず
、
三
な
り
。
イ
エ
ス
幼
小
の

時
、
ま
さ
に
人
有
り
供
養
す
べ
し
、
ヨ
セ
フ
實
に
其
の
責
に
任
ず
、
四
な
り
。

何
を
か
聖
母
の
た
め
に
す
る
者
三
と
謂
ふ
。
曰
く
、
未
だ
嫁
が
ず
し
て
子
を
生

む
、
國
人
將
に
石
を
桀
し
て
撃
た
ん
と
す
、
ヨ
セ
フ
に
配
す
れ
ば
性
命
を
存
す

べ
し
、
其
の
故
一
な
り
。
夫
無
く
し
て
子
を
生
む
、
外
人
疑
ひ
て
姦
婦
と
な
す
、

ヨ
セ
フ
に
配
す
れ
ば
聲
譽
全
う
す
べ
し
、
其
の
故
二
な
り
。
弱
女
、
獨
活
す
る

に
難
し
、
況
や
子
を
生
む
者
を
や
。
ヨ
セ
フ
に
配
す
れ
ば
則
ち
日
用
、
虞
れ
無

し
、
其
の
故
三
な
り
。

何
を
か
世
人
の
た
め
に
す
る
者
五
と
謂
ふ
。
一
に
曰
く
、
聖
母
人
道
に
因
っ
て

子
を
生
ま
ず
、
他
人
、
証
を
な
す
能
は
ず
。
た
だ
ヨ
セ
フ
の
み
こ
れ
を
証
し
、

以
て
後
人
の
信
を
堅
く
す
。
二
に
曰
く
、
聖
母
を
し
て
自
ら
貞
節
を
言
は
し
む

る
は
、
總
て
是
れ
一
面
の
詞
な
り
。
ヨ
セ
フ
有
り
て
配
と
な
す
よ
り
し
て
、
聖

母
の
言
、
信
じ
易
し
。
三
に
曰
く
、
貞
女
獨
來
獨
往
、
最
も
疑
ひ
を
起
こ
し
易

し
。
聖
母
ヨ
セ
フ
に
配
す
る
ば
、
貞
女
輩
に
教
ふ
、
輕
易
に
獨
居
す
べ
か
ら
ず
、

出
入
に
須
べ
か
ら
く
女
伴
有
る
べ
し
と
。
四
に
曰
く
、
聖
母
貞
靜
な
り
、
聖
會

も
亦
た
貞
靜
な
り
、
聖
母
ヨ
セ
フ
に
配
し
、
聖
會
イ
エ
ス
に
配
す
、
彼
れ
此
れ

以
て
相
ひ
表
す
る
に
足
る
。
五
に
曰
く
、
聖
母
ヨ
セ
フ
に
配
す
れ
ば
、
守
貞
者

の
た
め
に
師
表
を
な
す
、
亦
た
婚
嫁
者
の
た
め
に
芳
型
を
立
つ
、
一
舉
に
し
て

兩
善
備
は
る
。

或
は
問
ふ
、
聖
母
と
ヨ
セ
フ
と
眞
に
夫
婦
を
成
す
か
と
。
曰
く
、
夫
婦
の
倫
、

分
に
在
り
、
事
に
在
ら
ず
。
男
女
偕
老
す
る
こ
と
百
年
、
禮
、
伉
儷
を
成
す
は
、

其
の
分
な
り
。
同
居
し
て
子
を
生
む
は
、
其
の
事
な
り
。
譬
へ
ば
男
女
二
人
有

り
、
成
婚
の
後
、
分
居
す
る
こ
と
兄
妹
の
如
く
し
、
數
十
年
を
歴
（
ふ
）
る
も

一
日
の
如
し
、
夫
婦
の
事
無
し
と
雖
も
、
誰
か
其
の
夫
婦
に
非
ざ
る
を
謂
は
ん
。

聖
母
と
ヨ
セ
フ
と
、
亦
た
然
り
。
其
の
事
無
け
れ
ど
、
實
は
其
の
分
有
り
。
故

に
聖
ト
マ
ス
・
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
等
、
皆
な
二
聖
の
配
を
以
て
、
眞
の
夫
婦
と

な
す
と
、
し
か
い
ふ
。
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【
正
文
】

同
居
す
る
こ
と
四
た
び
月
を
閲
し
、
マ
リ
ア
年
十
五
に
い
た
る
。
天
主
、
天
神
ガ
ブ

リ
エ
ル
を
遣
は
し
、
報
じ
て
曰
く
、
ア
ヴ
ェ
、
聖
寵
を
滿
被
す
る
者
よ
、
主
、
爾
と

と
も
に
す
。
女
中
に
爾
、
讚
美
せ
ら
る
、
と
。

【
注
】

聖
ト
マ
ス
謂
く
、
聖
母
始
め
て
胎
す
る
時
、
寵
を
蒙
る
こ
と
極
め
て
多
し
、
よ

り
し
て
大
天
神
・
大
聖
人
の
と
も
に
相
ひ
比
す
る
べ
き
無
し
、
と
。

學
士
乃
ち
進
み
論
じ
て
曰
く
、

「
聖
母
、
世
人
な
り
。
生
前
能
く
功
を
立
つ
る
者
な
り
。
始
め
て
胎
す
る
時
、

寵
を
蒙
る
こ
と
既
に
多
け
れ
ば
、
即
ち
�
を
愛
す
る
こ
と
最
も
熱
く
、
主
に
契

す
る
こ
と
最
も
密
に
し
て
、
意
念
心
思
、
常
に
天
主
に
向
か
ふ
。
私
慾
の
其
の

衷
を
亂
す
無
く
、
疾
病
の
其
の
志
を
分
か
つ
無
し
。
�
、
懋
に
し
て
功
、
崇
し
、

懸
擬
す
る
に
よ
し
無
し
」

と
。
則
ち
聖
寵
と
功
�
と
並
び
儲
し
、
其
の
盛
な
る
こ
と
不
可
思
議
な
り
。

ス
ア
レ
ス
云
く
、「
予
、
想
ふ
、
衆
天
神
・
衆
聖
人
の
寵
、
併
合
し
て
一
と
な

す
も
、
猶
ほ
聖
母
一
人
の
寵
に
及
ば
ず
」

と
。
斯
の
言
、
大
な
り
と
謂
ふ
べ
し
。
聖
リ
ゴ
リ
又
た
謂
は
く
、

「
聖
母
始
め
て
胎
す
る
時
、
寵
を
蒙
る
の
多
き
、
す
で
に
衆
神
聖
併
計
の
數
を

過
ぎ
た
り
」

と
。
是
れ
を
執
り
て
以
て
推
す
に
、
聖
母
の
寵
、
初
胎
よ
り
始
め
と
な
し
、
日

に
ま
す
ま
す
�
え
て
月
に
ま
す
ま
す
積
む
。

垂
老
の
年
に
至
り
、
更
に
凡
そ
幾
（
い
く
ば
）
く
な
る
を
知
ら
ず
。
加
ふ
る
に

イ
エ
ス
降
孕
・
降
誕
・
復
活
・
升
天
、
及
び
聖
神
光
臨
の
日
を
以
て
し
、
聖
母

の
寵
を
受
く
る
こ
と
、
更
に
平
日
よ
り
多
き
な
り
。
神
魂
の
寵
を
受
け
、
兼
ね

て
超
性
の
諸
�
・
聖
神
の
七
恩
を
受
く
る
を
考
ふ
れ
ば
、
則
ち
聖
母
の
寵
を
獲

る
こ
と
最
も
豐
か
に
し
て
、
其
の
超
性
の
諸
�
・
聖
神
の
七
恩
も
亦
た
天
神
・

聖
人
の
上
に
出
づ
。
そ
れ
�
と
寵
と
は
、
立
功
の
具
な
り
。
聖
母
の
寵
�
、
群

れ
を
超
ゆ
、
其
の
一
動
一
言
、
お
の
づ
か
ら
奇
大
の
勲
績
有
り
、
而
し
て
聖
母

の
天
主
を
顯
榮
す
る
は
、
衆
神
聖
を
逾
ゆ
る
こ
と
遠
し
。

〔
聖
神
〕
聖
靈
。

【
正
文
】

マ
リ
ア
、
語
を
聞
き
て
驚
疑
し
、
措
く
所
を
知
ら
ず
。
天
神
告
げ
て
曰
く
、

「
マ
リ
ア
、
畏
る
る
な
か
れ
。
幸
ひ
に
主
寵
を
獲
て
、
將
に
一
子
を
孕
ま
ん
と
す
、

宜
し
く
耶

と
名
づ
く
べ
し
、
必
ず
ダ
ヴ
ィ
デ
の
位
に
登
ら
ん
。
此
れ
天
主
の
フ
ィ

リ
ウ
ス
に
係
る
、
其
の
國
は
無
限
な
り
」

と
。
マ
リ
ア
、
諭
を
聞
い
て
、
何
の
義
な
る
を
解
せ
ず
。
孕
を
受
く
れ
ば
或
は
貞
�

を
損
な
ふ
を
恐
れ
、
因
っ
て
謹
し
ん
で
對
（
こ
た
）
へ
て
曰
く
、

「
婢
、
男
子
を
識
ら
ず
。
子
（
し
）
が
云
ふ
所
、
將
に
何
を
以
て
か
こ
れ
を
行
は
ん

と
す
」

と
。

〔
天
神
〕
天
使
。

〔
フ
ィ
リ
ウ
ス
〕
神
の
子
。

【
注
】

學
士
謂
は
く
、「
聖
母
、
願
を
發
し
貞
を
守
る
は
、
未
だ
成
婚
せ
ざ
る
の
前
に

在
り
、
特
（
た
）
だ
何
年
何
月
な
る
を
知
ら
ざ
る
の
み
。
年
、
婚
期
に
屆
く
に

び
、
天
主
、
聖
母
に
默
示
し
、
ヨ
セ
フ
は
大
�
殊
恒
に
し
て
、
終
に
其
の
貞

�
を
汚
さ
ず
と
知
り
、
始
め
て
敢
へ
て
勉
め
て
古
例
に
遵
（
し
た
が
）
ひ
、
出

で
て
ヨ
セ
フ
に
字
す
。
後
、
天
神
、
降
っ
て
懷
孕
を
報
ず
る
に
、
聖
母
答
ふ
る

（
五
八
）
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に
男
子
を
識
ら
ざ
る
を
以
て
す
。
是
れ
乃
ち
業
（
す
で
）
に
發
願
を
經
た
る
の

証
な
り
」

と
。
ス
ア
レ
ス
等
謂
は
く
、「
聖
母
知
識
初
め
て
開
か
る
る
や
、
便（
す
な
は
）

ち
聖
神
の
導
引
に
從
ひ
、
志
を
立
て
て
貞
を
守
る
。
則
ち
發
願
は
後
に
在
り
、

而
し
て
立
志
は
猶
ほ
初
孕
の
時
に
在
る
な
り
」

と
。

【
正
文
】

天
神
曰
く
、

「
お
の
づ
か
ら
聖
神
の
汝
を
庇
ひ
、
上
主
の
佑
（
た
す
）
け
を
垂
る
る
有
ら
ん
。
且

つ
爾
が
戚
、
イ
ザ
ベ
ラ
を
觀
ず
や
。
平
生
未
だ
孕
ま
ず
、
年
今
高
邁
す
る
に
、
亦
た

已
に
娠
を
受
け
て
六
月
な
り
」

と
。
マ
リ
ア
對
（
こ
た
）
へ
て
曰
く
、

「
主
が
婢
、
茲
に
在
り
、
願
は
く
は
爾
が
言
の
如
く
、
事
を
我
に
成
せ
」

と
。
言
ひ
訖
（
を
は
）
る
や
、
瞬
息
の
間
に
、
天
主
フ
ィ
リ
ウ
ス
、
聖
神
の
功
に
因

り
、
マ
リ
ア
が
胎
内
に
降
り
、
淨
血
化
成
の
體
と
、

（
按
ず
る
に
聖
師
の
公
論
に
、
耶

が
五
官
四
體
、
頃
刻
に
し
て
即
ち
成
る
。
常
人

の
逐
漸
に
生
ず
る
が
如
く
な
ら
ざ
る
な
り
。）

天
主
賦

の
魂
と
に
合
す
。
是
れ
救
世
眞
主
と
爲
す
、
主
性
・
人
性
を
兼
具
す
。

【
正
文
】

是
れ
に
據
れ
ば
則
ち
マ
リ
ア
實
に
吾
が
主
を
生
み
、
天
主
の
母
と
な
る
。
後
に
マ
リ

ア
、
天
神
の
イ
ザ
ベ
ラ
受
孕
の
事
を
言
ふ
を
憶
ひ
、
匆
迫
に
整
齊
し
、
程
に
登
り
往

き
謁
す
。（
ナ
ザ
レ
よ
り
聖
婦
の
家
に
至
る
ま
で
、
約
三
百
餘
里
あ
り
。）

門
に
及
び
、
禮
に
按
じ
て
稱
賀
す
。
イ
ザ
ベ
ラ
、
語
を
聆
（
き
）
き
、
聖
神
の
默
誘

を
蒙
り
、
天
主
、
マ
リ
ア
の
腹
中
に
降
れ
り
と
知
れ
り
。
讚
へ
て
曰
く
、

「
女
中
に
爾
（
な
ん
ぢ
）、
讚
美
さ
る
。
爾
が
胎
子
も
並
び
に
讚
美
さ
る
。
我
れ
何

人
ぞ
、
敢
へ
て
吾
が
主
の
母
の
遠
く
來
り
て
我
を
顧
み
る
に
當
ら
ん
や
。
爾
が
聲
、

甫
（
は
じ
）
め
て
我
が
耳
に
入
る
や
、
嬰
子
胎
に
在
り
て
欣
躍
す
。
天
主
預
許
の
事
、

爾
能
く
其
の
克
く
成
る
を
信
ず
、
福
な
る
か
な
爾
」
と
。

マ
リ
ア
曰
く
、

「
我
が
靈
は
主
を
頌
（
た
た
）
ふ
、
我
が
神
（
し
ん
）
は
我
が
救
世
主
を
欣
悦
す
。

其
の
婢
女
の
微
に
垂
顧
す
る
に
よ
り
、
萬
世
將
に
我
を
頌
へ
て
福
と
爲
さ
ん
と
す
。

蓋
し
全
能
者
、
大
�
を
我
に
展
（
ひ
ろ
）
げ
、
そ
の
聖
名
を
彰
ら
か
に
し
、
世
世
こ

れ
を
敬
畏
す
る
者
に
慈
惠
す
れ
ば
な
り
。
そ
の
臂
を
以
て
大
能
を
顯
（
あ
ら
）
は
し
、

心
志
の
驕
れ
る
者
を
麾
（
き
）
し
、
尊
者
を
黜
（
し
り
）
ぞ
け
て
高
位
よ
り
出
で
し

め
、
�
謙
な
る
者
を
陟
舉
し
、
饑
ゑ
た
る
者
に
は
貨
し
て
以
て
こ
れ
を
實
（
み
た
）

し
、
富
め
る
者
は
乏
し
か
ら
し
め
て
こ
れ
を
遣
る
。
其
の
慈
を
回
憶
す
る
に
、
其
の

僕
イ
ス
ラ
エ
ル
（
ヤ
コ
ブ
）
を
援
救
す
る
こ
と
、
悉
（
こ
と
ご
と
）
く
祖
ア
ブ
ラ
ハ

ム
等
曁
（
お
よ
）
び
後
世
の
子
孫
に
許
せ
る
者
の
如
く
す
」
と
。
祝
し
畢
（
を
は
）

り
、
イ
ザ
ベ
ラ
、
聖
母
を
接
し
て
内
室
に
入
ら
し
め
、
同
居
す
る
こ
と
約
三
月
に
し

て
歸
る
。

【
注
】

ヨ
ハ
ネ
の
誕
生
す
る
時
、
聖
母
已
（
す
で
）
に
返
る
と
否
と
、
學
士
こ
の
論
、

一
に
し
て
足
ら
ず
。
其
の
以
て
已
に
返
る
と
爲
す
者
謂
は
く
、「
天
神
、
聖
母

に
報
じ
て
イ
ザ
ベ
ラ
受
娠
六
月
と
言
ふ
。
聖
經
、
聖
母
の
イ
ザ
ベ
ラ
が
家
に
在

り
て
、
約
居
る
こ
と
三
月
な
り
と
記
す
。
既
に
約
三
月
と
言
へ
ば
、
必
ず
未
だ

三
月
に
滿
た
ず
、
前
の
六
月
と
併
せ
て
こ
れ
を
計
れ
ば
、
尚
ほ
九
月
の
孕
期
に

滿
た
ず
。
則
ち
ヨ
ハ
ネ
の
生
ま
る
る
は
、
聖
母
の
家
に
回
（
か
へ
）
り
て
後
に

在
る
な
り
」
と
。
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聖
ア
ン
ブ
ロ
ジ
ウ
ス
謂
は
く
、「
聖
母
心
を
存
す
る
こ
と
恒
に
靜
か
に
し
て
、

囂
譁
を
痛
絶
す
。
如
（
も
）
し
ヨ
ハ
ネ
の
誕
生
を
待
た
ば
、
行
く
ゆ
く
裙
屐
の

庭
に
盈
ち
、
親
隣
麕
集
す
る
を
見
ん
と
す
。
大
い
に
聖
母
幽
閑
の
度
に
合
は
ず
。

故
に
未
だ
ヨ
ハ
ネ
の
誕
生
を
待
た
ず
、
匆
據
に
家
に
歸
る
」
と
。

其
の
以
て
未
だ
返
ら
ず
と
爲
す
者
謂
は
く
、「
聖
母
、
報
を
領
す
る
の
日
、
聖

婦
（
イ
ザ
ベ
ラ
）
す
で
に
孕
む
こ
と
六
月
な
り
。
既
に
し
て
行
李
を
整
備
し
、

長
途
を
跋
渉
す
る
は
、
又
た
數
日
を
需
（
も
と
）
む
。
約
三
月
を
以
て
こ
れ
を

併
合
す
れ
ば
、
必
ず
九
月
の
久
し
き
有
ら
ん
。
則
ち
ヨ
ハ
ネ
生
ま
る
る
日
、
聖

母
猶
ほ
未
だ
啓
行
せ
ざ
る
こ
と
、
疑
義
を
容
る
る
無
し
」
と
。

況
や
聖
母
の
往
き
て
聖
婦
（
イ
ザ
ベ
ラ
）
に
見
（
ま
み
）
ゆ
る
は
、
專
ら
相
ひ

助
く
る
の
計
の
爲
な
り
。
産
期
こ
こ
に
邇
（
ち
か
）
し
、
助
け
を
需
（
も
と
）

む
る
こ
と
更
に
殷
な
り
。
聖
母
、
情
有
れ
ば
、
能
く
暫
ら
く
高
駕
を
留
め
ざ
ら

ん
や
。
又
た
況
や
ヨ
ハ
ネ
、
天
主
の
特
寵
と
爲
す
、
聖
母
豈
に
こ
れ
を
知
ら
ざ

ら
ん
や
。
既
に
こ
れ
を
知
れ
ば
、
必
ず
音
容
を
一
覩
し
、
聊
か
戀
慕
を
伸
ば
さ

ん
と
欲
せ
ん
。
豈
に
未
だ
覩
ず
し
て
返
る
を
肯
ん
ぜ
ん
や
。

【
正
文
】

初
め
聖
母
の
受
孕
す
る
や
、
ヨ
セ
フ
未
だ
嘗
て
こ
れ
を
知
ら
ず
。
聖
母
の
腹
日
に
起

こ
る
に

（
お
よ
）
び
、
ヨ
セ
フ
大
い
に
疑
慮
を
爲
し
、
解
か
ん
と
欲
す
れ
ど
由
無

し
。
マ
リ
ア
も
亦
た
聖
ヨ
セ
フ
の
憂
心
耿
耿
た
る
を
覺
ゆ
。
但
し
謙
讓
を
以
て
懷
と

爲
し
、
未
だ
敢
へ
て
受
孕
の
事
を
明
言
せ
ず
。
惟
だ
天
主
に
こ
れ
を
慰
め
よ
と
乞
ふ
。

【
注
】

聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
謂
は
く
、
聖
ヨ
セ
フ
、
聖
母
の
大
�
、
必
ず
閨
箴
に
違
犯
せ

ざ
る
を
明
知
す
。
第
（
た
）
だ
先
知
の
士
、
曾
て
貞
女
の
子
を
生
み
、
斯
民
を

救
贖
す
る
を
言
ふ
に
因
り
、
想
へ
ら
く
聖
母
即
ち
是
れ
斯
の
女
な
り
と
、
故
に

自
ら
薄
�
何
ぞ
敢
へ
て
與
（
と
も
）
に
居
せ
ん
や
と
慙
（
は
）
づ
。
こ
こ
に
於

い
て
一
再
躊
躇
し
、
措
く
所
を
知
ら
ず
。
是
れ
ヨ
セ
フ
の
疑
ひ
、
謙
退
よ
り
出

づ
、
怨

の
意
無
き
な
り
。

【
注
】

も
し
ヨ
セ
フ
果
た
し
て
聖
母
を
疑
ふ
と
謂
は
ば
、
是
れ
ヨ
セ
フ
を
淺
視
す
る
こ

と
亦
た
已
に
太
だ
甚
だ
し
、
乃
ち
不
可
な
る
毋
か
ら
ん
や
。
説
者
謂
は
く
聖
母
、

イ
ザ
ベ
ラ
に
謁
す
る
に
、
ヨ
セ
フ
未
だ
嘗
て
隨
行
せ
ざ
れ
ば
、
未
だ
聖
婦
の
讚

美
の
詞
を
聞
か
ず
、
亦
た
未
だ
天
主
降
孕
の
事
を
知
ら
ず
。
此
の
説
、
是
に
近

く
、
學
士
往
往
に
し
て
こ
れ
に
從
ふ
。
或
は
問
ふ
、
ヨ
セ
フ
未
だ
隨
行
せ
ざ
れ

ば
、
聖
母
將
（
は
）
た
誰
と
同
行
す
る
か
と
。
曰
く
、
意
ふ
に
必
ず
使
女
輩
或

は
同
族
の
人
有
り
て
こ
れ
に
隨
ふ
と
。

〔
近
是
〕
も
と
「
近
似
」
に
作
る
。
音
近
く
し
て
誤
っ
た
と
思
は
れ
る
。
今
改

め
る
。

【
正
文
】

い
く
ば
く
も
無
く
し
て
、
天
主
一
天
神
を
發
し
、
ヨ
セ
フ
が
室
に
臨
ん
で
聖
母
受
孕

の
奇
を
以
て
、
夢
中
に
曉
諭
せ
し
む
。
こ
こ
に
於
い
て
恍
然
と
し
て
領
悟
し
、
日
後

ま
す
ま
す
聖
母
を
敬
ふ
。
産
期
將
に
至
ら
ん
と
す
る
に

び
、
た
ま
た
ま
西
國
の
總

王
、
令
を
國
中
に
下
す
。
人
民
お
の
お
の
本
郷
に
返
り
、
報
册
も
て
京
に
送
り
、
重

ね
て
版
籍
を
修
め
し
む
。
ヨ
セ
フ
と
聖
母
と
、
も
と
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
郡
の
人
な
り
、
令

に
從
ふ
に
樂
な
り
。
隆
冬
凛
烈
に
し
て
、
道
途
修
阻
す
と
雖
も
、
束
裝
し
て
道
に
就

く
。

〔
西
國
總
王
〕
ロ
ー
マ
皇
帝
。

（
六
〇
）
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【
注
】

聖
ベ
ル
ナ
ル
ト
と
教
中
の
諸
學
士
と
謂
は
く
、「
聖
母
の
懷
孕
す
る
は
、
迥（
は

る
）
か
に
常
人
に
異
な
る
。
厥
の
月
將
に
彌
（
み
）
た
ん
と
し
て
、
聖
胎
外
に

著
は
る
と
雖
も
、
而
も
康
強
輕
捷
な
る
こ
と
、
往
時
に
異
な
る
無
し
。
ナ
ザ
レ

よ
り
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
郡
に
往
き
、
山
に
陟
り
嶺
を
過
ぎ
、
行
走
す
る
こ
と
自
如
た

り
。
他
婦
の
重
滯
困
頓
し
、
歩
履
に
艱
し
む
が
ご
と
く
な
ら
ず
」
と
。

【
正
文
】

冬
至
後
三
日
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
城
下
に
い
た
る
。
時
に
行
人
充
斥
し
、
逆
旅
の
納
る
る

を
肯
ず
る
者
無
し
。
二
聖
す
な
は
ち
山
穴
に
宿
る
。
こ
の
夜
の
半
ば
、
産
期
已
に
屆

く
。
聖
母
獨
り
幽
隅
に
處
り
、
默
し
て
上
主
に
祈
る
。
少
頃
に
し
て

副
の
患
ひ
無

く
、
聖
子
を
誕
生
す
。
未
だ
貞
身
を
損
は
ず
、
依
然
と
し
て
處
女
な
り
。
こ
れ
を
譬

ふ
る
に
日
光
の
玻
璃
瓶
に
出
入
し
て
、
玻
璃
の
完
好
な
る
こ
と
故
の
如
き
な
り
。

【
夾
注
】

ス
ア
レ
ス
日
く
、
耶
蘇
始
め
て
生
ま
る
る
や
、
殆
ど
天
神
の
手
に
接
抱
し
、
聖

母
に
恭
授
す
る
な
り
、
と
。

〔
殆
〕
推
測
の
辭
。

【
正
文
】

聖
母
、
襁
褓
を
以
て
聖
子
を
裹
（
つ
つ
）
み
、
か
り
に
馬
槽
に
置
く
。
先
づ
臣
禮
を

盡
く
し
て
こ
れ
を
拜
し
、
繼
い
で
母
情
を
以
て
こ
れ
を
懷
（
い
だ
）
く
。
聖
ヨ
セ
フ
、

其
の
奇
を
目
撃
し
、
恪
敬
す
る
こ
と
至
極
な
り
。
誕
後
第
八
日
に

び
、
古
教
の
例

に
遵
ひ
、
割
損
の
禮
を
行
な
ふ
、
名
を
耶

と
稱
ふ
、
譯
す
れ
ば
救
世
者
を
言
ふ
。

〔
裹
〕
も
と
裏
に
作
る
。
今
改
め
る
。

【
注
】

按
ず
る
に
聖
母
、
淨
血
を
以
て
耶

が
體
を
成
し
、
又
た
氣
血
を
以
て
其
の
長

ず
る
を
助
け
、
己
が
乳
を
以
て
其
の
生
を
養
ふ
。
是
れ
耶

の
身
、
實
に
聖
母

こ
れ
を
生
む
。
而
し
て
他
日
聖
血
を
傾
流
し
、
世
人
を
救
贖
し
、
功
を
立
つ
る

こ
と
無
量
に
し
て
、
耀
を
獲
る
こ
と
無
窮
な
り
。
復
た
聖
體
の
事
蹟
を
建
て
、

神
靈
を
涵
養
す
。
其
の
原
を
推
す
に
、
皆
な
聖
母
よ
り
出
づ
。

論
者
謂
は
く
、「
聖
三
は
聖
母
と
最
も
相
ひ
親
密
な
り
、
他
聖
比
擬
す
る
能
は

ず
」
と
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
聖
父
、
無
始
の
間
に
於
い
て
、
聖
子
を
生
ん
で
第

二
位
と
な
す
。
聖
母
、
吾
主
の
聖

を
生
む
は
、
第
二
位
に
合
す
。
是
れ
聖
父

と
聖
母
と
、
一
は
主
と
な
し
、
一
は
人
と
な
し
、
相
ひ
去
る
こ
と
無
窮
な
る
も
、

而
も
職
任
を
以
て
言
は
ば
、
並
び
論
ず
べ
き
に
似
た
り
。
此
れ
聖
母
、
聖
父
と

相
ひ
親
し
き
な
り
。

聖
母
は
聖
子
と
骨
肉
の
誼
み
有
り
、
毛
に
屬
（
し
ょ
く
）
し
裏
に
離
（
り
）
し
、

氣
血
相
ひ
通
ず
。
情
意
の
摯
な
る
、
更
に
常
人
を
逾
ゆ
る
こ
と
遠
く
甚
だ
し
。

此
れ
聖
母
、
聖
子
と
相
ひ
親
し
き
な
り
。

凡
そ
天
主
外
發
の
工
は
、
皆
な
聖
三
共
に
作
す
。
但
し
聖
經
の
義
に
按
ず
る
に
、

事
功
の
權
能
を
顯
は
す
者
は
聖
父
に
歸
す
。
智
謀
を
顯
は
す
者
は
聖
子
に
歸
す
。

仁
慈
を
顯
は
す
者
は
聖
神
に
歸
す
。
聖
母
の
子
を
生
む
は
、
最
も
主
が
慈
を
顯

は
す
。
聖
神
の
功
、
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
莫
（
な
）
し
。
此
れ
聖
母
、
聖
神
と

相
ひ
親
し
き
な
り
。

聖
ト
マ
ス
云
ふ
有
り
、

「
天
主
の
尊
は
無
窮
な
り
、
即
ち
天
主
母
の
尊
も
亦
た
無
窮
な
り
」

と
。
聖
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
云
は
く
、

「
天
主
能
く
別
に
天
地
、
現
有
の
天
地
よ
り
も
大
な
る
を
生
ず
。
別
に
一
母
、
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更
に
天
主
の
母
よ
り
尊
き
を
生
ず
る
能
は
ず
。
夫
れ
尊
は
敬
の
本
と
な
す
、
聖

母
既
に
寵
と
位
と
並
び
尊
く
、
諸
神
聖
を
超
ゆ
れ
ば
、
即
ち
吾
人
の
聖
母
を
敬

拜
す
る
も
、
亦
た
當
に
衆
神
聖
の
上
に
在
る
べ
し
。
故
に
聖
教
、
聖
母
を
敬
禮

す
る
こ
と
、
恒
に
他
聖
人
を
逾
ゆ
る
な
り
」
と
。

【
正
文
】

東
國
の
三
王
、
天
に
異
星
の
懸
か
る
を
見
て
、
知
る
是
れ
大
主
初
生
の
兆
な
り
と
。

乃
ち
千
里
を
遠
し
と
せ
ず
、
躬
自
（
み
づ
か
）
ら
來
朝
す
。
黄
金
・
乳
香
・
沫
藥
三

事
を
出
だ
し
、
虔
誠
に
貢
獻
し
、
俯
せ
て
拜
し
稱
頌
す
。
聖
母
、
三
王
を
接
見
し
、

愉
悦
に
勝
へ
ず
。
後
、
古
教
の
規
に
從
ひ
、
靜
居
す
る
こ
と
四
十
日
、
戸
庭
を
出
で

ず
。
繼
い
で
乃
ち
子
を
抱
き
て
堂
に
獻
じ
、
滌
潔
の
禮
を
行
な
ふ
。

【
夾
注
】

聖
母
、
童
貞
に
し
て
子
を
生
む
、
何
の
汚
れ
か
こ
れ
有
ら
ん
。
惟
だ
古
例
に
遵

循
し
、
守
法
を
以
て
後
人
に
教
ふ
る
な
り
。

【
正
文
】

た
ま
た
ま
大
�
の
士
シ
メ
オ
ン
・
賢
嫗
ア
ン
ナ
、
皆
な
主
の
默
感
を
蒙
り
、
來
り
て

耶

を
迎
ふ
。
シ
メ
オ
ン
、
耶

を
接
抱
し
、
聖
母
に
謂
ひ
て
曰
く
、

「
斯
の
子
は
正
鵠
の
如
く
然
り
、
世
人
の
射
る
所
と
な
る
。
將
に
利
刃
有
り
て
爾
が

心
を
刺
さ
ん
と
す
」

と
。
聖
母
、
語
を
聞
き
、
五
中
に
銘
刻
す
。
旋
（
つ
）
い
で
耶

を
懷
き
て
里
に
回

る
。

ユ
ダ
ヤ
王
ヘ
ロ
デ
、
新
主
誕
生
す
と
聞
き
、
其
の
位
を
簒
す
る
を
恐
れ
、
令
を
ベ
ツ

レ
ヘ
ム
郡
に
下
す
、
凡
そ
二
歳
以
下
の
男
子
は
、
盡
く
殺
し
て
遺
す
無
か
れ
と
。
主
、

天
神
に
命
じ
、
夢
に
ヨ
セ
フ
に
示
し
、
亟
（
す
み
）
や
か
に
王
が
害
を
避
け
し
む
。

ヨ
セ
フ
、
夜
に
連
な
っ
て
首
途
し
、
聖
母
・
耶

と
偕
（
と
も
）
に
エ
ジ
プ
ト
國
に

往
く
。
櫛
風
沐
雨
し
、
窘
難
備
（
つ
ぶ
）
さ
に
嘗
む
。

【
注
】

或
は
謂
は
く
、「
聖
母
、
主
を
獻
じ
て
後
、
エ
ル
サ
レ
ム
よ
り
頓
み
に
即
ち
程

を
起
こ
し
、
前
（
す
す
）
み
て
エ
ジ
プ
ト
國
に
往
く
」
と
。
此
の
説
未
だ
憑
と

な
す
べ
か
ら
ず
。
今
の
註
經
家
、
概
ね
謂
は
く
、「
聖
母
、
仍
（
な
）
ほ
ナ
ザ

レ
に
回
り
、
安
居
す
る
こ
と
如
干
日
に
し
て
、
始
め
て
ヘ
ロ
デ
の
患
ひ
有
り
」

と
。

難
ず
る
者
曰
く
、

「
ヘ
ロ
デ
王
、
早
く
に
新
主
誕
生
を
聞
き
、
隣
國
の
三
王
も
又
た
一
た
び
去
っ

て
返
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
王
心
焦
灼
し
、
刻
も
待
つ
に
及
ば
ざ
ら
ん
。
豈
に
俟
つ

こ
と
數
十
日
、
或
は
數
月
の
後
、
始
め
て
殺
孩
令
を
下
す
を
肯
ぜ
ん
や
」

と
。
曰
く
、

「
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
嘗
て
此
の
疑
ひ
を
設
く
、
已
に
し
て
自
ら
解
き
て

曰
く
、
ヘ
ロ
デ
一
日
萬
幾
、
未
だ
必
ず
し
も
常
に
新
主
を
思
は
ず
。
殆
ど
其
の

心
を
他
務
に
馳
せ
、
未
だ
こ
こ
に
及
ぶ
に
暇
あ
ら
ず
、
故
に
聖
母
、
禮
を
京
中

に
行
な
ひ
て
、
仍
ほ
梓
里
に
回
る
な
り
」

と
。

【
正
文
】

既
に
エ
ジ
プ
ト
の
境
に
入
る
や
、
土
人
、
聖
母
が
大
�
に
感
じ
、
咸
な
相
ひ
敬
愛
す
。

如
干
の
載
を
閲
し
（
或
は
七
年
と
云
ふ
）、
天
神
復
た
聖
家
を
引
き
、
こ
こ
に
故
國

に
旋
（
か
へ
）
ら
し
む
。
初
め
ガ
リ
ラ
ヤ
に
居
り
、
後
、
ナ
ザ
レ
に
居
る
。
毎
年
聖

母
と
ヨ
セ
フ
と
京
に
晉
み
て
瞻
禮
し
、
耶

と
も
に
往
く
。
耶

年
十
二
の
と
き
、

京
に
赴
き
て
瞻
禮
し
畢
る
に
、
聖
母
と
ヨ
セ
フ
と
衆
に
隨
ひ
て
こ
こ
に
旋
る
。
耶

（
六
二
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獨
り
留
ま
り
、
二
聖
知
ら
ざ
る
な
り
。

二
聖
の
寓
に
抵
る
に
及
び
、
始
め
て
耶

を
失
ふ
を
覺
（
さ
と
）
る
。
遍
ね
く
索
む

る
も
踪
無
く
、
憂
心

（
や
）
く
が
如
し
。
第
三
日
早
き
に
、
復
た
殿
中
に
入
る
（
第

一
日
、
寓
に
回
り
、
第
二
日
、
寓
よ
り
エ
ル
サ
レ
ム
に
返
る
。
故
に
第
三
日
早
き
に
、

始
め
て
殿
に
入
る
）、
耶

の
高
士
の
間
に
坐
し
て
、
經
旨
を
問
ふ
に
答
へ
、
侃
侃

と
し
て
談
ず
る
を
見
る
。

聖
母
呼
び
て
曰
く
、

「
吾
が
子
、
爾
ぢ
何
ぞ
我
を
離
る
る
か
。
爾
ぢ
が
父
と
我
と
、
爾
ぢ
を
覓
め
て
憔
灼

す
る
な
り
」

と
。

（
先
づ
爾
が
父
と
言
ひ
、
後
に
我
と
言
ふ
、
亦
た
ヨ
セ
フ
を
敬
ふ
意
な
り
。）

耶

曰
く
、

「
な
ん
す
れ
ぞ
我
を
覓
む
や
。
豈
に
知
ら
ず
や
、
聖
父
の
事
の
在
る
所
、
わ
れ
當（
ま

さ
）
に
躬
（
み
づ
か
）
ら
こ
れ
に
與
（
く
み
）
す
る
を
」

と
。
言
ひ
訖
（
を
は
）
り
、
二
聖
と
ナ
ザ
レ
に
回
り
、
操
作
起
居
し
て
恒
に
厥
（
そ
）

の
命
に
順
ふ
。
聖
母
、
神
（
し
ん
）
を
凝
ら
し
て
欽
仰
し
、
諸
事
を
と
り
て
切
に
心

に
記
す
。

統
計
す
る
に
十
八
年
、
耶

と
聖
母
と
言
行
如
何
な
り
や
、
聖
經
未
だ
嘗
て
詳
載
せ

ず
。
然
れ
ど
も
理
に
據
り
て
以
て
推
す
に
、
聖
母
日
に
耶

と
處
り
、
心
心
相
ひ
印

し
、
念
念
相
ひ
求
む
、
其
の
謙
恭
親
愛
、
端
肅
慈
祥
、
道
を
論
じ
工
を
作
し
、
跪
づ

き

り
叙
談
す
る
等
、
一
と
し
て
洪
功
至
�
に
非
ざ
る
無
し
。
天
堂
を
除
く
の
外
、

更
に
聖
善
の
地
の
聖
母
の
家
中
の
如
き
者
無
し
。
特
（
た
だ
）
に
旁
人
の
觀
感
の
み

な
ら
ず
、
諸
天
神
も
亦
た
當
に
訝
異
（
が
い
）
欽
慕
す
る
こ
と
、
言
状
す
べ
か
ら
ざ

る
べ
し
。

但
し
世
間
は
福
を
享
く
る
の
地
に
非
ず
、
況
や
耶

、
清
貧
も
て
標
を
樹
（
た
）
て
、

萬
世
の
儀
型
と
な
る
。
故
を
以
て
聖
家
の
中
、
擔
石
も
儲
け
無
し
、
極
め
て
窘
乏
を

形
（
あ
ら
）
は
す
。
聖
ヨ
セ
フ
、
日
に
梓
人
の
業
を
以
て
、
値
ひ
少
し
許
り
を
得
て
、

用
っ
て
餬
口
に
資
す
。
聖
母
と
耶

と
も
亦
た
操
作
す
る
こ
と
殷
勤
に
し
て
、
始
め

て
克
く
自
給
す
。

【
注
】

學
士
ス
ア
レ
ス
云
は
く
、

「
論
者
謂
は
く
、
聖
母
以
下
、
惟
だ
ヨ
セ
フ
の
�
最
も
大
な
り
と
。
聖
經
未
だ

嘗
て
言
は
ず
と
雖
も
、
而
も
此
の
事
、
頗
る
憑
信
す
る
に
堪
へ
た
り
。
蓋
し
凡

そ
天
主
の
大
任
を
人
に
降
す
や
、
必
ず
其
の
職
に
稱
（
か
な
）
ふ
の
寵
を
與
（
あ

た
）
ふ
。
ヨ
セ
フ
は
聖
母
が
淨
配
、
耶

の
鞠
父
と
な
す
、
當
に
聖
母
を
保
護

し
、
其
の
貞
靜
を
全
う
せ
し
む
べ
し
。
又
た
當
に
耶

を
撫
養
し
、
日
後
に
救

世
の
大
功
を
成
さ
し
む
べ
し
。
責
任
の
重
き
、
こ
れ
よ
り
甚
だ
し
き
は
莫
し
。

則
ち
主
寵
特
（
ひ
と
）
り
隆
く
、
他
聖
を
逾
ゆ
る
こ
と
知
る
べ
し
」
と
。

又
た
耶

、
聖
�
の
源
と
な
す
、
聖
母
、
諸
�
の
表
と
な
す
、
愈
よ
こ
れ
に
親

め
ば
愈
よ
其
の
化
を
被
る
。
古
へ
よ
り
聖
人
、
未
だ
耶

・
聖
母
に
密
邇
す
る

こ
と
、
大
聖
ヨ
セ
フ
の
如
き
者
有
ら
ず
。
則
ち
其
の
�
行
の
崇
巍
な
る
、
從
っ

て
想
見
す
べ
し
。
耶

云
は
く
、「
勺
水
を
以
て
小
子
に
與
ふ
れ
ば
、
必
ず
其

の
報
い
を
獲
（
え
）
ん
」
と
。
況
や
聖
ヨ
セ
フ
、
半
生
拮
据
し
、
耶

を

養

す
。
吾
主
こ
れ
を
寵
す
る
こ
と
、
必
ず
他
聖
に
過
ぎ
て
、
而
し
て
聖
�
こ
れ
に

因
り
猛
長
せ
ん
。

又
た
教
中
の
公
論
、「
聖
母
を
敬
す
れ
ば
必
ず
靈
佑
を
獲
ん
」
と
。
ヨ
セ
フ
た

だ
に
こ
れ
を
敬
す
る
の
み
な
ら
ず
、
抑
（
そ
も
そ
）
も
且
つ
こ
れ
を
助
く
。
聖
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母
必
ず
天
主
に
代
求
し
、
恩
を
ヨ
セ
フ
に
加
へ
し
め
ん
。
而
し
て
�
は
恩
寵
の

效
と
な
す
、
自
然
日
に
ま
す
ま
す
�
高
す
。

【
正
文
】

聖
母
と
ヨ
セ
フ
と
、
淨
配
た
り
と
雖
も
、
其
の
恩
誼
の
篤
き
、
尋
常
の
夫
婦
に
萬
倍

す
。
越
え
て
如
干
載
に
し
て
、
ヨ
セ
フ
年
老
い
力
衰
へ
、
一
た
び
病
む
や
起
た
ず
。

聖
母
親
ら
其
の
終
を
送
り
、
哀
悼
に
勝
へ
ず
。

耶

年
三
十
に
し
て
、
四
方
に
宣
教
し
、
本
國
を
周
行
す
。
親
串
あ
り
て
新
た
に
婚

す
、
耶

と
聖
母
と
を
延
（
ま
ね
）
き
て
讌
に
赴
か
し
む
。
席
間
酬
酢
す
る
こ
と
方

に
慇
な
る
に
、
酒
忽
と
し
て

く
る
を
告
ぐ
。
聖
母
こ
れ
を
知
り
、
良
（
ま
こ
と
）

に
忍
び
ず
。
耶

に
告
げ
て
曰
く
、「
酒
乏
し
」
と
。
耶

答
へ
て
曰
く
、「
婦
人
よ
、

余
が
時
未
だ
至
ら
ず
、
此
の
事
何
ぞ
爾
ぢ
と
我
と
に
預
せ
ん
や
」
と
。

【
夾
注
】

耶

、
聖
母
を
呼
び
て
婦
と
な
す
は
、
輕
賤
の
詞
に
非
ず
。
乃
ち
以
て
、
奇
を

行
な
ひ
異
を
顯
は
す
は
、
天
主
の
神
力
よ
り
出
で
、
婦
人
の
生
む
所
の
性
の
冐

昧
に
從
事
す
べ
き
に
非
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
。
耶

の
意
は
日
ふ
が
ご
と
し
、

「
爾
ぢ
婦
人
な
る
の
み
。
爾
ぢ
が
我
に
與
ふ
る
所
の
者
も
亦
た
人
性
な
る
の
み
。

今
爾
ぢ
が
懇
す
る
所
、
人
性
の
能
く
及
ぶ
所
に
非
ず
。
烏
（
い
づ
く
）
ん
ぞ
思

は
ざ
る
べ
き
」
と
。

【
正
文
】

聖
母
、
聖
意
を
默
會
し
、
僕
人
に
囑
し
て
耶

が
命
を
聆
か
し
む
。
少
頃
に
し
て
耶

、
水
を
六
�
に
注
が
し
め
、
旨
酒
に
變
ぜ
し
む
。
倏
忽
の
間
、
已
に
醇
醪
と
な
る
。

司
席
者
未
だ
其
の
故
を
知
ら
ず
、
大
い
に
こ
れ
を
異
と
す
。
是
れ
耶

、
奇
を
行
な

ふ
の
始
め
と
な
す
。
聖
母
の
其
の
端
を
開
く
に
よ
り
、
從
っ
て
知
る
聖
母
の
天
主
に

代
求
す
る
や
、
言
と
し
て
虚
出
す
る
無
し
と
。
凡
そ
人
の
聖
母
に
懇

す
る
や
、
所

望
に
副
は
ざ
る
有
る
こ
と
鮮
（
す
く
な
）
し
。

【
注
】

聖
母
の
祈

す
る
は
、
亦
た
耶

の
功
を
藉
（
か
）
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其

の
益
效
、
迥
（
は
る
）
か
に
他
聖
に
異
な
る
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
天
神
・
聖
人
、

人
に
代
り
て
主
に
祈
る
は
、
猶
ほ
臣
の
君
に
求
め
、
僕
の
主
に
求
む
る
が
ご
と

し
。
聖
母
は
聖
子
の
生
母
と
な
す
、
聖
子
に
求
む
る
は
母
の
子
に
求
む
る
が
如

く
、
言
聽
か
れ
計
從
ふ
こ
と
、
勢
の
必
ず
至
る
所
な
り
。

ス
ア
レ
ス
謂
は
く
、「
聖
母
の

る
は
、
衆
神
聖
の
共
に

る
よ
り
も
靈
な
り
。

譬
へ
ば
聖
母
の
一
事
を
求
む
る
や
、
天
朝
を
舉
（
こ
ぞ
）
る
天
神
・
聖
人
皆
な

不
可
と
曰
ふ
に
、
天
主
寧
ろ
衆
神
聖
を
拂
ふ
も
、
聖
母
に
垂
允
す
る
が
如
し
。

噫
。
聖
母
の
權
、
誠
に
大
な
る
哉
」
と
。

竊
か
に
謂
（
お
も
）
へ
ら
く
、
代

に
は
必
ず
三
事
を
須
（
ま
）
つ
、
而
し
て

聖
母
兼
ね
て
こ
れ
有
り
、

び
に
其
の
極
み
に
造
（
い
た
）
る
。
代

す
る
者

須
ら
く
主
に
寵
せ
ら
る
べ
し
、
斯
に
進
言
必
ず
納
れ
ら
る
る
を
望
む
べ
し
。
乃

ち
聖
母
の
主
に
寵
せ
ら
る
る
こ
と
、
實
に
衆
神
聖
の
上
に
在
り
、
一
な
り
。
代

す
る
者
須
ら
く
我
人
の
困
阨
を
知
る
べ
し
。
聖
母
天
に
在
り
て
主
に
見
（
ま

み
）
え
、
即
ち
天
主
の
性
體
よ
り
、
世
人
の
窘
難
を
灼
見
し
、
纖
屑
も
遺
す
無

し
、
他
聖
に
較
べ
て
更
に
明
徹
と
な
す
、
二
な
り
。
代

す
る
者
須
ら
く
慈
悲

の
心
有
る
べ
し
、
斯
に
其
の
心
力
を
用
ゐ
る
を
肯
ん
ず
。
聖
母
、
世
人
の
主
保

に
し
て
、
救
世
主
の
生
母
と
な
す
、
人
を
愛
す
る
こ
と
他
聖
に
萬
倍
す
、
（
あ
）

に
代
求
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
の
理
有
ら
ん
、
三
な
り
。

前
の
聖
人
は
聖
母
の
慈
祥
を
張
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
幾
（
ほ
と
）
ん
ど
詞
の
以

（
六
四
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て
白
す
る
無
し
。
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
謂
は
く
、

「
聖
母
の
仁
、
遠
廣
高
深
に
し
て
、
よ
く
度
量
す
る
莫
し
。
遠
き
は
則
ち
今
日

よ
り
世
末
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
に
求
め
て
應
ぜ
ざ
る
無
し
。
廣
き
は
則
ち
普
世

の
萬
方
、
地
と
し
て
其
の
恩
澤
に
沐
せ
ざ
る
無
し
。
高
き
は
則
ち
上
天
の
人
、

並
び
に
厚
惠
に
沾
（
う
る
ほ
）
ふ
。
深
き
は
則
ち
暗
に
居
す
る
の
靈
、
幸
ひ
に

救
援
を
獲
る
な
り
」
と
。

聖
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
ニ
コ
メ
デ
ィ
ア
謂
は
く
、「
聖
母
の
大
權
、
能
く
攻
め
敵
す

る
莫
し
。
聖
母
の
大
力
、
能
く
阻
止
す
る
無
し
」
と
。

聖
人
ゲ
ル
マ
ヌ
ス
と
致
命
イ
グ
ナ
チ
オ
と
皆
な
言
は
く
、「
世
人
の
升
天
す
る

は
、
一
と
し
て
聖
母
の
佑
け
に
頼
ら
ざ
る
無
し
」
と
。

聖
ベ
ル
ナ
ル
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
又
た
謂
は
く
、「
世
人
の
寵
を
受
く
る
は
、
必

ず
聖
母
の
手
を
經
る
な
り
」
と
。

〔
聖
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
ニ
コ
メ
デ
ィ
ア
〕
ニ
コ
メ
デ
ィ
ア
の
聖
グ
レ
ゴ
リ
オ
。
リ

ゴ
リ
著
「
マ
リ
ア
の
榮
え
」（L

e
glorie

di
M

aria

）
第
一
章
第
六
頁
に
見
え
る
。

〔
聖
ゲ
ル
マ
ヌ
ス
〕
西
暦
六
世
紀
、
パ
リ
大
司
教
。

〔
致
命
イ
グ
ナ
チ
オ
〕
古
代
ロ
ー
マ
迫
害
時
代
の
殉
教
者
。
シ
リ
ア
の
ア
ン
チ

オ
ケ
の
人
。

〔
聖
ベ
ル
ナ
ル
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
〕
ア
ン
ト
ニ
ー
の
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
。
不
明
。

此
れ
聖
母
に
求
め
ざ
れ
ば
、
必
ず
寵
を
得
ず
と
謂
ふ
に
非
ず
。
第
（
た
）
だ
聖

母
、
至
大
の
主
保
に
し
て
、
萬
民
を
汎
愛
し
、
微
と
し
て
至
ら
ざ
る
無
き
に
よ

り
、
人
の
求
む
る
を
待
た
ず
し
て
先
に
衆
人
の
た
め
に

る
。
故
に
天
主
、
耶

の
功
と
聖
母
の

り
と
を
視
て
、
甘
ん
じ
て
人
に
聖
寵
を
與
（
あ
た
）
ふ
。

こ
れ
由
り
こ
れ
を
推
せ
ば
、
耶

は
首
（
か
う
べ
）
の
如
く
然
り
、
聖
母
は
頸

の
如
く
然
り
、
衆
信
人
は
身
の
如
く
然
り
。
天
主
の
聖
寵
、
皆
な
頸
よ
り
身
に

入
る
。

【
正
文
】

耶

、
教
へ
を
傳
ふ
る
時
、
母
子
相
ひ
離
れ
、
未
だ
能
く
朝
夕
に
遇
は
ず
。
然
れ
ど

も
耶

、
間
時
に
歸
省
す
る
は
、
想
ひ
て
知
る
べ
し
。

【
注
】

聖
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ウ
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ド
謂
は
く
、

「
耶

、
傳
教
す
る
こ
と
三
年
の
間
に
於
い
て
、
カ
ペ
ナ
ウ
ム
城
に
住
す
る
こ

と
多
き
に
居
す
。
聖
母

（
し
ば
し
）
ば
往
き
て
こ
れ
に
謁
し
、
用
っ
て
忱
悃

を
舒
ぶ
。
又
た
復
た
駕
に
隨
っ
て
從
行
し
、
遍
ね
く
他
邑
を
歴
（
へ
）
た
り
。

一
に
則
ち
聖
諭
を
聆
き
、
一
に
則
と
日
用
を
供
す
。
耶

、
エ
ル
サ
レ
ム
・
ヨ

ル
ダ
ン
河
畔
に
往
く
と
き
、
聖
母
皆
な
と
も
に
在
り
。

〔
聖
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ウ
ス
・
ベ
ル
ナ
ル
ド
〕
ベ
ル
ナ
ル
ド
の
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ウ
ス
。

不
明
。

【
正
文
】

經
に
記
す
、
耶

の
聖
訓
を
宣
講
す
る
や
、
一
日
、
聖
母
、
門
弟
と
往
き
て
こ
れ
を

觀
る
。
多
人
門
戸
に
擁
擠
し
、
充
塞
し
て
入
る
能
は
ず
。
人
有
り
耶

に
告
げ
て
曰

く
、

「
爾
ぢ
が
母
曁
び
兄
弟
、
門
外
に
鵠
立
し
、
汝
と
も
の
い
は
ん
と
欲
す
」

と
。
耶

曰
く
、

「
誰
か
我
が
母
と
な
す
、
誰
か
我
が
兄
弟
と
な
す
や
」

と
。
手
を
舉
げ
て
門
弟
を
指
し
て
曰
く
、

「
斯
れ
乃
ち
我
が
母
、
我
が
弟
な
り
。
凡
そ
天
に
い
ま
す
我
が
父
の
旨
を
行
な
ふ
は
、

即
ち
我
が
弟
、
我
が
妹
、
我
が
母
と
な
す
」

と
。

〔
經
〕
マ
ル
コ
福
音
書
。
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〔
與
門
弟
往
觀
之
〕
門
弟
は
誤
り
。
兄
弟
に
作
る
を
正
と
す
る
。

〔
指
門
弟
〕
聽
講
者
ら
を
指
さ
し
て
。

耶

の
こ
れ
を
言
ふ
は
、
聖
母
を
輕
視
す
る
に
非
ず
。
乃
ち
以
て
神
魂
の
親
し
き
は

更
に
骨
肉
の
誼
み
よ
り
も
貴
（
た
っ
と
）
き
を
明
ら
か
に
す
。
意
に
謂
は
く
「
爾
ぢ

が
曹
（
と
も
が
ら
）、
た
だ
我
を
生
む
者
の
我
が
母
た
り
て
、
我
と
同
宗
の
者
の
我

が
兄
弟
た
る
を
知
る
。
殊
に
知
ら
ず
、
聖
父
の
旨
を
承
行
し
、
我
を
認
め
て
聖
父
の

子
と
な
し
、
神
魂
に
福
を
獲
て
、
永
く
我
と
偕
に
す
る
は
、
其
の
誼
み
大
い
に
戚
の

誼
み
に
愈
（
こ
）
ゆ
。
我
が
生
母
と
宗
弟
と
は
固
よ
り
大
福
を
獲
た
り
。
然
れ
ど
も

た
だ
に
骨
肉
の
故
を
以
て
に
非
ざ
る
な
り
。

經
に
記
す
、
耶

受
難
の
期
已
に
邇
（
ち
か
）
き
に
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
前
赴
し
て
梢

も
畏
避
せ
ず
。
是
の
時
に
あ
た
り
、
匪
徒
、
耶

を
毒
恨
し
、
必
ず
こ
れ
を
死
地
に

置
か
ん
と
欲
す
。
聖
母
こ
れ
を
聞
き
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
即
ち
道
に
就
き
、
エ
ル
サ
レ

ム
に
往
く
。
至
る
に
お
よ
び
、
耶

已
に
逮
せ
ら
る
。

【
注
】

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
黙
想
書
と
、
ブ
リ
ジ
ッ
テ
の
默
啓
記
と
に
據
れ
ば
、
耶

の
柱
に
繋
が
れ
鞭
を
受
く
る
や
、
聖
母
、
旁
に
在
り
て
親
（
み
づ
か
）
ら
見

る
。

【
正
文
】

耶

の
十
字
架
を
負
ひ
て
城
を
出
づ
る
に

び
、
聖
母
、
疾
を
力
め
て
こ
れ
に
踵
ぎ
、

道
に
遇
ひ
、
耶

、
塵
埃
の
面
を
掩
ひ
、
聖
血
淋
漓
た
る
を
見
る
。
一
時
に
涙
を
流

し
て
心
を
痛
む
る
こ
と
、
口
舌
に
能
く
宣
述
す
る
所
に
非
ず
。

【
注
】

學
士
謂
は
く
、「
聖
母
神
魂
超
拔
に
し
て
、
仰
げ
ば
聖
三
に
契
す
。
哀
慘
至
極

に
し
て
涙
を
流
す
こ
と
注
ぐ
が
如
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
號

絮
聒
の
聲
、
從

り
て
未
だ
一
た
び
も
口
よ
り
出
で
ず
」
と
。

【
正
文
】

こ
の
時
、
良
家
の
婦
若
干
輩
有
り
、
耶

の
難
を
被
る
を
見
て
、
代
り
に
爲（
た
め
）

に
傷
懷
す
。
蓋
し
女
子
惻
隱
の
心
、
一
時
に
流
露
す
。
以
て
聖
母
の
憂
ひ
に
比
す
べ

き
に
非
ざ
る
な
り
。
耶

、
架
に
懸
か
る
時
、
聖
母
、
架
旁
に
站
立
し
、
數
聖
女
と

と
も
に
悲
悼
す
る
こ
と
深
し
、
涕
涙
交
も
流
る
。

【
注
】

論
者
謂
は
く
、
聖
母
の
痛
み
、
七
事
に
即
き
て
以
て
こ
れ
を
思
ふ
べ
し
。
一
に

曰
く
、
常
人
は
母
有
り
又
た
父
有
り
。
其
の
誼
分
か
た
れ
、
其
情
も
亦
た
減
ず
。

獨
り
聖
母
の
み
然
ら
ず
。
子
を
生
む
こ
と
人
の
道
に
由
ら
ず
、
其
の
子
を
愛
す

る
の
情
、
常
人
に
勝
る
。
即
ち
子
を
憂
ふ
の
心
も
凡
衆
を
超
ゆ
。

二
に
曰
く
、
耶

の
難
、
至
大
に
し
て
倫
無
し
。
聖
血
傾
流
し
、
聖
身
破
裂
す
。

加
ふ
る
に
聖
心
の
痛
み
は
、
更
に
身
上
の
痛
み
よ
り
も
甚
だ
し
き
を
以
て
す
。

而
し
て
聖
母
こ
れ
を
知
る
こ
と
甚
だ
明
ら
か
な
れ
ば
、
こ
れ
を
哀
し
む
こ
と
自

然
に
極
め
て
切
な
り
。

三
に
曰
く
、
人
の
難
を
聞
く
は
、
親
（
み
づ
か
）
ら
見
る
と
異
な
れ
り
。
耳
に

聞
く
は
心
を
動
か
し
易
か
ら
ず
、
目
に
覩
れ
ば
則
ち
中
情
頓
み
に
發
す
。
況
や

母
た
る
者
、
子
の
難
を
見
る
を
や
。
古
經
に
記
す
、「
婦
人
ハ
ガ
ル
、
子
の
渇

死
す
る
を
見
る
に
忍
び
ず
、
道
旁
に
棄
置
し
、
目
を
閉
ぢ
て
退
く
」
と
。
聖
母

は
則
ち
親
ら
吾
が
主
の
苦
難
を
見
る
、
傷
む
こ
と
何
如
ぞ
や
。

〔
ハ
ガ
ル
〕
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
妾
。
息
子
イ
ス
マ
イ
ル
と
と
も
に
放
逐
さ
れ
て
砂

（
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漠
を
彷
徨
し
た
。

四
に
曰
く
、
耶

の
難
、
山
園
に
祈

す
る
よ
り
、
架
上
に
釘
せ
ら
る
る
に
至

る
ま
で
、
時
た
る
殊
に
久
し
、
故
に
聖
母
の

（
う
れ
）
ひ
、
ま
す
ま
す
深
し
。

〔
山
園
〕
橄
欖
山
の
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
園
。

五
に
曰
く
、
難
中
に
慰
め
有
れ
ば
、
尚
ほ
支
持
す
べ
し
。
而
し
て
聖
母
、
一
人

の
撫
慰
す
る
も
無
く
、
加
ふ
る
に
諸
宗
徒
離
散
し
、
ユ
ダ
自
ら

し
、
惡
黨
吾

が
主
を
視
る
こ
と
劇
讐
の
如
き
を
以
て
す
。
三
年
の
間
、
多
く
仁
恩
を
受
け
、

一
旦
に
忘
棄
す
。
こ
こ
に
念
じ
て
こ
れ
に
及
び
、
愁
腸
寸
斷
す
。

〔
ユ
ダ
〕『
福
音
書
マ
タ
イ
傳
』
二
十
七
章
五
條
で
は
、
イ
エ
ス
が
捕
縛
さ
れ

た
際
に
ユ
ダ
は
悔
い
て
自
殺
し
た
と
さ
れ
る
。

六
に
曰
く
、
聖
母
、
心
に
主
を
榮
え
し
む
る
を
專
ら
に
す
、
未
だ
意
に
拂
ふ
事

有
ら
ず
。
も
し
人
の
天
主
を
辱
し
め
、
耶

、
難
を
被
る
時
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
耶

を
漫
罵
し
、
惡
聲
の
耳
に
盈
（
み
）
つ
る
を
見
ば
、
聖
母
の
心
、
能
く

焉

と
し
て
擣
（
う
）
つ
が
如
き
無
か
ら
ん
や
。

七
に
曰
く
、
痛
悼
は
愛
情
の
中
よ
り
出
づ
。
聖
母
の
痛
み
如
何
な
る
を
知
ら
ん

と
欲
す
れ
ば
、
先
づ
當
に
其
の
主
を
愛
す
る
の
情
如
何
な
る
を
知
る
べ
し
。
聖

母
の
愛
、
天
神
と
聖
人
と
皆
な
及
ぶ
あ
た
は
ず
。
即
ち
聖
母
の
痛
み
、
以
て
こ

れ
に
尚
（
ま
さ
）
る
無
し
。

前
聖
人
、
聖
母
の
痛
み
を
論
ず
、
其
の
言
、
縷
述
す
る
に
た
へ
ず
。
聖
ア
ン
セ

ル
モ
謂
は
く
、「
致
命
の
苦
、
聖
母
の
苦
に
較
ぶ
れ
ば
、
致
命
も
苦
と
な
す
に

足
ら
ず
」

と
。
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
と
聖
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
の
説
、
大
約
相
ひ
同
じ
。

或
は
問
ふ
、「
聖
母
、
架
旁
に
竚
立
す
、
其
の
心
な
に
を
想
ふ
」

と
。
曰
く
、

「
聖
母
、
耶

が
性
命
を
と
り
て
聖
父
に
獻
げ
、
以
て
救
世
の
大
勲
を
成
す
。

聖
賢
謂
は
く
救
世
の
一
事
、
聖
母
あ
づ
か
り
て
功
有
り
と
。

一
に
則
ち
天
神
、
子
を
生
む
を
報
ず
る
の
時
、
聖
母
應
へ
て
曰
く
、『
爾
ぢ
の

言
の
如
く
、
事
を
我
に
成
せ
』
と
。
此
の
時
の
一
諾
、
實
に
救
世
の
漸
と
な
す
、

關
す
る
所
甚
だ
大
な
り
。

二
に
則
ち
耶

、
聖
母
に
生
ま
る
る
や
、
其
の
贖
世
の
聖
血
、
聖
母
よ
り
其
の

源
を
得
た
り
。

三
に
則
ち
耶

、
木
架
に
釘
せ
ら
る
る
を
以
て
、
天
主
を
祭
祀
す
る
や
、
聖
母

と
も
に
こ
の
心
を
具
す
。

〔
天
主
を
祭
祀
す
〕
不
明
。

た
だ
是
の
故
に
、
學
士
、
耶

を
以
て
ア
ダ
ム
に
比
し
、
聖
母
を
以
て
エ
ヴ
ァ

に
比
す
。
ア
ダ
ム
、
人
類
を
敗
り
、
エ
ヴ
ァ
こ
れ
を
誘
ふ
。
耶

、
人
類
を
援

け
、
聖
母
こ
れ
を
助
く
。
福
禍
、
途
を
殊
に
し
、
適
（
ま
さ
）
に
相
ひ
觸
背
す

れ
ど
、
而
も
其
の
情
實
、
相
ひ
似
る
有
り
。

夫
れ
聖
母
、
既
に
贖
世
に
功
有
り
、
又
た
天
地
の
大
主
を
生
む
。
聖
教
こ
れ
を

稱
し
て
神
聖
天
地
の
后
と
な
す
は
、
理
と
し
て
當
に
然
る
べ
し
」
と
。

〔
今
註
〕
こ
こ
ま
で
が
「
な
に
を
想
ふ
」
の
問
ひ
對
す
る
答
へ
で
あ
る
。

【
正
文
】

耶

、
ヨ
ハ
ネ
を
指
し
、
聖
母
に
謂
ひ
て
曰
く
、

「
婦
よ
、
此
れ
爾
ぢ
が
子
な
り
」
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と
。
又
た
聖
母
を
指
し
、
ヨ
ハ
ネ
に
謂
ひ
て
曰
く
、

「
此
れ
爾
ぢ
が
母
な
り
」

と
。
前
聖
人
、
こ
の
語
を
註
解
し
、
謂
は
く
「
耶

こ
の
時
に
於
い
て
、
聖
母
を
立

て
て
衆
人
の
母
と
な
す
、
故
に
た
だ
に
ヨ
ハ
ネ
を
以
て
聖
母
に
托
す
る
の
み
な
ら
ず
、

實
は
衆
信
人
を
以
て
こ
れ
に
托
す
る
な
り
」

と
。

【
注
】

聖
人
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ノ
・
ア
ン
ト
ニ
ー
、
皆
な
此
の
説
有
り
。
而
る
に
格
羅
塞

『
聖
母
傳
』
謂
は
く
、「
聖
師
の
論
、
大
率
斯
く
の
如
し
。
耶

曾
て
聖
女
默

低
第
に
面
諭
す
、
大
旨
相
ひ
同
じ
」
と
。

〔
聖
人
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ノ
・
ア
ン
ト
ニ
ー
〕
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ノ
及
び
聖
ア
ン

ト
ニ
ー
。
不
明
。

〔
格
羅
塞
〕
グ
ロ
ッ
セ
、
ク
ロ
ー
セ
等
。
不
明
。

〔
聖
女
默
低
第
〕不
明
。
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
の
近
似
音
だ
が
、
下
文
で
マ
グ
ダ
レ
ー

ナ
は
瑪
大
肋
納
と
な
っ
て
ゐ
る
。

【
注
】

或
は
問
ふ
「
耶

、
聖
母
を
呼
び
て
婦
人
と
曰
ふ
は
、
何
ぞ
や
」
と
。

曰
く
、

「
聖
ク
リ
ソ
ゴ
ヌ
ス
云
は
く
、『
稱
す
る
に
母
を
以
て
す
れ
ば
、
未
だ
傷
心
を

免
れ
ず
、
且
つ
惡
人
の
辱
を
致
す
を
恐
る
、
故
に
婦
と
稱
し
て
以
て
こ
れ
を
隱

諱
す
』
と
。
或
は
又
た
謂
く
、『
ユ
ダ
ヤ
文
、
婦
人
に
夫
人
の
意
有
り
。
稱
す

る
に
婦
を
以
て
す
る
は
、
乃
ち
聖
母
を
尊
敬
す
る
な
り
、
隱
諱
の
辭
に
非
ず
』

と
。」

【
正
文
】

耶

崩
じ
、
聖
母
の
心
ま
す
ま
す
痛
し
。
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
、
力
も
て
聖
肋
を
刺
し
、
血

水
下
に
流
る
。
聖
母
こ
れ
を
哀
し
む
こ
と
、
親
受
に
較
べ
て
尤
も
甚
し
と
な
す
。
日

已
に

（
ほ
）
す
、
ヨ
ハ
ネ
等
、
聖
屍
を
と
り
て
架
よ
り
放
下
す
。
聖
母
、
懷
に
接

抱
し
、
敬
し
て
塵
埃
を
滌
ひ
、
棘
茨
を
拔
き
去
る
。
彼
の
時
、
聖
母
の
慟
す
る
や
、

言
語
を
以
て
形
容
す
べ
か
ら
ず
。

〔
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
〕
イ
エ
ス
を
刺
し
た
兵
長
。
外
典
『
ピ
ラ
ト
行
傳
』
に
見
え
る
。

既
に
竣
（
を
は
）
り
、
恭
し
く
聖
身
を
新
塚
に
葬
る
。
聖
母
と
も
に
墓
所
に
往
き
、

瞻
望
し
て
慘
哭
す
。
暮
る
る
に
及
び
、
諸
宗
徒
と
齊
し
く
城
中
に
返
る
。

【
注
】

相
ひ
傳
ふ
、
聖
母
は
マ
ル
コ
が
母
マ
リ
ア
の
家
に
寓
す
と
。
耶

、
聖
體
の
妙

蹟
を
建
つ
る
も
亦
た
こ
こ
に
在
り
。
後
三
日
間
、
聖
母
沈
靜
無
言
に
し
て
、
聖

子
を
追
思
す
。
悲
し
み
を
含
み
泣
（
な
み
だ
）
を
飲
み
、
日
夜
悽
涼
な
り
。

【
正
文
】

第
三
日
の
早
き
に
、
耶

、
墓
よ
り
出
で
、
逕
（
た
だ
）
ち
に
聖
母
に
詣
る
。
明
光

四
射
し
、
聖
母
、
悼
を
轉
じ
て
歡
と
な
し
、
耶

の
榮
福
を
欣
賀
す
。

【
注
】

耶

復
活
し
て
後
、
聖
經
未
だ
其
の
先
づ
聖
母
に
見
（
ま
み
）
ゆ
る
を
言
は
ず
。

但
し
教
中
の
公
論
、
皆
な
謂
は
く
、「
此
れ
必
然
の
事
に
し
て
、
猶
豫
す
る
を

容
れ
ず
」
と
。
聖
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
・
イ
グ
ナ
チ
オ
等
、
咸
（
み
）
な
此
の
説

有
り
、
今
に
迄
（
お
よ
）
ぶ
ま
で
奉
じ
て
確
論
と
な
す
。
或
は
難
じ
て
曰
く
、

「
聖
經
未
だ
載
せ
ず
、
烏
（
い
づ
く
）
ん
ぞ
憑
と
な
す
に
足
り
ん
や
」
と
。

聖
ア
ン
セ
ル
モ
對
（
こ
た
）
へ
て
曰
く
、「
聖
經
惟
だ
記
す
る
を
要
す
る
者
を
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記
す
。
耶

初
め
て
復
活
す
る
や
、
先
づ
其
の
母
に
見
（
ま
み
）
え
、
後
に
其

の
徒
を
見
（
け
ん
）
す
。
此
れ
情
理
の
常
な
り
、
亦
た
人
事
の
少
（
か
）
く
べ

か
ら
ざ
る
所
な
り
、
記
す
を
待
た
ず
し
て
人
自
ら
知
る
、
何
ぞ
必
ず
し
も
贅
及

せ
ん
や
。
又
た
觀
る
に
耶

、
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
に
現
は
れ
、
兄
弟
に
回
報
せ
よ

と
命
じ
、
母
に
報
ず
る
を
言
は
ず
。
此
れ
他
無
し
、
耶

と
聖
母
と
業（
す
で
）

に
相
ひ
晤
（
あ
）
ふ
を
經
た
り
、
必
ず
し
も
報
ぜ
ざ
る
な
り
」
と
。

〔
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
〕
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
。

夫
れ
憂
と
樂
と
は
、
情
相
ひ
反
し
て
理
相
ひ
合
す
。
聖
母
、
主
を
愛
す
る
の
故

を
以
て
、
主
が
受
難
を
哭
す
る
こ
と
、
凡
衆
に
逾
ゆ
。
耶

復
活
の
日
に
至
り
、

主
の
樂
し
き
を
樂
し
む
こ
と
、
人
の
意
科
の
外
に
出
で
ん
。

或
は
謂
は
く
、「
耶

、
世
に
在
る
こ
と
四
十
日
、

（
し
ば
し
）
ば
宗
徒
に

現
は
れ
、
詳
し
く
天
國
の
事
を
言
ふ
。
聖
母
に
至
っ
て
は
常
に
倍
し
て
親
密
に
、

朝
夕
欣
逢
せ
ん
」
と
。
此
の
説
、
縱
ひ
實
証
無
き
も
、
亦
た
情
理
の
宜
し
く
然

る
べ
き
所
な
り
。

【
正
文
】

四
十
日
を
閲
し
、
耶

升
天
の
期
已
に
屆
く
。
聖
母
、
宗
徒
等
百
二
十
人
を
率
ゐ
、

耶

に
隨
ひ
て
オ
リ
ー
ブ
山
に
登
る
。

至
る
に
お
よ
び
、
耶

訓
諭
す
る
こ
と
諄
諄
と
し
て
、
情
致
殷
渥
な
り
。
手
を
舉
げ

て
福
を
衆
に
降
し
、
作
別
の
禮
を
行
な
ふ
。
隨
ひ
即
ち
直
ち
に
上
り
て
升
騰
し
、
天

國
に
榮
登
す
。
聖
母
首
を
仰
む
け
て
遙
瞻
し
、
悲
喜
交
も
集
ま
る
。

既
に
し
て
城
内
に
回
り
、
某
氏
の
廳
事
に
入
る
。

（
相
ひ
傳
へ
て
マ
ル
コ
が
母
マ
リ
ア
が
家
と
な
す
。
即
ち
耶

、
聖
體
を
建
立
す
る

處
な
り
。）

宗
徒
等
と
と
も
に
天
主
に
祈

し
、
聖
神
を
し
て
臨
格
せ
し
む
る
を
乞
ふ
。

第
十
日
、
聖
神
果
た
し
て
降
る
。
火
舌
の
形
に
托
し
、
衆
人
の
頂
に
臨
む
。
陰
に
奇

惠
を
施
し
、
心
神
を
默
化
す
。
聖
母
、
寵
を
獲
る
こ
と
ひ
と
り
隆
く
、
衆
徒
を
逾
ゆ

る
遠
き
こ
と
甚
だ
し
。

【
注
】

超
性
學
士
言
は
く
、
聖
神
の
降
臨
し
、
衆
心
を
堅
固
に
す
る
は
、
堅
振
の
聖
事

を
逾
ゆ
。
故
に
聖
母
と
諸
宗
徒
と
た
だ
聖
洗
禮
を
受
け
、
未
だ
嘗
て
堅
振
の
事

蹟
を
領
せ
ず
と
。

【
正
文
】

是
れ
よ
り
聖
母
、
ヨ
ハ
ネ
と
宗
徒
と
に
依
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
居
す
。
平
日
、
虔

し
て
道
を
思
ひ
、
須
臾
も
間
無
し
。
信
�
至
っ
て
堅
く
、
望
�
至
っ
て
切
に
、
愛
�

至
っ
て
熱
し
。
謙
退
慈
善
に
、
淡
泊
に
し
て
躬
を
持
す
。
諸
凡
の
妙
功
、
一
と
し
て

其
の
極
に
造
ら
ざ
る
無
し
。

聖
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
謂
は
く
、「
聖
母
の
言
行
は
萬
世
の
準
則
と
な
す
」と
。
（
よ
）

き
哉
こ
の
言
。

諸
宗
徒
、
教
へ
を
外
方
に
傳
へ
、
從
ふ
者
日
に
盛
ん
な
り
。
聖
母
、
報
せ
を
聞
き
、

毎
（
つ
ね
）
に
爲
（
た
め
）
に
色
喜
ぶ
。
就
き
て
助
け
を
求
む
る
者
有
り
、
聖
母
其

の
憂
ひ
を
慰
め
、
其
の
困
（
く
る
）
し
み
を
解
き
、
其
の
疑
ひ
を
釋
し
、
其
の
疾
病

を
治
し
、
其
の
心
思
を
堅
か
ら
し
む
。
求
め
有
れ
ば
必
ず
應
じ
、
難
有
れ
ば
必
ず
憐

れ
む
。
故
を
以
て
遠
近
、
風
を
聞
き
、
咸
な
聖
母
に
一
見
す
る
を
以
て
幸
事
と
爲
す
。
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甚
だ
し
き
は
國
を
越
て
都
を
過
ぎ
、
千
萬
里
を
遠
し
と
せ
ず
し
て
來
る
者
有
り
。
名

士
弟
阿
尼
削
、
遠
邦
よ
り
海
を
航
し
て
至
る
。
聖
母
に
一
見
す
る
や
、
心
輙
（
す
な

は
）
ち
訝
異
す
。
嘆
じ
て
曰
く
、「
苟
し
く
も
早
く
其
の
生
人
た
る
を
知
る
に
非
ざ

れ
ば
、
わ
れ
將
に
天
上
の
神
を
以
て
こ
れ
を
目
さ
ん
と
す
」
と
。

〔
弟
阿
尼
削
〕
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
。
不
明
。

諸
宗
徒
、
疑
難
の
事
に
於
い
て
、
つ
ね
に
聖
母
に
就
正
す
。
天
主
降
生
後
約
四
十
四

年
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
信
人
、
大
い
に
窘
難
に
遭
ふ
。
當
道
の
捕
緝
す
る
こ
と

巌
に

し
て
、
身
を
置
く
に
足
を
容
る
る
の
地
無
き
に
因
り
、
已
む
を
得
ず
聖
ヨ
ハ
ネ
、
聖

母
と
と
も
に
エ
フ
ェ
ソ
ス
地
方
に
往
き
、
暫
く
棲
止
を
爲
す
。
後
仍
（
な
）
ほ
エ
ル

サ
レ
ム
に
回
り
、
歿
日
に
迄
（
お
よ
）
ぶ
。

【
注
】

ス
ア
レ
ス
等
の
大
名
の
學
士
、
意
（
お
も
）
へ
ら
く
聖
母
、
耶

升
天
よ
り
以

後
、
衆
信
人
と
日
に
聖
體
を
領
し
、
聖
子
と
相
ひ
契
す
。
た
だ
細
過
も
染
ま
る

無
け
れ
ば
、
克
（
よ
）
く
告
解
の
聖
事
を
領
せ
ず
。
聖
母
、
天
主
の
母
た
る
を

論
ず
る
に
至
っ
て
は
、
其
の
尊
位
權
能
、
衆
天
神
・
衆
聖
人
の
上
に
超
出
す
。

凡
そ
宗
徒
と
他
聖
と
能
く
行
ふ
の
事
、
病
を
療
し
瞽
を
啓
き
、
災
を
救
ひ
患
ひ

を
除
く
が
如
き
と
、
死
人
を
活
か
し
、
後
事
を
言
ひ
、
人
の
隱
衷
を
掲
し
、
學

ば
ず
し
て
萬
國
の
方
言
を
道
（
い
）
ふ
等
と
、
聖
母
も
亦
た
能
く
こ
れ
を
行
な

ふ
。
但
だ
聖
母
は
至
っ
て
慈
な
り
。
求
め
有
れ
ば
必
ず
允
し
、
柄
あ
れ
ば
必
ず

行
な
ふ
。
況
や
聖
教
初
め
て
開
か
れ
、
正
に
須
ら
く
多
く
靈
蹟
を
顯
は
す
べ
け

れ
ば
、
則
ち
聖
母
在
世
の
時
、
聖
蹟
必
ず
多
し
、
言
は
ず
し
て
自
づ
か
ら
喩（
さ

と
）
る
。

〔
柄
〕
權
。

或
は
難
じ
て
曰
く
、

「
既
に
靈
蹟
有
れ
ば
、
必
ず
人
の
記
載
す
る
有
ら
ん
。
何
ぞ
聖
經
・
古
傳
、
默

默
と
し
て
言
無
き
や
」
と
。

予
こ
れ
に
應
へ
て
日
く
、

「
聖
經
、
耶

の
事
を
記
す
や
、
一
を
掛
し
て
萬
を
漏
ら
す
。
聖
ヨ
ハ
ネ
謂
は

く
、『
耶

之
事
、
書
け
ど
も
書
く
に
勝
（
た
）
へ
ず
。
も
し
盡
く
こ
れ
を
録

せ
ん
と
欲
せ
ば
、
普
世
も
其
の
籍
を
容
る
る
な
し
』
と
。
耶

の
事
す
ら
尚
ほ

未
だ
盡
く
書
か
ず
、
況
や
聖
母
の
事
を
や
。
又
た
聖
教
初
め
て
起
こ
る
や
三
百

年
、
信
士
流
離
し
て
、
頻
り
に
巨
患
に
遭
ふ
を
以
て
、
其
の
罕
に
聖
母
の
事
を

記
す
の
み
な
る
は
、
亦
た
情
に
原
す
べ
き
有
り
」
と
。

【
正
文
】

聖
母
年
七
十
有
二
（
或
は
六
十
有
三
と
云
ふ
、
其
の
説
こ
れ
に
從
ふ
者
鮮
し
）、
�

備
は
り
功
全
く
、
理
と
し
て
應
に
報
い
を
受
く
べ
し
。
天
主
先
づ
天
神
を
遣
は
し
、

預
（
あ
ら
か
じ
）
め
終
期
を
告
ぐ
。
事
、
ヨ
ハ
ネ
に
聞
こ
え
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
外
に

傳
ふ
。
踵
を
め
ぐ
ら
さ
ず
し
て
、
通
城
の
信
友
、
紛
と
し
て
至
り
沓
と
し
て
來
る
。

咸
な
聖
母
に
一
見
し
、
親
ら
遺
訓
を
聆
か
ん
と
欲
す
。

天
主
、
聖
母
の
天
に
歸
す
る
の
事
を
以
て
、
宗
徒
に
默
告
す
。

び
に
大
奇
工
を
行

な
ひ
、
諸
宗
徒
を
し
て
空
中
に
飛
舉
し
、
趾
を
移
す
を
勞
せ
ざ
ら
し
む
。
瞬
息
の
間

に
と
も
に
エ
ル
サ
レ
ム
に
抵
（
い
た
）
る
。
惟
だ
ト
マ
ス
の
宗
徒
の
み
未
だ
至
ら
ず
。

聖
母
、
宗
徒
・
信
士
の
咸
な
一
堂
に
集
ま
る
を
見
て
、
諄
諄
と
し
て
訓
を
垂
れ
、
敦

く
主
を
愛
し
人
を
愛
せ
よ
と
囑
す
。

升
天
後
、
時
に
常
に
佑
を
伸
ば
し
、
信
人
を
默
助
す
る
を
許
す
。
言
ひ
已
む
や
、
耶

、
羣
天
神
を
率
ゐ
て
來
迎
す
、
聖
母
乃
ち
病
ま
ず
し
て
終
る
。

（
七
〇
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聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
謂
は
く
、
天
上
の
衆
神
、
大
い
に
光
耀
を
張
り
、
賀
詞
を
歌
唱
し
、

出
で
て
聖
母
の
魂
を

（
む
か
）
へ
、
引
き
て
高
座
に
登
ら
し
む
。
諸
宗
徒
、
恭
し

く
殯
禮
を
行
な
ひ
、
欣
感
す
る
こ
と
似
る
も
の
無
し
。

聖
ヨ
ハ
ネ
・
ダ
マ
ス
コ
と
名
賢
儒
物
納
と
謂
は
く
、

「
聖
母
將
に
終
ら
ん
と
す
る
と
き
、
群
神
歌
咏
し
、
と
も
に
天
樂
を
奏
づ
。
既
に
卒

（
し
ゅ
っ
）
す
る
や
、
天
神
、
諸
宗
徒
と
聖
身
を
護
送
し
、
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
墓
塚
に
葬

り
、
掩
ふ
に
大
石
を
以
て
す
。
三
日
夜
を
連
ね
て
、
群
神
恒
に
駐
し
、
天
樂
常
に
聞

こ
ゆ
。
宗
徒
等
墓
上
に
輪
守
し
、
頻
り
に
聖
詞
を
唱
（
う
た
）
ふ
。
第
三
日
の
早
き

に
至
り
、
天
神
の
樂
忽
と
し
て
已
む
。
た
ま
た
ま
聖
ト
マ
ス
も
亦
た
至
り
、
聖
屍
を

一
覩
せ
ん
と
欲
す
。
こ
こ
に
於
い
て
衆
を
集
め
て
棺
を
啓
く
。
異
香
の
鼻
を
撲
つ
を

覺
え
、
衾
絹
猶
ほ
存
す
、
而
も
聖
身
杳
と
し
て
踪
跡
無
し
。
蓋
し
己
に
復
活
升
天
せ

り
。
當
時
、
場
に
在
り
し
者
、
諸
宗
徒
を
除
く
の
外
、
又
た
諦
毛
�
・
弟
阿
尼
削
・

日
勞
�
等
有
り
。
衆
人
こ
れ
を
見
て
、
忻
愉
し
て
勝
へ
ず
、
經
を
咏
じ
て
主
に
謝
し

て
退
く
」
と
。

〔
聖
ヨ
ハ
ネ
・
ダ
マ
ス
コ
〕
ダ
マ
ス
コ
の
聖
ヨ
ハ
ネ
。

〔
儒
物
納
〕Juvenal

か
。

〔
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
墓
塚
〕
マ
リ
ア
は
一
説
に
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
に
葬
ら
れ
た
。
現
在
マ
リ
ア

永
眠
教
會
が
あ
る
。

〔
諦
毛
�
〕
聖
テ
モ
テ
か
。

〔
日
勞
�
〕
ジ
ェ
ラ
ル
ド
、
ジ
ロ
ー
ド
か
。

〔
弟
阿
尼
削
〕
デ
ィ
オ
ニ
シ
オ
ス
。
不
明
。

【
注
】

相
ひ
傳
ふ
、
聖
母
、
マ
ル
コ
が
母
マ
リ
ア
の
家
に
死
す
と
。
學
士
謂
は
く
、

「
聖
母
の
生
時
、
主
を
愛
す
る
こ
と
心
誠
に
、
熱
き
こ
と
烈

の
如
し
。
其
の

久
し
く
生
き
た
る
所
以
の
者
は
、
天
主
の
陰
佑
に
頼
り
、
未
だ
情
火
の
焚
く
所

と
な
ら
ざ
る
な
り
。
危
に
瀕
す
る
に
至
る
に

び
、
天
主
復
た
阻
止
せ
ず
、
遂

に
愛
情
猛
發
す
る
を
致
し
、
身
能
く
支
へ
ず
。
奄
奄
と
し
て
一
息
、
片
時
に
し

て
即
ち
絶
ゆ
。
聖
身
、
墓
に
在
る
こ
と
三
日
、
未
だ
嘗
て
朽
腐
せ
ず
。
蓋
し
聖

母
に
罪
無
き
こ
と
、
耶

に
肖
似
す
。
其
の
聖

又
た
耶

の
寶
血
の
由
っ
て

生
ま
る
る
所
な
り
。
自
（
お
の
づ
か
）
ら
宜
し
く
善
く
無
傷
を
保
ち
、
早
く
天

神
の
上
に
列
（
つ
ら
）
な
る
べ
し
」
と
。

【
正
文
】

聖
母
既
に
升
天
す
る
や
、
聖
父
其
の
功
�
に
鑒
み
、
こ
れ
を
九
品
天
神
の
上
に
擢（
ぬ

き
ん
）
で
、
立
て
て
天
地
の
母
皇
・
世
人
の
主
保
と
な
す
。

【
注
】

按
ず
る
に
天
堂
の
福
の
最
も
大
な
る
者
は
、
天
主
に
見
（
ま
み
）
ゆ
る
を
享
く

る
に
在
り
。
仰
慕
稱
讚
し
て
、
永
く
窮
盡
無
し
。
聖
母
、
功
を
立
つ
る
こ
と
最

も
富
み
、
寵
を
受
く
る
こ
と
ひ
と
り
隆
し
、
故
に
榮
福
眞
光
を
得
る
も
亦
た
最

大
無
比
な
り
。
故
を
以
て
、
天
主
に
見
（
ま
み
）
ゆ
る
こ
と
至
っ
て
明
ら
か
な

り
。
天
主
を
愛
す
る
こ
と
至
っ
て
熱
き
な
り
。
中
心
悦
樂
す
る
こ
と
、
神
聖
の

能
く
幾
（
ね
が
）
ひ
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
。
寶
座
の
高
き
、
諸
天
神
・
衆
聖

人
の
上
に
在
り
。
權
柄
の
大
な
る
、
萬
物
神
人
皆
な
其
の
令
に
從
ふ
。

童
貞
を
以
て
し
て
苦
を
忍
ぶ
こ
と
萬
状
に
し
て
、
宗
徒
を
訓
誨
す
。
故
に
童
貞

聖
師
致
命
の
榮
を
得
る
こ
と
、
一
と
し
て
其
の
類
を
超
え
ざ
る
無
し
。
聖
身
獨

り

染
無
く
、
吾
が
主
耶

を
生
み
、
救
世
の
大
功
を
成
す
。
故
に
其
の
天
に

輝
耀
す
る
は
、
明
月
升
り
て
衆
星
皆
な
晦
き
が
如
し
。

學
士
ス
ア
レ
ス
謂
は
く
、「
聖
母
、
天
主
の
妙
體
を
覩
（
み
）
て
、
古
往
後
來

の
萬
事
萬
理
を
知
る
を
得
た
り
。
各
人
、
中
に
を
意
念
を
藏
し
、
未
だ
嘗
て
こ

いしゐのぞむ・乙未丙申東方學雜録六首
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れ
を
口
よ
り
出
さ
ざ
る
者
と
雖
も
、
亦
た
一
と
し
て
知
ら
ざ
る
無
し
。
惟
だ
天

主
、
耶

に
與
ふ
る
の
旨
の
み
聖
母
に
告
げ
ず
、
推
測
す
る
に
由
無
し
」
と
。

又
た
謂
は
く
、

「
聖
母
の
福
、
大
な
る
こ
と
與
に
京
（
ひ
と
）
し
き
無
し
。
衆
天
神
・
衆
聖
人

の
福
の
若
き
は
、
併
合
し
て
一
と
な
す
も
亦
た
聖
母
の
福
に
及
ば
ず
」

と
。
此
れ
學
士
の
言
な
り
。
或
は
問
ふ
、

「
聖
母
を
敬
禮
す
れ
ば
必
ず
天
國
に
升
る
は
信
（
ま
こ
と
）
か
」

と
。
曰
く
、

「
斯
の
語
、
當
に
説
有
り
て
以
て
こ
れ
を
解
く
べ
し
。
按
ず
る
に
教
中
の
定
論
、

天
主
の
明
示
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
人
預
じ
め
升
天
を
卜
ふ
能
は
ず
。
聖
經
に
云

ふ
有
り
、『
主
に
愛
せ
ら
る
、
或
は
主
に
惡
ま
る
、
皆
な
未
だ
知
る
べ
か
ら
ず
』

と
。
即
ち
こ
の
意
な
り
。

聖
母
を
敬
禮
す
れ
ば
必
ず
天
堂
に
升
る
の
説
、
聖
經
未
だ
嘗
て
言
は
ず
、
依
り

て
確
論
と
な
し
難
き
に
似
た
り
。
但
だ
超
性
學
士
謂
は
く
、『
數
事
に
即
き
て
、

以
て
某
人
の
升
天
の
選
に
在
る
を
知
る
べ
し
』
と
。
聖
パ
ウ
ロ
云
は
く
、『
聖

神
、
我
が
神
（
し
ん
）
に
默
告
す
、
我
は
天
主
の
義
子
な
り
』
と
。
聖
ヨ
ハ
ネ

云
は
く
、『
も
し
我
が
心
、
我
を
責
め
ざ
れ
ば
、
主
に
望
み
有
る
べ
し
』
と
。

二
聖
の
言
、
皆
な
此
の
義
を
指
す
。

所
謂
升
天
の
兆
は
、
約
九
を
以
て
す
。
志
を
奮
っ
て
罪
を
免
る
る
一
な
り
。
恒

心
祈

す
二
な
り
。
甘
ん
じ
て
主
命
を
承
（
う
）
く
三
な
り
。
頻
り
に
主
が
難

を
思
ふ
四
な
り
。
聖
道
を
聆
（
き
）
く
を
喜
（
こ
の
）
む
五
な
り
。
謙
退
己
を

持
す
る
六
な
り
。
樂
し
ん
で
人
を
愛
す
る
の
工
を
行
な
ふ
七
な
り
。
勤
め
て
主

を
敬
ふ
の
事
を
な
す
八
な
り
。
第
九
は
則
ち
聖
母
を
敬
禮
し
、
始
め
有
り
克
く

終
る
。
蓋
し
聖
母
を
誠
敬
す
れ
ば
必
ず
寵
佑
を
蒙
る
。
偶
爾
に
失
足
す
と
雖
も
、

聖
母
將
に
力
め
て
こ
れ
を
援
け
、
こ
れ
を
天
府
に
登
さ
ん
と
す
」
と
。

聖
ア
ン
セ
ル
モ
曰
く
、

「
凡
そ
人
の
聖
母
に
歸
附
す
る
や
、
必
ず
淪
喪
に
至
ら
ず
」

と
。
淪
喪
と
云
ふ
は
地
獄
に
下
る
の
謂
ひ
な
り
。

聖
ア
ン
ト
ニ
ー
曰
く
、

「
凡
そ
聖
母
の
顧
み
る
所
と
な
れ
ば
、
必
ず
天
上
の
眞
榮
を
獲
ん
」

と
。
夫
れ
聖
母
の
顧
み
る
所
は
必
ず
聖
母
を
敬
ふ
の
人
な
り
。
否
な
れ
ば
則
ち

其
の
僕
を
顧
み
ず
、
反
っ
て
他
人
を
顧
み
る
や
。

聖
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ネ
リ
、
教
友
に
告
げ
て
曰
く
、

「
汝
ぢ
、
死
に
至
る
ま
で
聖
寵
を
失
は
ざ
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
須
ら
く
聖
母
に

恭
敬
す
べ
し
」

と
。
眞
福
勃
爾
格
孟
も
亦
た
云
は
く
、

「
凡
そ
人
の
聖
母
を
虔
敬
す
る
や
、
必
ず
克
く
善
終
せ
ん
」
と
。

〔
聖
斐
理
伯
吶
利
〕
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ネ
リ
。
西
暦
十
六
世
紀
の
聖
人
。

〔
勃
爾
格
孟
〕
ベ
ル
グ
モ
ン
か
。
ベ
ル
グ
マ
ン
か
。
不
明
。

惟
だ
世
人
、
妄
り
に
天
后
を
恃
み
、
故
（
こ
と
さ
）
ら
に
情
慾
を
肆
に
す
べ
か

ら
ず
。
蓋
し
妄
り
に
恃
む
は
則
ち
聖
母
を
辱
む
る
な
り
、
而
し
て
聖
母
を
敬
す

る
に
非
ず
。
其
の
憫
み
を
垂
る
る
を
期
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

【
正
文
】

諸
宗
徒
、
ナ
ザ
レ
郡
に
聖
母
の
宮
室
有
り
、
乃
ち
天
主
降
孕
の
處
な
る
を
憶
ひ
、
欣

然
と
し
て
往
き
拜
す
、
禮
意
加
は
る
有
り
。
始
め
は
則
ち
臺
を
立
て
て
像
を
設
く
、

繼
い
で
は
則
ち
主
を
祭
り
經
を
談
ず
。
信
士
前
（
す
す
）
み
赴
き
瞻
禮
し
、
厚
福
を

（
七
二
）
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賜
は
る
を
祈
る
。
望
む
所
虚
な
ら
ず
。

天
主
降
生
後
一
千
二
百
餘
年
、
土
民
、
洪
恩
に
辜
負
し
、
慢
と
し
て
敬
を
加
へ
ず
。

天
主
顯
ら
か
に
こ
れ
を
罰
し
、
寇
賊
の
境
に
入
り
、
大
い
に

害
を
肆
（
ほ
し
い
ま

ま
）
に
す
る
を
容
（
ゆ
る
）
す
。
聖
母
先
づ
天
神
を
し
て
聖
室
を
拔
舉
せ
し
め
、
空

中
を
飛
越
し
て
、
大
海
を
渡
り
て
ダ
ル
マ
チ
ア
國
に
至
る
。
隣
邦
こ
れ
を
聞
き
、
咸

な
往
き
て
拜
覲
す
、
惠
を
受
く
る
こ
と
良
（
ま
こ
と
）
に
多
し
。

〔
寇
賊
〕
西
暦
千
二
百
六
十
三
年
に
マ
ル
ム
ー
ク
朝
が
ナ
ザ
レ
を
破
壞
し
た
。

〔
ダ
ル
マ
チ
ア
〕
今
の
ク
ロ
ア
チ
ア
西
南
部
、
ア
ド
リ
ア
海
に
面
す
る
。
聖
室
は
西

暦
千
二
百
九
十
一
年
五
月
十
日
に
ダ
ル
マ
チ
ア
に
移
さ
れ
た
。

未
だ
四
載
な
ら
ず
し
て
、
國
民
又
た
復
た
褻

し
、
聖
母
、
聖
室
を
意
國
ペ
ー
ザ
ロ

省
某
山
に
徙
す
。
善
人
往
き
朝
す
る
者
、
踵
（
き
び
す
）
相
ひ
接
す
。
但
し
地
、
深

林
に
處
し
、
盗
賊
充
斥
す
。
堂
を
守
る
者
甚
だ
こ
れ
に
苦
し
む
。

〔
未
四
載
〕
聖
室
は
西
暦
千
二
百
九
十
四
年
十
二
月
十
日
に
ダ
ル
マ
チ
ア
か
ら
イ
タ

リ
ア
に
移
さ
れ
た
。

〔
意
國
〕
イ
タ
リ
ア
。

〔
ペ
ー
ザ
ロ
〕。
イ
タ
リ
ア
中
部
東
岸
の
都
市
、
ア
ド
リ
ア
海
に
面
す
る
。
ロ
レ
ー

ト
の
聖
母
の
北
に
位
置
す
る
。

聖
母
乃
ち
三
た
び
聖
室
を
左
近
の
一
山
に
徙
す
。
山
主
兄
弟
二
人
、
往
來
す
る
人
衆

（
お
ほ
）
く
、
利
を
獲
る
こ
と
紛
繁
な
る
に
因
り
、
遂
に
貪
婪
の
意
を
生
じ
、
互
ひ

に
相
ひ
害
す
る
を
謀
る
。

聖
母
ま
す
ま
す
悦
ば
ず
、
又
た
其
の
室
を
隣
近
の
小
山
に
徙
す
。
主
人
、
ロ
レ
ー
ト

と
名
の
り
、
遂
に
以
て
聖
室
に
名
づ
く
。
今
に
至
る
ま
で
數
百
載
、
復
た
移
動
せ
ず
。

信
人
往
き
拜
す
る
者
、
多
く
恩
惠
を
蒙
り
、
竹
を
傾
む
け
て
書
き
難
し
。

〔
ロ
レ
ー
ト
〕
現
在
マ
リ
ア
の
聖
室
で
著
名
な
町
。

〔
傾
竹
〕

竹
（
竹
を
つ
く
す
）
に
同
じ
。

【
注
】

以
上
に
言
ふ
所
を
按
ず
れ
ば
、
聖
母
實
に
天
主
が
母
と
な
す
。
凡
そ
世
人
た
る
、

皆
な
當
に
聖
母
を
敬
奉
し
、
認
め
て
主
保
と
な
し
、
拜
し
て
天
后
と
な
す
べ
し
。

こ
れ
を
愛
す
る
こ
と
慈
親
の
如
く
、
こ
れ
に
則
る
こ
と
師
表
の
如
し
。
聖
教
初

め
て
建
つ
る
よ
り
以
來
、
上
つ
か
た
教
皇
よ
り
、
下
つ
か
た
愚
魯
に
至
る
ま
で
、

苟
し
く
も
信
心
有
ら
ば
、
一
と
し
て
敬
禮
を
行
な
は
ざ
る
無
し
。

惟
だ
是
れ
異
端
の
蜂
起
し
、
邪
説
の
横
行
す
る
や
、
異
教
の
生
徒
、
往
往
先
づ

聖
母
に
背
き
、
然
る
後
そ
の
惡
念
を
熾
ん
に
す
。
此
れ
何
を
以
て
の
故
ぞ
や
。

聖
母
を
敬
す
れ
ば
必
ず
慈
佑
を
獲
て
、
魔
鬼
も
能
く
任
意
に
鴟
張
せ
ざ
る
に
因

り
、
故
に
必
ず
人
を
誘
ひ
て
聖
母
に
背
か
し
め
、
而
し
て
他
惡
こ
れ
に
隨
ふ
。

〔
異
教
生
徒
〕
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
徒
。
聖
母
を
重
ん
ず
べ
き
で
な
い
と
す
る
。

異
教
の
人
藉
口
す
る
の
辭
を
考
ふ
る
に
、
謂
は
く
「
至
尊
惟
だ
天
主
の
み
、
理

と
し
て
宜
し
く
欽
敬
す
べ
し
、
餘
は
皆
な
主
に
造
を
受
く
、
曷
（
な
ん
）
ぞ
克

く
我
が
敬
禮
に
當
ら
ん
や
」
と
。
殊
に
知
ら
ず
尊
に
差
等
有
り
、
即
ち
禮
に
隆

殺
（
り
ゅ
う
さ
い
）
有
る
な
り
。
天
主
自
ら
萬
福
を
具
す
、
尊
、
量
限
無
し
、

こ
れ
を
拜
す
る
は
其
の
權
を
認
む
る
所
以
な
り
。
其
の
惠
み
に
報
い
、
其
の
威

を
敬
し
、
其
の
佑
け
を
求
む
る
は
、
是
れ
主
を
敬
す
る
の
上
禮
と
な
す
。

聖
母
の
ご
と
き
は
則
ち
人
な
り
。
其
の
高
位
に
居
り
、
大
權
を
秉
り
、
恩
を
施

す
こ
と
廣
厚
に
し
て
、
遠
き
と
し
て
屆
か
ざ
る
無
け
れ
ば
、
天
主
の
前
に
在
り

て
、
感
ず
る
有
れ
ば
必
ず
通
じ
、
求
む
る
有
れ
ば
必
ず
應
ず
。
且
つ
天
主
の
意
、

人
の
聖
母
を
敬
奉
し
、
其
の
榮
耀
を
揚
ぐ
る
を
欲
す
。
故
に
在
教
の
人
民
、
異

いしゐのぞむ・乙未丙申東方學雜録六首

―３３０―
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地
同
風
、
先
を
爭
っ
て
禮
を
致
す
。
其
の
義
、
天
主
を
敬
す
る
と
大
い
に
異
な

る
。

一
に
は
則
ち
共
に
聖
母
の
人
た
る
を
知
り
、
未
だ
嘗
て
敬
し
て
天
主
と
な
さ
ず
。

二
に
は
則
ち
聖
母
は
才
能
功
�
、
皆
な
天
主
の

（
ひ
）
す
る
所
な
り
。
聖
母

を
敬
す
る
は
、
已
に
天
主
を
敬
す
る
の
意
を
寓
す
。
彼
の
異
教
の
人
、
誣（
し
）

ひ
て
言
は
く
「
聖
母
を
敬
す
る
は
後
人
よ
り
創（
は
じ
）む
、
古
に
亘（
わ
た
）っ

て
か
く
の
如
き
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。
此
れ
又
た
大
謬
然
ら
ず
。

聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ノ
・
ク
リ
ソ
ゴ
ヌ
ス
・
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ

ス
・
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ウ
ス
・
バ
シ
リ
オ
等
、
皆
な
天
主
降
生
後
三
四
百
年
間
の
人

な
り
。
其
の
道
を
講
じ
書
を
著
は
し
、
人
に
勸
め
て
聖
母
を
敬
せ
し
む
る
、
今

に
迄
（
お
よ
）
ぶ
ま
で
考
ふ
べ
し
。

經
に
載
す
、
天
神
、
聖
母
を
頌
し
て
曰
く
「
ア
ヴ
ェ
」
と
。
ア
ヴ
ェ
と
は
敬
の

詞
な
り
。
聖
婦
イ
ザ
ベ
ラ
、
聖
母
に
謂
ふ
、「
女
中
、
爾
ぢ
讚
美
せ
ら
る
」
と
。

讚
美
も
亦
た
敬
の
意
な
り
。
ル
カ
記
す
「
耶

、
聖
母
の
命
に
順
ふ
」
と
。
命

に
順
ふ
は
、
敬
の
眞
憑
な
り
。

耶

の
十
字
架
に
懸
か
る
や
、
聖
母
を
以
て
ヨ
ハ
ネ
に
托
す
。
是
れ
特
（
た
）

だ
に
一
己
の
聖
母
を
敬
ふ
の
み
な
ら
ず
、
又
た
聖
徒
の
こ
れ
を
敬
ふ
を
欲
す
。

諸
宗
徒
・
衆
信
人
、
主
が
心
を
默
會
し
、
爭
っ
て
相
ひ
欽
奉
す
。
聖
教
初
め
て

傳
は
る
の
世
、
即
ち
禮
節
書
・
墓
中
像
等
有
り
、
當
日
信
人
咸
な
聖
母
を
敬
す

る
を
明
證
す
。

乃
ち
異
教
中
の
人
、
審
察
を
加
へ
ず
、
其
の
祖
先
も
亦
た
聖
母
を
敬
す
る
を
忘

れ
、
反
っ
て
敢
へ
て
口
に
信
（
ま
か
）
せ
て
胡
言
し
、
天
后
を
侮
辱
す
。
其
の

己
を
欺
き
人
を
欺
く
の
罪
、
勝
（
あ
）
げ
て
道
（
い
）
ふ
べ
け
ん
や
。

（
終
）

（
２
０
１
６
年
１０
月
３１
日

受
理
）

（
七
四
）
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